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午前 ８時５９分 開会

（出席議員 １４名）

──────────────────

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告

御出席まことに御苦労に存○議長（西村昭教君）

じます。

ただいまの出席議員は１４名であります。

これより、平成２１年第４回上富良野町議会定例

会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。

──────────────────

◎諸 般 の 報 告

日程に入るに先立ち、議会○議長（西村昭教君）

運営等諸般の報告をいたさせます。

事務局長。

御報告申し上げます。○事務局長（中田繁利君）

今期定例会は、１２月１１日に告示され、同日、

議案等の配付をいたしました。

今期定例会の運営について、１１月１９日及び１２

月９日に議会運営委員会を開き、会期及び議事日程

等を審議し、その内容は、お手元に配付の議事日程

のとおりであります。

今期定例会に提出の案件は、町長から提出の議案

が、議案第１号から議案第１８号までの１８件であ

ります。

議員からの提出案件は、発議案第１号の１件であ

ります。

各常任委員会合同の町内行政調査の報告がありま

した。

議会運営委員長から、議員派遣結果の報告があり

ました。

決算特別委員長から、平成２１年第３回定例会に

おいて付託された議案第４号平成２０年度上富良野

町各会計歳入歳出決算認定の件及び議案第５号平成

２０年度上富良野町企業会計決算認定の件について

の審査の報告がありました。

監査委員から、例月現金出納検査の結果報告があ

りました。

町長から、今期定例会までの主要な事項につい

て、行政報告の発言の申し出がありました。その資

料として、行政報告（平成２１年１２月定例町議

会）と、平成２１年度建設工事発注状況をお配りい

たしましたので、参考としていただきますようお願

い申し上げます。

町の一般行政について、村上和子議員外６名の議

員から、一般質問の通告がありました。その要旨

は、本日、お手元にお配りしたとおりであり、あら

かじめ執行機関に質問内容を通告いたしておりま

す。

また、質問の順序は、通告を受理した順となって

おりますので、御了承賜りたいと存じます。

今期定例会までに受理いたしました陳情・要望の

件数は２件であり、その内容は、さきにお配りした

とおりであります。

今期定例会までの議会の主要な行事は、別紙配付

のとおりであります。

今期定例会の議案説明のため、町長以下関係者の

出席を求め、別紙配付のとおり出席いたしておりま

す。

以上であります。

以上をもって、議会運営等○議長（西村昭教君）

諸般の報告を終わります。

──────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件

日程第１ 会議録署名議員○議長（西村昭教君）

の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、

９番 中 村 有 秀 君

１０番 和 田 昭 彦 君

を指名いたします。

──────────────────

◎日程第２ 会期決定の件

日程第２ 会期決定の件を○議長（西村昭教君）

議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、本日から１２月１６日までの

２日間といたしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、会期は、本日から１２月１６日までの２

日間と決しました。

──────────────────

◎日程第３ 行政報告

日程第３ 行政報告を行い○議長（西村昭教君）

ます。

今期定例会までの主な行政執行経過について、町

長から報告の申し出がありましたので、発言を許し

ます。

町長向山富夫君。

おはようございます。○町長（向山富夫君）

議員各位におかれましては、公私ともに何かと御

多用のところ、第４回定例町議会に御出席をいただ

き、まことにありがとうございます。

この機会に、去る９月定例町議会以降における町
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政執行の概要について御報告させていただきます。

初めに、平成２１年度の町表彰式についてであり

ますが、菅野學名誉町民を初め多くの皆様の御列席

をいただき、１１月３日に挙行いたしました。町の

関係では、尾岸孝雄前町長へ自治功労表彰を贈らせ

ていただきましたほか、社会貢献賞２名、善行表彰

２名、勤続表彰１２名、国民健康保険優良家庭３名

の表彰と感謝状を２名、１団体へ贈らせていただき

ました。

教育委員会関係では、文化賞１名、文化奨励賞１

団体、スポーツ功労賞３名、スポーツ奨励賞１２

名、６団体の表彰をさせていただいたところであり

ます。

また、国の栄典関係では、１１月３日発令の危険

業務従事者叙勲において、防衛功労として瑞宝双光

章に菅野誠一氏、黒柳栄二氏、菅原文夫氏、森則男

氏が、瑞宝単光章に金曽敏彰氏、田口千代仕氏、小

川吉明氏、西島豊氏が、それぞれ受章されました。

また、このほかの表彰関係では、人権擁護委員功績

として、佐々木幸子氏が法務大臣表彰を受賞されま

した。

さらに過日、尾岸孝雄氏が自治功労として、北海

道社会貢献賞を受賞されました。

受章されました皆様の御功績に対し、衷心より敬

意を表しますとともに、ますますの御活躍と御健勝

を御祈念申し上げるところであります。

次に、全国町村長大会とふるさと会等についてで

ありますが、１１月１８日に全国町村長大会に出席

してまいりましたほか、上京中に東京ふらの会総会

が開催され、沿線市町村長とともに出席をしてまい

りました。また、ふるさと会関係では、３年に１度

の東京上富良野会総会が１０月３１日に東京で、札

幌上富良野会総会が１０月２３日に札幌でそれぞれ

開催され、多くの当町にゆかりのある方々とお会い

し、有意義な時間を過ごさせていただいたところで

あります。御協力いただきました関係者の皆様に、

改めてお礼を申し上げます。

次に、防災関係でありますが、防災アドバイザー

事業として、去る１１月２７日に防災講演会を、保

健福祉総合センターで開催しました。当日は、講師

に岡田弘北海道大学名誉教授を迎え、「火の山と共

に…映像でみる十勝岳の噴火予知と減災」について

と題し、１９８８年から１９８９年の十勝岳噴火当

時の経験談などを織り交ぜて講演していただきまし

た。町民の方々や駐屯地を初めとします防災関係機

関の関係者等、約１５０人が熱心に受講されたとこ

ろであります。

また、１１月２０日には防災冊子（洪水浸水想定

図）作成に伴います住民会長説明会を開催いたしま

した。これは近年、全国的に集中豪雨災害が多いこ

とから、国において「指定した河川がはんらんした

場合に想定される浸水想定区域を都道府県知事が指

定し、市町村はその区域を住民へ周知する」よう平

成１７年に水防法が改正され、昨年、北海道が指定

した河川の浸水想定区域を地域住民へお知らせする

ために、本年度予算で洪水ハザードマップ作成にあ

わせ、防災情報を盛り込んだ防災冊子の原案がまと

まったことから、その原案を住民会長へ説明し、御

意見をいただいたものであります。いただいた御意

見をもとに来年３月までに作成し、町民の皆様へ配

布する予定であります。

次に、自衛隊関係でありますが、９月２７日に地

元の多田弾薬支処創立５３周年記念式典とともに、

１０月１０日第２後方支援連隊創立２１周年記念行

事、１０月１７日北海道殉職隊員追悼式及び北部方

面音楽まつり、翌１８日には北部方面隊創隊５７周

年記念行事に出席してまいりました。

また、１１月２３日には地元駐屯地の音楽隊創隊

５０周年記念演奏会と記念祝賀会が当町で開催さ

れ、多くの町民の皆様とお祝いしたところでありま

す。

１２月９日には、東千歳駐屯地で実施された日米

共同指揮所演習を視察してまいりました。

要望関係では、１０月１５日に富良野地方自衛隊

協力会構成の各市町村長の役員とともに、上富良野

駐屯地の現状規模堅持及び演習場拡張整備に関する

要望を地元の上富良野駐屯地を初め、第２師団に

行ってまいりました。

１１月１６日には、北部方面総監、北海道防衛局

に対して行い、翌１７日に防衛省内局及び陸上幕僚

監部並びに関係国会議員へ要望してまいりました。

関連して、１１月６日に北海道自衛隊駐屯地等連

絡協議会の役員とともに、北海道の自衛隊体制維持

を求める要望とあわせて、平成２２年度防衛予算要

求に係る要望を防衛省、財務省並びに関係国会議員

に対し行ってまいりました。

また、防衛施設周辺整備事業など、基地関係予算

に係る要望を１１月２６日、北海道基地協議会とし

て構成の各市町村長とともに、防衛省、総務省、財

務省並びに国会議員に対して行ってまいりました。

次に、新型インフルエンザ対策についてでありま

すが、富良野保健所管内においても１０月に入って

から、子供を中心に感染が一気に拡大していました

が、その後、下降線をたどってきております。しか

し、１１月末の定点医療機関報告によると、受診数

が微増になっており、依然、警報は発令されている

ことから、今後も継続して蔓延防止及び適切な受診

療養法等の啓発を進めてまいります。あわせまし
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て、１１月より開始された優先接種対象者への予防

接種が適切に行われるよう、受託医療機関と緊密な

連携を図り、住民周知の徹底を図ってまいります。

次に、自治基本条例の推進についてであります

が、自治基本条例の基本理念であります協働のまち

づくりの実践に向けて、町民・議員・町職員で構成

します「協働のまちづくり推進準備委員会」を６月

２５日に設置し、「協働のまちづくり基本指針（仮

称）」でありますが、素案の作成に向けて、これま

で１１回の会議を重ねたところであります。さらに

は、職員用の行動指針となる「町民参画による協働

のまちづくり行動指針」策定に向けて、町職員によ

る庁内検討委員会を設置し、６月４日からこれまで

１０回の会議を重ねたところであります。

また、自治基本条例の中学生・高校生に対する説

明については、東中中学校において授業教科の一環

として、条例の内容及び協働のまちづくりの必要性

について説明したところであります。今後におきま

しても、上富良野中学校及び上富良野高等学校にも

実施できるよう日程を調整し、幅広い世代への浸透

に努めてまいります。

次に、クリーンセンターのダイオキシン類の測定

結果についてでありますが、クリーンセンター焼却

施設において、年２回実施しておりますダイオキシ

ン類の測定について、１０月に２回目の測定を行っ

た結果、Ａ系が０.０５５ナノグラム、Ｂ系は０.０

００００６８ナノグラムでありましたので、御報告

をいたします。

今回の結果におきましても、Ａ系・Ｂ系ともに町

独自の基準値である５ナノグラムを大きく下回る測

定結果となりました。施設の運営上、問題となる状

況ではありませんが、今後とも管理運営には万全を

期してまいります。

次に、ごみの分別啓蒙事業についてであります

が、６月４日から１０月２日までの約４カ月間にわ

たり、国の緊急雇用創出推進事業を活用いたしまし

て、ごみ分別啓蒙指導員２名を雇用して、町内ごみ

集積場４００カ所の巡回指導及び町民への啓蒙・啓

発活動、不法投棄等の監視業務を実施した結果、約

２割程度のレッドシールの減少が見られるなど、分

別に対する町民の意識向上に、大きな成果を得るこ

とできたところであります。ごみの分別につきまし

ては、引き続き町民の皆様の御協力をいただきなが

ら、環境への意識啓発を進め、ごみの減量化に努め

てまいります。

また、不燃ごみ指定袋の切り替えについてであり

ますが、平成１８年１０月の処理料金改定時から、

これまで料金の差額分をシール貼付していただくよ

うお願いしておりましたが、このたび旧料金の指定

袋の在庫が少なくなったことから、新しい指定袋を

１１月から販売しております。これに伴いまして、

家庭に残っている古い指定袋と、差額シールの買い

取り販売事務を役場においても行えるよう条例改正

して、１１月２日から役場窓口で指定袋と差額シー

ルなどの買い取り販売事務を実施するとともに、町

民の皆様の利便性を図るため、１１月の各日曜日に

臨時販売所を３回開設して、５３名の方々に御利用

をいただきました。今後におきましても、町民の皆

様にお知らせしながら、来年３月まで買い取り販売

窓口を開設する予定であります。

次に、交通安全対策についてでありますが、長年

要望しておりました道道吹上・上富良野線と町道東

２線道路交差点に信号機が新設され、１１月１３日

から稼働いたしました。今後とも適切な交通安全対

策が図られるよう、関係機関等へ働きかけるととも

に、交通安全対策の推進に取り組んでまいります。

次に、農業関係でありますが、報道等で既に御承

知のとおり、本年は夏の天候不順が大きく影響し、

作物の種類を問わず収量減や品質の低下など、大き

な農業被害を招く結果となりました。特に、主要作

物である米や麦類を中心に大きな被害が確認されて

おり、本町の農業に与える影響は、大変深刻である

と認識をしているところであります。

町といたしましては、今回大きな被害を受けられ

た農業者の方々に対しまして、来年以降の農業経営

が安定的に継続できるよう今定例会に補正予算を計

上して、その対応に当たりたいと考えておりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。

次に、観光関係でありますが、富良野・美瑛広域

観光推進協議会で進めております上海・北京招聘事

業の一環として、１１月９日から１１月１３日の５

日間、沿線各自治体代表者、観光協会、さらには観

光事業にかかわる民間事業者の方々とともに、中

国・上海・北京へ赴き、招聘活動を行ってまいりま

した。

今回の活動では、上富良野町観光大使であります

王思椒氏の御尽力により、上海市旅遊局への表敬訪

問、現地エージェントを招いての観光セミナーや商

談会、さらには温泉やスキーを初め、富良野・美瑛

エリアの魅力を紹介する各市町村長のプレゼンテー

ションなど、多様な現地関係者の皆様を対象に、招

聘活動を展開することができました。

また、「中国経済の発展、富裕層への観光ビザ解

禁によって、個人での海外観光がますます増加する

傾向にあり、加えて富良野・美瑛地方がテレビなど

のメディアでも紹介される機会がふえ、それに伴い

北海道人気が高くなってきている」との現地情報も

得まして、今後の広域観光振興に大きな手ごたえを
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感じたところであります。

次に、ラベンダーハイツ関係についてであります

が、特養の１１月末現在の入所状況につきまして

は、５０床満床ではありますが、本年度は入院され

る方が多いことから、実利用率が８カ月間の平均で

９０.８％と、例年になく低下しているところであ

ります。なお、入所申し込みの待機状況につきまし

ては、早期に入所を希望されている町内の方は、１

６名となっている状況であります。

ショートステイについては、特養入所者の入院中

の空床も利用できるよう上川支庁の承認を受け、急

な利用希望にも受け入れができるよう８月１日から

改善を図ったところであります。

デイサービスについては、４月から利用定員を２

０名から２５名にするよう運営規程を改正し、ス

タッフ体制の強化、利用者の送迎方法の見直し等に

より、受け入れ増に取り組んでいるところでありま

す。

次に、町総合文化祭についてでありますが、１０

月３１日から１１月３日までの４日間、社会教育総

合センターと保健福祉総合センターを会場に開催し

ました。今回の文化祭は、町民コンサート、芸能発

表等に３９団体の参加と１,４９１点の展示をいた

だき、期間中約３,１００名の方々に御来場をいた

だき、盛会のうちに終了することができました。今

後も町内の文化愛好者及び団体の自主的な発表の場

として開催してまいりたいと考えております。

次に、吹奏楽部全国大会出場についてであります

が、上富良野中学校の吹奏楽部は、１０月１０日に

札幌市で開催された第９回東日本吹奏楽大会に３年

連続の出場を果たし、金賞を受賞したところであり

ます。この成果については、文化祭における町民コ

ンサートにも参加いただき、多くの町民の皆様の前

で披露され、感動を与えていただいたところであり

ます。

最後に、建設工事の発注状況についてですが、９

月定例議会の報告以降に入札執行した建設工事は、

１２月８日現在で今定例会に上程の１件を含め件数

で１５件、事業費総額で３億１,９６３万５００円

となっております。本年度累計では、５５件、事業

費総額９億２,７９０万６,０００円となっておりま

す。

なお、お手元に「平成２１年度建設工事発注状

況」を配付しておりますので、後ほど御高覧いただ

きたく存じます。

以上、行政報告とさせていただきます。

以上をもって、行政報告を○議長（西村昭教君）

終わります。

──────────────────

◎日程第４ 報告第１号

日程第４ 報告第１号例月○議長（西村昭教君）

現金出納検査結果報告の件について、報告を求めま

す。

代表監査委員高口勤君。

） 御報告申し上げま○代表監査委員（高口勤君

す。

報告第１号例月現金出納検査結果報告の件。

例月現金出納検査結果について御報告いたしま

す。概要のみ申し上げますので、御了承を賜りたい

と思います。

１ページをお開きください。

地方自治法第２３５条の２第１項の規定により執

行いたしましたので、同条第３項の規定により、そ

の結果を報告いたします。

平成２１年度８月分から１０月分について、概要

並びに検査結果を一括して御報告いたします。

例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも各会計の出納の収支状況は、別紙資料に示

すとおりであり、現金は適正に保管されていること

を認めました。

なお、資料につきましては、御高覧いただいたも

のと存じ、説明を省略させていただきます。

また、税の収納状況につきましては、１３ページ

に添付してありますので、参考としていただきたい

と思います。

以上でございます。

ただいまの報告に対し、御○議長（西村昭教君）

質疑があれば賜ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

御質疑がなければ、これを○議長（西村昭教君）

もって例月現金出納検査結果の報告を終わります。

──────────────────

◎日程第５ 報告第２号

日程第５ 報告第２号町内○議長（西村昭教君）

行政調査の報告を行います。

本報告は、各委員会合同の調査でありますので、

事務局長より報告書を朗読させます。

事務局長。

町内行政調査報告の件○事務局長（中田繁利君）

を朗読をもって報告にかえさせていただきます。

平成２１年第３回定例会において議決されました

町内行政調査について、次のとおり実施したので、

その結果を報告いたします。

上富良野町議会議長西村昭教様。総務産建常任委

員長岩田浩志。厚生文教常任委員長谷忠。

記。１、調査の経過。

平成２１年１０月２日、全議員による合同調査項

目である町内行政調査として、町内公共施設等の現
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況を視察し、町理事者及び所管課長等から説明を求

め、調査を行った。

２、調査の結果。

施設等の把握をすることを重点とし、１４カ所の

現地調査を行ったところ、その実態により今後の議

会審議の資とすることとしたため、特に調査の意見

は付さないこととした。

なお、調査した施設等は、次のとおりである。

１、農産物加工実習施設改修事業。２、畜産担い

手育成総合整備事業。３、青シソ蒸留施設。４、東

中中学校教育用コンピュータ整備事業。５、東５線

道路凍雪害防止事業。６、富原運動公園グラウンド

芝生改修事業。７、東町４丁目３番通り改良舗装事

業。８、人道跨線橋改築事業。９、富町団地建設事

業。１０、島津公園整備事業。１１、町道簡易舗

装・水道布設替（４カ所）

以上で報告とさせていただきます。

ただいまの報告に対し、御○議長（西村昭教君）

質疑があれば賜ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって町○議長（西村昭教君）

内行政調査の報告を終わります。

───────────────────

◎日程第６ 報告第３号

日程第６ 報告第３号議員○議長（西村昭教君）

派遣結果報告の件について報告を求めます。

議会運営委員長中村有秀君。

議員派遣結果報○議会運営委員長（中村有秀君）

告書について、朗読をもって報告にかえさせていた

だきます。

平成２１年第３回定例町議会において議決された

議員派遣について、次のとおり実施したので、その

結果を報告する。

平成２１年１２月１０日。上富良野町議会議長西

村昭教様。議会運営委員長中村有秀。

記。１、富良野沿線市町村議会議員研修会。

(1)研修の経過。

本町議会は、平成２１年１０月６日に、南富良野

町で開催された富良野沿線市町村議会議長会主催の

議員研修会に１３名が参加した。

(2)研修の結果。

「富良野広域連合の串内牧場」と「ふらの農業協

同組合の馬鈴薯加工施設」を視察した。

２、上川支庁管内町村議会議員研修会。

(1)研修の経過。

本町議会は、平成２１年１０月２６日に旭川市で

開催された上川町村議会議長会主催の議員研修会に

１１名が参加した。

(2)研修の結果。

法政大学法学部教授廣瀬克哉氏より、「議員力検

定について」の講演と、公認会計士川口明浩氏よ

り、「公会計制度と財務書類等の公表について」の

講演を聴講した。

以上でございます。

ただいまの報告に対し、御○議長（西村昭教君）

質疑があれば賜ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

御質疑がなければ、これを○議長（西村昭教君）

もって議員派遣結果の報告を終わります。

───────────────────

◎日程第７ 町の一般行政について質問

日程第７ 町の一般行政に○議長（西村昭教君）

ついての質問を行います。

質問の通告がありますので、順次、発言を許しま

す。

初めに、２番村上和子君。

私は、さきに通告してあり○２番（村上和子君）

ます３項目、４点について質問いたします。

まず１項目めは、新年度予算編成の過程に、町民

参画での事業仕分けをしてはどうか、町長にお伺い

いたします。

１点目、国の行政刷新会議（事業仕分け）がなさ

れたが、上富良野町としても新年度予算について編

成過程の中に、町民公募、参加して事業仕分け作業

をしてはどうか。自治基本条例が策定され、協働の

まちづくりを推進していく上においても透明性が図

られ、協働の意欲がわいてくるものと考えるがいか

がでございますか。

２点目、国の事業仕分けによって、廃止・削減・

見直し等仕分けられた項目が数多くあり、これらの

中に町で実施している介護予防事業、下水道事業、

放課後子どもプラン、基地周辺対策交付金等も入っ

ているが、これらによって町として今後の事業展開

の見直しと、予算編成の手法を考える必要があるの

ではないか、お伺いいたします。

２項目めは、通学区域を撤廃し、保護者の希望に

より学校を選択できないか、教育長にお伺いいたし

ます。

過日、東中中学校開校６０周年記念式典が開か

れ、全校生徒が取り組む伝統芸能、清流獅子舞が披

露された。この東中中学校は、在校生が１５名であ

るが、他の小学校・中学校の生徒数は何名になって

いるのか。江幌小学校は特認校となっており、通学

区域は広域になっている。通学区域制度は長年改正

されていないが、生徒数も減少してきている中に

あって、通学区域を保護者の希望により、学校を選

択できるようにしてはどうか。

３項目めは、来春、上富良野高校卒業予定者の就
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職内定の状況はいかがでございますか。

不況のあおりを受け、来春、高校卒業予定者の就

職内定率が全国では３７％、過去最低という報道が

ありました。上富良野高校は、本年度、「就職指導

の改善に関する研究指定校」に選ばれたが、富良

野・美瑛地方の５高校と、どのような就職対策が話

し合われたのか。地元及び他町村からの求人と就職

内定状況はどのようになっているのか、教育長にお

伺いいたします。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

２番村上議員の１項目めの○町長（向山富夫君）

事業仕分けに関する２点の御質問にお答えさせてい

ただきます。

まず１点目の町における事業仕分けの導入に関す

る御質問についてでありますが、事業仕分けは２０

０２年から非営利のシンクタンク「構想日本」が

行っているもので、現時点では４４の自治体で実施

されたと聞いております。

これは、自治体の行政サービスにおける予算事業

の一つ一つについて、その事業の必要性や実施主体

のあり方、予算措置額の妥当性などについて、他の

自治体職員や民間人、地方議員などで構成する仕分

けチームと、自治体職員が公開の場で議論し、最終

的に多数決でそれぞれの事業を仕分けしていくもの

であり、各事業をより客観的な視点で判断していく

仕組みとして、また、オープンな場において議論す

ることで、サービスの受け手となる住民がそれぞれ

の事業を、より具体的に知ることができる仕組みと

して、高い効果があるものと考えております。

議員の御提案では、町独自の取り組みとして、こ

の事業仕分けの作業を町民参画で行ってはどうかと

のことでありますが、行政サービスの直接の受け手

となります町民の方々による予算事業の仕分け作業

となると、判断・評価の客観性をいかに確保してい

くかといった大きな課題があり、当町の規模の町に

は、なじまないものと考えております。

予算決定の過程においては、議会議員各位と議論

を重ねる中で、町民の方々の声を十分に反映させ、

生活実態を把握した中で、必要な事業を予算化し、

御提案させていただくものと、強く受けとめている

ところであります。そういった意味からも、現在、

政策調整会議が試行的に行っております事務事業評

価について、その精度を高めるとともに、予算へ反

映させていくよう検討を進めているところでありま

すので、御理解を賜りたいと存じます。

次に、２点目の今回、国が行った事業仕分けの結

果に関する御質問についてでありますが、国の事業

における仕分け作業とはいえ、地方に及ぼす影響も

少なくないものと受けとめており、今後、これらの

評価結果を踏まえた中で政治判断がなされ、予算案

がまとめられていくものと思いますが、その結果に

よっては、本町にとりましても一部軌道修正が必要

な場面も生ずる可能性があります。

議員御指摘にある介護予防事業、下水道事業、放

課後子どもプラン、基地周辺整備調整交付金など

は、基本的には地方の自主的な判断にゆだねるべき

との方向で議論が進められ、そのような評価結果と

なった事業と受けとめております。

私といたしましては、地方分権が進む中で、これ

らの事業を含めて、みずからの判断と責任のもとに

事業の予算化を進めていくことになると考えており

ますので、御理解を賜りたいと存じます。

次に、教育長、答弁。○議長（西村昭教君）

２番村上議員の２項目め○教育長（北川雅一君）

の通学区域を撤廃し、保護者の希望により学校を選

択できないかとの御質問にお答え申し上げます。

最初に、上富良野町立小中学校の児童・生徒数に

ついてお答えいたします。

平成２１年１０月１日現在の各小中学校の児童・

生徒数は、上富良野小学校４６３名、上富良野西小

学校１５６名、東中小学校１７名、江幌小学校１５

名、上富良野中学校３３２名、東中中学校１５名、

合計９９８名となっております。

次に、通学区域を保護者の希望により、学校を選

択できるようにしてはとの御質問にお答え申し上げ

ます。

本町の通学区域は、学校教育法施行令第５条第２

項により、「市町村が設置する小学校又は中学校が

２校以上ある場合においては、就学予定者の就学す

べき小学校又は中学校を指定しなければならない」

と規定されております。これに基づいて、上富良野

町立小中学校通学区域規則の中で、就学する小中学

校生は、住んでいる地域により、それぞれ就学校と

して指定しているところであります。このことか

ら、学校を選択することはできないことをまず御理

解を賜りたいと存じます。

しかしながら、区域外の就学については、学校教

育法施行令第９条で市町村教育委員会へ届け出て承

諾を得るという例外規定があり、国において、その

基準が示されております。この基準に沿って、町内

における「通学区域外通学変更申請の審査基準」を

設けて、区域外の就学について対応している状況で

ございます。なお、近年、その基準ができる限り児

童・生徒や保護者の意に沿った通学区域外通学がで

きるよう、基準が緩和されてきている状況にありま

すので、このことを申し上げ、答弁といたします。

次に、３項目めの来春、上富良野高等学校卒業予
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定者の就職内定の状況についての御質問にお答えい

たします。

今年度、上富良野高校においては、就職指導の改

善・充実を図るため、効果的な求人開拓のあり方等

について実践的な調査・研究を行うため、議員発言

のように、「就職指導の改善に関する研究指定校」

の指定を受け、生徒の就職希望の把握とそれを踏ま

えた求人の開拓のほか、ハローワークと連携した求

人情報の収集、また進路だよりの発行や講演会等の

開催などを通じ、生徒へ就職情報を提供してきたよ

うであります。

また、富良野・美瑛地方の５校で構成する富良野

地区進路指導担当者連絡協議会で、これまで２回、

各校で進路指導の状況と課題などが話し合われてお

ります。今後の対応策については、上川教育局の進

路相談員と連携するとともに、各校が情報交換を行

い、互いに知恵を出し合い、就職指導の改善を図

り、生徒の進路実現に向けて、少しでもよい結果を

生むようにと確認がされたようで、今後、２回ほど

会議が開催される予定だと伺っております。

こうした中、上富良野高校においては、現在、２

２名の卒業予定者のうち１５名が就職希望者で、う

ち３名が内定、残り１２名が、いまだ内定が得られ

ていない状況にあります。複数の企業を受験してい

る生徒もおられると、お話をお伺いしております。

また、地元の求人率でありますが、人数でお答え

させていただきます。１２月１日現在、上富良野高

校への求人件数は、町内企業から、１件のみという

大変厳しい状況にあります。近隣市町における求人

状況についても、富良野市１８件、中富良野町２

件、旭川市８２件、美瑛町３件となっており、管内

的にも極めて厳しい求人状況になっております。

以上でございます。

再質問ございますか。○議長（西村昭教君）

２番村上和子君。

１項目めの町民参画での事○２番（村上和子君）

業仕分けの件のところでございますけれども、第５

次総合計画実施計画の中で、平成２３年度までの事

業計画が一応できていまして、私もいただいて持っ

ておりますけれども、そういったことでなじまない

と言われているところかと思いますけれども、町村

の規模に関係なく、やる気があれば、私はできるこ

とだと考えております。

それで何といいましても、ことしは自治基本条例

が制定されましたので、この中に第３章町民の権利

責務とありまして、町民はまちづくりの主体として

町の仕事にかかわる意志の決定、実施及び評価に参

画するとともに、まちづくりに等しく参画する権利

を有しと書かれております。何か町としては町民の

判断とか、評価の客観性を心配されていらっしゃる

ようですけれども、もっと住民を信頼すべきだと思

いますよ。やっぱり意見をお寄せくださいとかとい

うことも結構ありましたり、予算決定後、いろいろ

広報等を通じて開示をしておりますけれども、こう

いう状態であればあるほど住民参画をしてもらっ

て、住民の意見を全部すべて取り上げることはでき

ないかもしれませんけれども、住民が参画して議論

しあって決めることであれば、予算に反映ができな

かったとしても住民が納得できるものと考えます

し、全事業でなくて何項目か町民にかかわりのある

項目を決めて、これから町民主体のまちづくりをし

ていくと。こういうことであれば、やっぱり町とし

ては、この項目についてはどうかというようなとこ

ろだけでも、住民参画できるのではないかと思いま

す。

それと、また町長は、議員と議論を重ねる中で住

民の声を反映させ、予算を提案するということであ

りますけれども、私ども議会としましても昨年１１

月５日から、２５住民会を対象としまして６日間、

自治基本条例の町民の役割・議会の役割・町の役割

とあるわけですけれども、議会の役割ということで

説明をしながら、歩かせていただきました。

その中で多く出た住民の意見というのが、第３章

にある町民の権利と責務というところは書いてある

のだけれども、予算編成の段階から、住民の立場と

してかかわっていけるのかどうか。そんなことにな

らないというのであれば、住民もかかわっていくこ

とができるようにしてほしいと、こういうものであ

りました。

ですから、まさに今、国のほうで公開事業という

ことで事業仕分けをやっているわけですけれども、

町としても今までも庁舎内で、いろいろ事業仕分け

をやっておられて、政策調整会議もやっておられる

ことは承知しておりますけれども、やっぱりここで

協働のまちづくりを進めていく上においても町民参

画をと思いますけれども、その点いかがでございま

しょうか。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

２番村上議員の事業仕分け○町長（向山富夫君）

等に関します御質問にお答えさせていただきます。

まず、私といたしましては、国が今回行っており

ます事業仕分けということに対しまして、その予算

が決まっていくプロセスを広く国民の方々に見てい

ただくということで、大いに評価をいただいたとい

うふうに理解しておりまして、その中身を評価した

と、中身が全面的に評価されているということの意

味合いとは若干違うような印象を持っておりまし

て、町の予算におきましてもサービス提供を受ける
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町民の方と、予算を組み立てる行政との距離感が余

りにも近いがために、非常に公平性を保つというこ

とは、実際上、私はかなりハードルが高いものだ

と、むしろさまざまな機会を通じて、予算の決定過

程をオープンにしていくと。

要するに、どういうような過程を通じて、予算が

提案されていくのかということを議会の皆さん方

も、その中に当然参加していただいているわけです

から、そういう過程を通じて、広く町民の皆さん方

に関心を持っていただいて、過程をはっきり見てい

ただくということが、町民の皆さん方に参加意識を

高めていただくまず基本になっていると。それを今

回の自治基本条例の制定に合わせて、さらに推進を

していきたいというふうに考えているところでござ

います。

また、加えてさまざまな大きなプロジェクトを計

画する過程では、委員会・審議会等も都度開かせて

いただいている経過にございます。あるいは住民会

長さんを通じて、それぞれ住民の皆さん方の希望も

集約したりと、常に私といたしましては、住民の皆

さんと行政との距離感を縮めることに腐心しており

ますので、事業仕分けというああいう手法が当町に

おいては、まだハードルの高い課題だというふうに

認識しておりますので、御理解賜りたいと思いま

す。

２番村上和子君。○議長（西村昭教君）

事業仕分けという言葉があ○２番（村上和子君）

れかもしれませんけれども、国のほうも政権が交代

しましたし、国の予算の仕分けによって、やっぱり

廃止・削減、私、きょう新聞全部持ってきましたけ

れども、こんなに削減・廃止・見送り・地方に移管

ということで多くの項目が出ていまして、やっぱり

これによっては道のほうでは１６事業、影響がある

のだと。上富良野町も向こう３年、５年の計画を立

てているのもありますし、多少やっぱり影響という

のは出てくるのではないかと。こういうことであり

ますので、事業仕分けという言葉がちょっとあれか

もしれませんけれども、今、公開をしていくのだ

と、町長のお話です。

それで、今回は町民が参画というのはちょっと

ハードルが高いとおっしゃるのであれば、公開す

る。それぞれ予算についての議論を交わしていると

ころを、約束をしていただけるのでしょうか、

ちょっとお尋ねしたいと思います。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

２番村上議員の御質問にお○町長（向山富夫君）

答えさせていただきます。

申し上げましたように、予算の事業が計画される

段階から、町民の皆さん方に広くお知らせする手

段、今後、町のインターネットのホームページ等も

充実していく計画も持っておりまして、さまざまな

場面で住民の皆さん方、町民の皆さん方、目に触れ

るそういう機会は提供してまいりたいと考えており

ます。

また、冒頭お尋ねのありました事業仕分け等につ

きましても、今回、影響があるのかなという心配も

一部の部分ではございますが、それらにつきまして

は、果たして国もまだ方向性を定めておりません

が、財源がそれに伴って移行されるのかどうかとい

うことも非常に現在まだ不透明でございまして、も

し財源も伴って移行されるということであれば、先

ほど冒頭で御質問ありました事項等についても、そ

れはその都度協議してまいりますが、今のところま

だ明確な方向性がわからないという状況でございま

すので、前段の町の予算の策定、編成過程におけま

す情報公開には、極力努めてまいることといたした

いと思います。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（西村昭教君）

２番村上和子君。

公開をしていくということ○２番（村上和子君）

でございますけれども、今までの予算編成ですと、

予算枠配分方式で削減目標を決めまして、それで調

整会議なんかをされて優先順位とか、この仕事はど

うだ、役割終わったとかとやっていらしたと思うの

ですけれども、今回、国の事業仕分けが直接まだ

はっきり方向がということで、必ずしもこのまま決

まるとは私も思っておりませんけれども、具体的に

出ているところでは、やっぱり放課後プラン事業な

んかは、児童クラブと類似しているのでということ

を指摘されておりまして、地方移管ということにな

れば幾らか親御さんの負担も、負担増とか見直しを

しなければいけないようになるのではないかとかと

いうことで、こういったところは私は近々影響が出

てくるのではないかと考えておりますので、そうし

て住民参画をしていただいておきますと、こういう

仕組みなのだとよくわかっていただけますし、全部

の事業とは言っておりませんので、項目を決めて、

かかわりのある項目だけでも結構だと思いますけれ

ども、入れておきますと予算に反映されなくても、

いろいろ住民の意見が通らなくても参画した上にお

いて、理解をしてもらえると思うのですよ。

だから、そういうことで項目、町長も新しくかわ

られましたし、実施計画が平成２３年度、５５億

５,２１０万円ということになっておりますけれど

も、この実施計画は計画としまして、新しい事業を

しなければいけないとか、それもぜひ住民の目線を

入れていただきたいと、このように考えます。
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町長、答弁。○議長（西村昭教君）

村上議員の御質問にお答え○町長（向山富夫君）

させていただきますが、例えば個々の事業について

住民の御意見をいただくというような、そういう考

えは当然正しいと思います。

ただ、私、懸念いたしますのは、そういうことの

中で、町民の皆さん方の広く御意見をいただくと仮

定した中で、１万２,０００人の町でございますの

で、その中で利害関係が余りにも近い関係にありま

すので、町民の中でも。そういうことで、例えば一

方では要望になってしまったり、一方ではそれを否

定するようなことに、町内の中でですね。そういう

ことが起きては、大変これは不幸なことになります

ので、そういうことにならない町の大きな将来の計

画だとか、そういうことには広く町民も参加してい

ただいておりますので、むしろ議会の議員の皆さん

方がそれぞれ、ふだん町民の皆さん方と一番身近な

ところにおって意見交換をされているわけですか

ら、皆さん方とのこれからの意見交換にはさらに、

先ほど申し上げました情報公開は、これは大前提で

すから、それはきちっと踏襲してまいりますが、さ

まざまな御意見をいただく過程の中では、やはり議

会の皆さん方との考え方を共有するということまず

前提であろうかというふうに考えておりますので、

御理解賜りたいと思います。

２番村上和子君。○議長（西村昭教君）

そういうことですと、今ま○２番（村上和子君）

でと何ら変わりございません。自治基本条例ができ

ましたことで、ここに町民の権利と責務というのが

うたわれておりまして、参画するということが権利

としてあると、こういうふうにうたっておりますの

で、町長も変わられましたので、発想を変えていた

だきまして、議会で我々が町民に向かって自治基本

条例を、議会のところを説明に行きましたときに、

町民から参画をさせてほしいと、こういうふうな意

見も出ておりますので、それで申し上げているわけ

でございます。だから、そういったことでよろしく

お願いしたいと思います。

では、次、２項目めに移らせていただきます。

保護者の希望で学校を選択できないかという項目

でございますが、教育長にお尋ねしたいと思いま

す。

小学校４校、中学校２校で現在９９８名と、１０

年前は１,２００名ぐらいでしたから、全体的に見

れば１７％ぐらいの減ですけれども、特に東中小中

学校の生徒数が他の学校と比べまして、小学校で３

４.６％、中学校で４０％ということで減少になっ

ております。これは６０年ぶりに教育基本法が改正

されまして、その中に指示もありまして、今回、教

育委員会によります点検の評価、結果報告書もいた

だいております。それらの改正によっていただいた

ものと考えておりますけれども、その中でもへき地

複式教育については、やっぱり人数がかなり減って

きている傾向にあると。

改善項目のところは、体験学習とかその地域の特

色を生かしてやっていくというだけのことでして、

もう少し、これは保護者の皆様へということで、通

学区域外の学校への通学についてという、こういう

チラシがございますけれども、これは保護者の皆さ

んに配っておられて、各学校で父兄の方からアン

ケートもとられていることだと思うのですけれど

も、こういったチラシ等も全町的に大いにＰＲ、活

用をしていただきまして、もうちょっとＰＲをする

べきでないかと思うのですけれども、その点いかが

でしょうか。

教育長、答弁。○議長（西村昭教君）

２番村上議員の質問にお○教育長（北川雅一君）

答えをさせていただきます。

先ほど申し上げましたように、学校区域はいろい

ろ地理的条件ですとか、それから地域的に社会から

つくられました歴史的な長い、いろいろなもろもろ

があるかというふうに思います。そういう中から、

地域的に学校区域を区分けしているというのは、や

はり２校以上ある部分については、ちゃんとしなさ

いよということになってございますので、今、申し

上げられましたそのことに基づいて対応してござい

ますけれども、今、ＰＲ等のお話をされましたの

で、入学、それから中学校に変わる場合の関係につ

きましては、当然ながらしていかなければならない

なというふうに思っているところでございます。な

かなかそういう部分で保護者の方から、例えば江幌

ですとかそういう部分については、若干まだ声が、

江幌については我々もＰＲしてございますけれど

も、東中においては先ほど言いましたように学校区

は決められているということで、特別な理由がない

限り、その地域の方々で学校を支えてもらうという

ことの動きになってございますので、今後につきま

しては、その分十分に協議しながら対応していきた

いと、このように思います。

以上でございます。

２番村上和子君。○議長（西村昭教君）

地域に向けても、これから○２番（村上和子君）

対応されるということですけれども、極力地域の人

との懇談会ですとか、一番問題は部活とかがなかな

か選択ができないということであろうかと思います

けれども、やっぱり小規模校は小規模校のメリッ

ト・デメリット両方あるわけでしょうけれども、マ

ン・ツー・マンに近いような教育というのでしょう
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か、その子の学力に応じた教育がなされていると

か、やっぱり行事等も多いということで、地域との

かかわりとかそういったことで、やっぱり人格形成

の中で非常に大きな要素を持っていると思うので

す。

ほかの上中さんとかの部活ですと、上中ですと美

術なんかも部活ありますし、８項目ぐらいの部活に

分かれて、生徒さんがどこかに入るということに

なっているのですけれども、こういった部活なんか

も中学校同士の交流会、小学校の交流会とか、他校

との交流学習において、上中ですと陸上が非常にす

ぐれていらっしゃるとか、東中中学校におかれまし

てもテニスが上川管内で優勝されたとか、非常に頑

張っているという姿が見えるわけです。

今、法令で決まっていて学校を選択することが難

しいのだと、教育長のお話でありますけれども、自

治六法の教育地方行政の中に、教育再生会議の中に

は学校選択、それから英語を必修にするですとか、

道徳を入れるとか、いろいろな項目が入っています

けれども、そういったことで全町的にもう少し、こ

ういう学校はこういうよさがある、こういう学校は

こういう、大規模校は大規模校、小規模校は小規模

校なりのよさがあると考えられますので、そういっ

たことも全町的にＰＲしていただいて、地域として

も何とかなる、何とかなるのではないかという将来

性を見出せれば、農業者ですとか、農業者の若い世

代がＵターンして来るという可能性もできてくるよ

うな気がするのですけれども、もう少し何とか存続

に向けて考えてはと思いますけれども、今後につい

て、もう１度お聞きしたいと思います。

教育長、答弁。○議長（西村昭教君）

２番村上議員の御質問に○教育長（北川雅一君）

お答えをいたします。

一応、基本的に選択制のお話も出されましたけれ

ども、やはり基本的には通学区域が設定をされて、

そのほかに今言われたような特徴ある部分につい

て、選択ということでやっている市町村がございま

す。あくまでも通学区域を基本とするということを

前提においてございますので、そういう状況を踏ま

えていただきたいというふうに思います。

それと、やはり我々も感じてございますけれど

も、子供の数で学校通学区を動かすということは、

なかなか基本的には考えづらい部分もあるのかなと

いうふうに思いますし、今後、その選択といいます

か、東中等に行く場合についてもある程度、保護者

の意に沿った形の中で、弾力的に物事を進めていか

なければならない部分も、我々としても感じており

ますので、その条件がかなえればそういう形で、そ

ちらのほうに通学するということも可能でございま

すので、そういう状況はあるということで、今後も

対応していきたいというふうに思います。

以上でございます。

２番村上和子君。○議長（西村昭教君）

ぜひよろしくお願いしたい○２番（村上和子君）

と思います。

では、次の３項目めの卒業予定者の就職の件でご

ざいますが、来年、卒業予定者１５名が就職を希望

しておられるというところですが、まだ１２名の方

が決まっていないという状況で、地元の企業からは

求人の件数が１件ということで大変びっくりしまし

て、大変厳しい状況だということがわかったわけで

すけれども、「就職指導の改善に関する研究指定

校」にも選ばれたということは、すばらしいことだ

と思うのですけれども、それについてはやっぱり結

果を出さなければならないと考えるわけですが、求

人の開拓とハローワークと連携の情報収集をしてい

るということですけれども、求人開拓については今

までと違うような方法をとられているのかどうか、

ちょっとお伺いしたいと思います。

教育長、答弁。○議長（西村昭教君）

求人開拓についてのお○教育長（北川雅一君）

話、実は高校との話の中では、我々も承知している

状況ではないので、今、村上議員の御質問の中でど

ういう状況になっているかということで、実は高校

に話を聞いたところのお話をさせていただきまし

た。研究指定校になって、専門的な先生がついて、

いろいろな部分で子供たちに就職の情報を提供して

いるという形が、一つの基本的な部分でございます

し、また、この事業の中ではインターシップ制度も

とっていろいろ職業体験も含めながら、その職に対

してのかかわり方というものを生徒たちに見させて

いくということが、一つの形で、高校の部分の研究

指定校という形になってございます。

以上、その部分しか情報としては受けてございま

せんので、よろしくお願いしたいと思います。

以上でございます。

２番村上和子君。○議長（西村昭教君）

余りノウハウを持ってい○２番（村上和子君）

らっしゃらないということでしたけれども、求人開

拓は高校の進路指導の担当者の方が行われているか

と思いますけれども、もう少し教育委員会を通じ

て、高校のサポータークラブというのがございま

す。そういう人たちへの働きかけですとか、企業へ

の働きかけというのをもうちょっと力を入れるべき

ではないでしょうか。

何年か前には、自衛隊のＯＢの方を雇用して就職

への企業訪問等、専門的にやっていたことがあるの

ですけれども、その時と比べて町としても財政的な
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こともありますでしょうし、なかなかこうなると、

教育長、行政のほうのあれになるかもしれませんけ

れども、緊急雇用対策の中に新卒の雇用等も含め

て、一時的でも就職の支援が開始できないのかどう

か。こうなると、教育長のそういったことについて

はあれかもしれませんけれども、何か新卒を採用し

てくれる企業についての何らかの支援ができないか

どうかと思うのですけれども、その点いかがでしょ

うか。

教育長、答弁。○議長（西村昭教君）

２番村上議員の御質問に○教育長（北川雅一君）

お答えをしたいと思います。

教育的な部分で、企業に入っていくという事態

は、ちょっと難しいかなというふうに思います。

今、その中で高校が指定校を受けまして、いろいろ

活動されているようでございますけれども、町の姿

勢としても、高校からそういう情報ですとかいろい

ろなものが来れば、要求があれば、我々も情報とし

てたくさん出していけるということは、これからも

できるかなというふうに思うところでございます。

上富良野高校教育振興会の中でも、就職に対応で

きるような資格制度といいますか、資格取得の関係

ですとか、今、サポータークラブのお話も出ていま

したけれども、クラブもやはり面接指導ですとかい

ろいろな部分で、活躍をしていただいている状況に

ございます。そういう状況の中で、経済的に厳しい

状況の中で就職者が減になっているということ、高

校生自体は、就職１５名希望していますけれども、

受け入れ先がないという話、社会情勢でございます

ので、そんな中で何とか我々も、できる限りの部分

はしていきたいというふうに思っているところでご

ざいます。

以上でございます。

２番村上和子君。○議長（西村昭教君）

サポータークラブの中に、○２番（村上和子君）

職員の方も何名か入っておられると思いますし、そ

ういった方が窓口になって力もかしてあげてほしい

と思うのですけれども、富良野から１８名、求人の

案件が来ているということですけれども、富良野市

では、富良野で採用してもらうときは富良野に住み

なさいと。それで富良野に居住してもらわなかった

ら、上富から通勤はだめだと、こういう案件になっ

ている、こういう条件になっているようでございま

して、やっぱりアパートを借りたり、それから生活

の道具を一式そろえたりとか、そういったことでま

ず富良野市民にならなければだめだというような、

そういうようなものもちょっと入っていて、何か就

職を希望していらっしゃる、求めているものと、地

元の親御さんもできたら地元でということが多少ミ

スマッチも起きて、富良野市の雇用の条件もそうい

うことが入っていて、親御さんとしては地元でとい

うことでしょうけれども、こうなればこんなに厳し

い状況ですので、まず高校とのパイプ役に情報を、

何とかいろいろな企業の求人の情報を収集して、就

職希望されている人にできるようにと思うのですけ

れども、もう一度、教育長、何とか教育委員会とし

てもよろしくお願いしたいと思うのです。

教育長、答弁。○議長（西村昭教君）

２番村上議員の御質問で○教育長（北川雅一君）

ございます。

本当に我々としても、町内で就職することが一番

いいのかなというふうに思っています。先ほど言い

ましたように、本年度については１件という厳しい

状況であるということも踏まえながら、対応してい

かなければならないというふうに思います。

先ほども言いましたけれども、やはりそういう部

分で協力できる部分については、我々としても精

いっぱい情報を受けながら対応していきたいという

ところが、今の現段階での形でございますので、そ

の点も含めながら、今後もいろいろな面で対応して

いきたいというふうに思います。

よろしくお願いいたします。

よろしいですね。○議長（西村昭教君）

以上をもちまして、２番村上和子君の一般質問を

終了いたします。

それでは、暫時休憩といたします。

──────────────────

午前１０時１３分 休憩

午前１０時３４分 再開

──────────────────

休憩前に引き続き、会議を○議長（西村昭教君）

再開いたします。

次に、佐川典子君の質問を許します。

１２番佐川典子君。

さきに通告のとおり、３○１２番（佐川典子君）

点について質問したいと思います。

まず１項目めですが、情報公開制度に基づくホー

ムページの充実についてです。

「知る権利」は、民主主義政治の理念であり、情

報公開制度は、自治体にも義務づけられています。

情報を共有する権利は、住民と行政の信頼関係に直

結するテーマだと思います。開かれた情報提供と情

報共有は、上富良野町自治基本条例の第２章「まち

づくりの基本原則」の第４条と、第６章「信頼され

る町政の推進」の第２４条から２７条にも定められ

ています。

行政の持つ情報を、町民のニーズに的確にこたえ

るようなスピーディな情報公開が望まれる昨今であ
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り、ホームページの充実について、どのように対処

しているのか、その現況や計画があれば伺いたいと

思います。

また、町民からの意見を聞くという点で、町民モ

ニター制度を取り入れてはと思いますので、町長に

伺いたいと思います。

２項目めは、まちづくりにおけるボランティアの

重要性についてです。

少子高齢化や核家族化、また経済不安や地球温暖

化など、社会情勢は刻々と多様な変化を遂げ、地方

レベルにおいて行政主導のまちづくりから脱却し、

地方分権を軸に、町民みずから考え行動するまちづ

くりに転化していくと思われます。我が町にも自治

基本条例が施行され、今までとは違うまちづくりが

行われようとしています。そのような中、昔ながら

の地域力の低下を下支えするボランティアの存在

は、今後ますます期待され、必要性と重要性を担う

ことになると思います。

そこでさまざまなニーズにこたえるべく、ボラン

ティア人口をふやすための新たな施策や福祉重視に

とどまらないボランティア推進を図るための新しい

体制づくりやバックアップ的な行政のかかわりな

ど、具体的な施策があれば、町長に伺いたいと思い

ます。

３項目めは、わが町の環境教育の現況と実行計画

についてです。

記憶にないほどの気候の変動で、過去において１２

月１９日ごろのスキー場のオープンが、一昨年は１

月上旬、昨年は１月１７日と年々オープンがおくれ

るなど、私たちの日々の暮らしに温暖化の影響が出

てきていることは、だれもが実感しています。地球

規模で起こっている変化と、私たちができ得る省エ

ネ化など、教育の場で正しい知識を学んでいただき

たいと思うのは、大人としての願いであり、みんな

の将来の命にもかかわってくる重要な課題です。

各学校において、それぞれの学習はなされている

と思いますが、上富良野町の教育の現場としての環

境教育に対するスタンスと実行計画について、ま

た、テーマなどがあれば、教育長に伺いたいと思い

ます。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

１２番佐川議員の１項目め○町長（向山富夫君）

の情報公開制度に基づくホームページの充実につき

ましての御質問にお答えをさせていただきます。

初めに、情報公開と情報の共有、提供の考え方に

つきましては、議員の御発言のとおりであると認識

しているところであります。

情報公開条例は平成１３年に制定し、同年１０月

から施行しております。町民が、まちづくりを進め

ていくためには、総合的な情報公開制度を確立する

ことが必要不可欠であり、情報公開制度は、だれも

が知りたい時に自由に情報を知り得ることにより、

より開かれた町政を確立し、町民参加を促進するも

のでなければなりません。このような考えに立っ

て、町政に対する理解と信頼を深め、公正で民主的

な「かみふらのづくり」のために、情報公開条例を

制定したものであります。

また、昨年制定し、ことし４月施行した自治基本

条例につきましても、町民一人一人の個性と人権を

尊重しながら、希望と誇りを持って心も体も健康に

安心して生活できるまち、住んでいてよかった、住

み続けたいと思えるまちを目指し、そのためには町

民一人一人が自治の主体として、その役割を自覚

し、積極的にまちづくりに参画していくことを基礎

として、議会及び町とお互いに力を合わせ、自主

的・自律的にまちづくりを進めていかなければなら

ないとされており、私たちが共有する上富良野町の

最高規範として、この条例を制定したものでありま

す。

このことを踏まえまして、町のホームページのス

ピーディな情報公開と、その充実についての現況と

計画に関する御質問にお答えさせていただきます。

御質問にありますスピーディな情報の公開につき

ましては、議員から御指摘がありますとおり、十分

に果たせていないものがあると認識しておりまし

て、早急に新しい情報提供ができますよう整備を

図ってまいりたいと存じます。

また、ホームページの計画についての御質問であ

りますが、現在、ホームページのトップページを初

め、各種の提供する情報や資料、閲覧者の使い勝手

がよく、利用しやすい情報が提供できるよう、町独

自にリニューアル作業中であります。

リニューアルの内容につきましては、トップペー

ジにおきましては、情報区分をわかりやすく分類

し、検索しやすくなるよう変更する予定であります

し、また、掲載する資料や情報が閲覧者の見やすい

文字に、大きさを自由に変更できるようにすること

や文字が見やすくなるよう、文字の色と背景色にコ

ントラストを用いることなど、その改善を図るべく

作業に着手しているところであります。今年度中

に、リニューアルが済んだページから、随時、更新

していく予定としているところでございます。

また、町民モニター制度に関する御質問につきま

して、ホームページ等に対する御意見がある場合、

メールアドレスへ意見を寄せられる仕組みとしてお

りまして、これまでに町民から寄せられました御意

見の中には、ホームページへの御意見はない状況実

態にありますが、今後、ホームページのリニューア
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ルや改善などに対する御意見があるようであれば、

議員からの御提言もいただきました町民モニター制

度もその一方法として、検討してまいらなければな

らないと考えておりますので、御理解を賜りたいと

存じます。

次に、２項目めのまちづくりにおけるボランティ

アの重要性についての御質問にお答えをさせていた

だきます。

ことし４月施行した自治基本条例には、まちづく

りの基本原則として、「自助、共助、公助」を掲

げ、その家庭がみずからの手で解決できないこと

は、地域やボランティアなどがサポートし、解決し

ていくよう提唱しております。

また、同じく今年度スタートした地域福祉計画に

おいても、「支えあい」「育てあい」「教えあい」

を基本目標として、地域ぐるみで支え合う福祉コ

ミュニティの創造に、地域住民が思いやりの心を

持ってボランティア活動に参加し、展開していくよ

う掲げております。この実現のために、ボランティ

アセンターを核として、「いつでも、どこでも、だ

れでもボランティア活動に参加できる環境の整備」

を図るよう取り組んでおります。

さらに、ボランティア活動参加へのきっかけづく

りとして、社会福祉協議会と連携し、ボランティア

講座や研修会を充実することにより、一人でも多く

の方がボランティアに参加していただくとともに、

地域の実情を的確に把握し、それぞれのニーズにこ

たえていくことが、重要なことと考えているところ

であります。今後においても、一層ボランティア活

動が大きく広がり、上富良野町のまちづくりに貢献

されていくよう努めてまいりますので、御理解を賜

りたいと存じます。

次に、教育長、答弁。○議長（西村昭教君）

１２番佐川議員の３項目○教育長（北川雅一君）

めであります「わが町の環境教育の現況と実行計画

について」の御質問にお答えさせていただきます。

環境教育につきましては、教育基本法の教育の目

的及び理念の中で、「生命を尊び、自然を大切に

し、環境の保全に寄与する態度を養うこと」とさ

れ、学校教育法においても「学校内外における自然

体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並

びに環境の保全に寄与する態度を養うこと」と、環

境教育の推進が示されております。学習指導要領の

改訂が図られるなど、それぞれの学年や教科に合っ

た環境教育を行うことになっております。

北海道教育委員会においても、「環境教育の充

実」のための環境教育指導資料を作成し、環境問題

に取り組むことの重要性を認識しているところであ

ります。

町教育委員会におきましても、具体的な実行計画

やテーマなどは策定しておりませんが、「上富良野

町教育振興基本計画」の教育目標や学校教育推進目

標に、ふるさと教育・環境教育の充実について掲げ

ており、各学校においても取り組みを実施している

ところであります。

御理解を賜りたいと存じます。

再質問ございますか。○議長（西村昭教君）

１２番佐川典子君。

過去の予算特別委員会で○１２番（佐川典子君）

も発言した経緯もありますし、また、ほかの議員か

らも以前、ホームページの充実についてということ

で何点かあったと思います。

１２月１２日から１４日の９時ごろまで、ホーム

ページが見られなくなったということが起きまし

た。「上富良野町行政ホームページ、現在、当サイ

トについてはメンテナンス中のため、公開を停止し

ております。不便をおかけしておりますが、御了承

ください」、このようにホームページに載りまし

た。これについてどういうメンテナンスが行われた

のか、ちょっと伺いたいと思います。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

１２番佐川議員の御質問に○町長（向山富夫君）

お答えいたしますが、リニューアル作業のために一

時ホームページが機能しなかったということは報告

を受けております。具体的にリニューアル作業のた

めというふうに聞いておりますが、具体的にどうい

う作業をしていたかということは承知しておりませ

んので、担当からお答えさせていただきますが、町

民の皆様、あるいはホームページを御利用いただい

ている方々から、どういう御意見が寄せられている

かということにつきましては、現在承知しておりま

せんが、まずその実態につきましては、担当から報

告をさせていただきます。

総務課長、答弁。○議長（西村昭教君）

１２番佐川議員の御質○総務課長（服部久和君）

問にお答えいたします。

まず、今回のメンテナンスの関係で、２点作業を

しております。１点は、今、町長のほうから御説明

を申し上げましたように、リニューアル作業に対す

るチェックをしております。もう１点は、ハードソ

フトに若干故障、調子の悪い部分がありまして、そ

この調整をしていたということであります。

以上であります。

１２番佐川典子君。○議長（西村昭教君）

ホームページが見られな○１２番（佐川典子君）

いということになりますと、町民にその間、いつぐ

らいまで見られないのだとか、いつから見られるの

だという周知をさせるべきではなかったかな。常時
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見られる状態にしておくものが、情報公開制度に書

いてありますので、それはどうなのだということで

す。

それと、サーバーが調子悪いということを伺いま

したけれども、サーバーが調子悪いと、ホームペー

ジを開くことはできないのですよ。それで、その辺

のことを考えていきますと、サーバーがもし悪いの

でしたら、今後の予算特別委員会にも考えていかな

いとならないということが出てきますし、サーバー

といっても結構するものですから、私たちが家で

使っているものと違いまして、行政のホームページ

が載るのに使うようなものですから、多分、高価な

ものになってくるのだと思いますので、その辺の考

え。いつごろ、どういう故障で、何年ぐらいに買っ

たもので、どういう考えでいらっしゃるのかという

ことも伺いたいと思います。

総務課長、答弁。○議長（西村昭教君）

１２番佐川議員の御質○総務課長（服部久和君）

問にお答えします。

まずサーバーの状況ですけれども、更新年度等に

つきましては、今、急な御質問で、残念ながら材料

を持ち合わせておりません。ですが、一時的に若干

の調子が悪かったというもので、そのサーバーを今

すぐ更新しなければならないという状態ではありま

せんので、とりあえず問題のほうを解決していると

いうことを御報告いたします。

以上でございます。

１２番佐川典子君。○議長（西村昭教君）

見られないということに○１２番（佐川典子君）

対しての町民に報告をする、例えば防災無線を利用

するとか、そういう報告はされたのかどうかという

ことも伺いいたします。

総務課長、答弁。○議長（西村昭教君）

１２番佐川議員の御質○総務課長（服部久和君）

問にお答えいたします。

住民に周知という観点につきましては、大変配慮

を欠いていたかなというふうに反省をいたしている

ところであります。しかしながら、機械でございま

すので、急に壊れてそこの部分のメンテナンス作業

が必要になるということも、ひとつ御理解をいただ

きたいと思います。

ただ、今回の場合は、たまたまリニューアルの

チェック作業と機械の調子が悪い、２点が重なった

部分でありまして、今後、定期的に行いますメンテ

ナンスにつきましては、十分そこの部分を配慮いた

しました形で、周知と作業をするような形をとりた

いと思っております。

一方で、広報等とか防災無線における住民周知な

のですけれども、例えば会議を行うとかそういうも

のであれば、事前に周知を図らなければならないの

はもちろんなのですけれども、ホームページの場

合、特定の方がその情報を見に行くという観点から

しますと、そこに行ったときに、いつまでの期間メ

ンテナンスしますと、どういう理由でメンテします

というような情報を与えることによって、利用者の

利便は十分図れるのではと考えておるところでござ

います。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（西村昭教君）

１２番佐川典子君。

また、今後、サーバーの○１２番（佐川典子君）

調子が悪くなるということを考えますと、また見ら

れない状態が来る可能性もあるということですよ

ね。それですと、バックアップ体制というのは、ど

ういうふうに考えているのかというのをお聞きした

いと思います。

総務課長、答弁。○議長（西村昭教君）

１２番佐川議員の御質○総務課長（服部久和君）

問にお答えいたします。

機械的な部分で、非常に私も専門的な知識が十分

でございません。ただ、バックアップ体制というの

も非常に重要なことだと思いますので、今後につい

て、検討はしていかなければならないことだという

ふうに考えております。

以上です。

１２番佐川典子君。○議長（西村昭教君）

先ほども町長からもあり○１２番（佐川典子君）

ましたけれども、観光招聘地である上海の人とか、

各国から上富良野をホームページを通して見ること

ができるというのがホームページですよね、いつな

んときでもという。それを考えますと、１階の資料

閲覧コーナーと比べますと、ホームページの利用者

というのは、はるかに多いというふうに思います。

それの利用で見られないということは、本当は非常

事態だったのではないかなというふうに考えますの

で、これからその辺を充実していただきたいなとい

うふうに思います。

先ほど、お答えの中で、町民からホームページに

ついての意見は寄せられていないと、そういうお答

えでしたけれども、私のところには何人もの人か

ら、ホームページもう少し変えたらいいのではない

かというお声を聞いております。寄せられていま

す。好きこのんで、あそこどうしたらいいかこうし

たらいいかという人は、そんなにいないのだと思う

のですね。やはりこちらからお願いをすることによ

つて、いろいろな意見も聞くことができると思いま

すので、そういった点を加味しながら、モニター制

度というのを利用して、町外から来られている方と
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いうのは特にインターネットを利用されている方が

多いですので、その辺のプロ的な方もたくさんい

らっしゃいますので、そういう人をぜひモニター制

度の委員として、今後、外から見た上富良野という

点においてでも適材だと思いますので、そういうこ

とを考えていってほしいと思いますが、どうでしょ

うか。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

１２番佐川議員のホーム○町長（向山富夫君）

ページに関します御質問にお答えさせていただきま

す。

まず、先ほど課長からお答えさせていただきまし

た。今回、ホームページが一時見られなくなったと

いう事象があったことにつきましては、行き届かな

かった点につきましては、私からもおわびを申し上

げたいと思います。

ただ、言いわけがましいようなことになるかと思

いますが、何しろ機械なものですから、パーフェク

トということは、非常に担保することは場合によっ

てはかなわないと、そういうことも起き得る可能性

もあるということで、その点はちょっと御理解をい

ただきたいなというふうに思っております。

それから、いろいろホームページについての御意

見をいただく手法でございますが、冒頭お答えさせ

ていただきましたように、ホームページ上でメール

によりまして、意見をお寄せいただくような仕組み

になっているというふうに考えております。それで

町内の方のみならず、広くホームページをごらんに

なっていただいている方が、ホームページ等に関す

る御意見をお持ちの方は、メールを通じまして御意

見を述べていただけるような仕組みが現在なされて

おりまして、さらに工夫が必要であるということで

あれば、これはまた検討いたしまして、さらに皆さ

んから御意見をいただけるような仕組みは、改善は

していきたいと思いますが、現在、御意見をいただ

けるような、お受けするような仕組みはされている

ということで、御理解を賜りたいと思います。

以上でございます。

１２番佐川典子君。○議長（西村昭教君）

意見が来ないのではない○１２番（佐川典子君）

というふうに、先ほど私は思うということを言った

のですよね。それでモニター制度という委員をつ

くって、意見を取り入れたらどうでしょうかという

ことを言ったのですけれども、その辺ちょっともう

一度。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

モニター制度という仕組み○町長（向山富夫君）

によって御意見をちょうだいすること、そういう仕

組みが必要かどうかということは、町内の、町外の

方をモニターにしてということになりますと、非常

に仕組みをつくる上で、さまざまな工夫だとかそう

いうことも必要かと思いますが、まず、町外の方に

広くごらんになっていただくというホームページの

性格もございますが、まず、町内の町民の皆さん方

が上富良野の情報を得るための仕組みとして、ホー

ムページを御利用になる中で、いろいろ工夫が必要

だよということのお考えがある方がおられるとした

ら、それはモニター制度という制度として設けなく

ても、さまざまな御意見をいただく機会が町内にご

ざいますので、もし今後、ホームページに限ってモ

ニターを必要だというようなことの機運があれば、

それは検討いたしますけれども、今、リニューアル

に伴いましてモニター制度をスタートさせるという

ような仕組みは現在考えておりませんので、ぜひ

ホームページ上で御意見をいただければというふう

に考えております。

１２番佐川典子君。○議長（西村昭教君）

私は、先ほど町外から来○１２番（佐川典子君）

られて、上富良野に住んでいらっしゃる方を対象に

ということを言いたかったのですけれども、何か勘

違いされた形になりまして、ちょっと意味合いが違

うのだなというふうに今思いました。今後、町に住

んでいらっしゃる方で、町外から来られたという方

がいらっしゃいますので、そういう方をぜひモニ

ターとして参加させていただきたいなというふうに

思います。

次に、２点目のまちづくりにおけるボランティア

の重要性についてというお答えの中から、先ほどの

お答えでは、自治基本条例の原則の「自助、共助、

公助」を掲げというふうにあるのですけれども、こ

れだとか地域福祉計画においても「支えあい」「育

てあい」「教えあい」基本目標としているというふ

うに書いてありますけれども、これは町民がこうい

う言葉を耳にしても、だれが何をするのか具体的に

全然わからない、そういう感じを皆さんが持ってお

ります。

それで、これからは行政とボランティアまたＮＰ

Ｏというのは、すごく重要な役割を持ったパート

ナーという考えを持つべきだというふうに思ってお

りまして、活動の価値や自発性を最大限に尊重しな

がら、連携・協力して行政が支援していくべきでは

ないかなというふうに思っております。

また、幼いころからボランティア活動に参加させ

たり、そういう機会を設けることによって、福祉教

育だとか社会貢献教育なども地域や家庭でも取り組

み進めることも、将来のためにあるべき姿なのでは

ないだろうかなというふうに思っております。行政

の支援がどんな形なのか、先ほども自助、共助とい
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うのもありましたし、何か皆さんにわかりづらい、

そういうことが問われてきているのだと思います。

町の職員の中にも、いろいろなボランティアに参

加されている方々がいらっしゃいます。屋根の雪お

ろしであったり、クリスマスのサンタ役をしてい

らっしゃる方、また、ごみ拾い・草刈り、あとイベ

ントなどの参加、そういう環境教育に対するボラン

ティアももちろんですけれども、また、福祉サービ

スもありますが、そういった人たちを下支えすると

いう行政のあり方についてはどういうふうにお考え

なのか、もう一度お伺いいたしたいと思います。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

１２番佐川議員のボラン○町長（向山富夫君）

ティアに対します御質問にお答えさせていただきま

す。

町といたしましては、まず基本的なことを申し上

げますと、これからのまちづくりの上におきまし

て、ボランティア支え合いのまちづくりということ

は、ますます求められてくるということで、そうい

う精神を反映いたしまして、自治基本条例というも

のを施行させていただいたわけでございます。

そういう中で、さらにお互いに支え合うというこ

とで、ボランティア活動というものは重要な位置

を、地位を占めてくるということは、これは言うま

でもございません。そういう中におきまして、さま

ざまなボランティア活動、あるいはボランティア活

動によって支えてあげれる部分、あるいはボラン

ティア活動に積極的に取り組むような支援体制、こ

れらがうまくかみ合わなければ、ボランティア活動

というのが実りを実を結んでこないと、そういう下

支えをするのがまさしく町も含めまして福祉行政、

あるいは教育行政にかかわるものの使命であるとい

うふうに考えております。

そういう意味におきまして、例えば、どういうボ

ランティア活動が町民の方々にニーズとしてあるの

かということをしっかり、そういうことを踏まえて

うまく提供する側と、それを活用していただく側が

うまくかみ合う、そういう仕組みをまさしく行政が

中心的に果たしていって、ボランティア活動がしっ

かり行われる町としてのサポートをさせていただく

ということを基本に、これからも進めてまいりたい

と考えています。

以上でございます。

１２番佐川典子君。○議長（西村昭教君）

できれば具体案を交え○１２番（佐川典子君）

て、お答えをいただきたかったというふうに思って

おります。勝手にやっているからとか、ボランティ

アだから無償は当たり前なのだと、そういうような

ことではなくて、町や人を支えるために頑張ってい

る人を危険や不意の事故などから補償する、守るた

めに保険加入を無料とするということで、新しい加

入者やボランティア精神に役立てることができると

思いますが、上富良野町はボランティアの気持ちを

支え、応援しますと、そういうバックアップ体制を

打ち出していただきたいなというふうに、私は思っ

ております。ボランティア人口も高齢化が進んでお

りまして、将来に向けての施策が必ず必要になって

くると思います。町がボランティア活動に対し、ボ

ランティア保険に入るということを推奨してはどう

かと思いますが、それについてはどうお考えでしょ

うか。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

１２番佐川議員のボラン○町長（向山富夫君）

ティアについての御質問にお答えさせていただきま

す。

ボランティア活動を支える仕組みとしてどういう

ものが、具体的な事例でお話ししたいという御質問

でございましたけれども、具体的の議論の前にまず

どういう制度、これから議員お説のように、確かに

支え合う中でも、だんだん高齢化も進んでくること

も想定されます。そういう中でボランティア活動と

はいえ、さまざまなあるいは危険が想定されるよう

な、そういうボランティアも中にはあるのだと思い

ます。そういうときに、どういうふうに安心してボ

ランティア活動ができるかということのそういう仕

組みにつきましては、これからそういう課題意識を

持ちまして、町としてどういうことができるのか、

あるいは自助としてどういうことをしていただかな

ければならないのかということも合わせまして、こ

れは将来大いに検討していく課題だと思っておりま

すので、ぜひ安心してボランティアができるような

そういう仕組みづくりも検討させていただきたいと

思います。

１２番佐川典子君。○議長（西村昭教君）

行政でよく言われる少な○１２番（佐川典子君）

い経費で最大の効果という言葉がありますけれど

も、まさにこれはボランティアにふさわしい言葉だ

なというふうに思っております。ボランティアの活

躍は、保険に入りますと何百円で済みますけれど

も、１０倍や２０倍を軽く超すのではないかという

ボランティアの値です。さまざまな住民会や婦人会

のボランティアの方々や個人ボランティアの方々の

敬意を表してほしいと思います。

ボランティア活動や社会貢献を行う人と、自分の

利益追求しか考えない人と同じ扱いをするのは、逆

に公平性に欠けるというふうに思っておりますの

で、ボランティアをする気持ちを持っている人こ

そ、それがある意味において上富良野の財産なのだ
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と、そういう財産を守る意味において、保険に入る

上富良野町は、ボランティアを推進するというふう

な形で考えを深めていっていただきたいと思いま

す。

それで、次の質問第３項目めは、わが町の環境教

育の現況と実行計画についてのお答えをいただきま

したが、私は議員になってから幼稚園だとか学校そ

れらの行事はほとんど、本当にほとんど出席してま

いりました。特に学芸会や学校の授業参観など、本

当に環境に対する地球温暖化のことですけれども、

内容がふえてきているなというふうに見てきており

ました。

国レベルや道の教育委員会におきましても、環境

教育の充実だとか、環境教育の推進が示されていま

すけれども、町としてもぜひ地域に根差した環境教

育を推進してほしいなと、特に上富良野の環境保

全、本当に守っていきたい景色いろいろあります。

それら環境に対する心を育てるというそういうこと

に関しまして、小学校から中学校にかけて一貫性の

とれた授業目標を示していただきたいなというふう

に思っております。教育内容にばらつきが見られる

ことがないように、お願いしたいなというふうに

思っております。

先日、省エネルギービジョンの計画とか傍聴に

行ってまいりましたけれども、そこに出席された方

が言うには、やはり教育が大事なのだと。私たちは

省エネを目指すほかないのだけれども、子供たちに

おいては、ぜひ環境教育を充実するように伝えてほ

しいというふうにも伺ってきましたので、そこら辺

も加味しながらぜひ進めてほしいなと。

あと、地球温暖化対策の実行計画が、今、上富良

野町ではなされておりますが、２３年度の実施に向

けて動いておりますので、ぜひそれに間に合うよう

な形で、教育長さんも上富良野としての地域に配慮

された環境教育をぜひ今後、指導計画を作成される

なりして進めていっていただきたいと思いますが、

どうお考えでしょうか、伺いたいと思います。

教育長、答弁。○議長（西村昭教君）

１２番佐川議員の御質問○教育長（北川雅一君）

にお答えをさせていただきたいと思います。

まず、先ほども申し上げましたように、本町にお

きましても国・道、それからうちの基本方針に基づ

き、学習指導要領に基づきながら、実は各学校の特

徴を生かしながら対応してございます。

先ほど、ばらつきがないようにということでござ

いますけれども、当然のことながら学習指導要領に

基づいて対応しているということを御理解を賜りた

いと思いますし、今、うちのほうでの学校現場にお

いては、地域の歴史や伝統、それから自然環境や産

業に関する学習をやってございます。それと、環境

を大切にしていくのは人間であるということで、心

の教育で、道徳の時間についても、環境保全につい

て対応してございます。

そのほか社会科、理科、家庭科、総合学習におい

ても、環境問題について対応されているという状況

でございます。学年それぞれ、低学年から高学年ご

ざいますので、その学年に応じて対応していきたい

というふうに考えてございます。

なお、一貫性ある環境教育ということでございま

して、今、町のほうでも地球温暖化対策に関するい

ろいろ委員会が設置してございます。その中で町と

してどういう方法を定め、そして教育の現場の中で

どういうぐあいに教えていくべきかということも十

二分に対応しながら、ひとつ学校現場のほうについ

ても進めていきたいというふうに考えておりますの

で、御理解を賜りたいと思います。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（西村昭教君）

以上をもちまして、１２番佐川典子君の一般質問

を終了いたします。

次に、６番今村辰義君の発言を許します。

私は、さきに通告しており○６番（今村辰義君）

ます１項目につきまして質問させていただきます。

定住・移住施策のためにも、税・使用料などの改

善やＰＲをであります。

第５次総合計画によりますと、町の目標人口は、

平成３０年度で１万１,９００人を確保するという

ふうになっております。毎年、４０人の移住・定住

を確保することによって、これが達成できるという

ふうになっております。日々努力されているとは思

いますが、現状はいかがかなというふうに私も思料

しております。

上富良野町には自衛隊があり、独身者が大勢いま

す。もともと町外出身者も多いのですが、今はれっ

きとした上富良野町の町民であり、町内に住み、町

に多くのものが愛着を持って暮らしております。彼

ら、また彼女たちは結婚してこの町に住んでくれれ

ばよいのですが、中には町外に居を構える人もおり

ます。この町で勤務する彼ら彼女たちが、町外から

勤務するということは、定住・移住施策の目的を考

えるまでもなく、非常に町にとって損失であるとい

うふうに考えております。結婚して町内に住んでく

れることによる二重三重の効果も、ふいになってし

まうというふうにも考えております。

その彼ら彼女たちや親たちが、上富良野町に住み

たくない、あるいは住まわせたくないとしている、

考えている理由の一つには、国保税や下水道の使用

料が近隣市町と比べ、高いというふうに考えてい
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るからであります。そこで国保税や下水道使用料

が、近隣市町、村は通勤圏外でありますから、近隣

市町と比べてどうなのか。また、高いのであれば住

むことによる費用対効果などを考慮して、できるだ

け改善すべきであるというふうに考えています。

町外に結婚して住むという彼らの、あるいはその

親たちの認識不足による勘違いといいますか、こう

いったものによるものであれば、その意識の是正の

ＰＲに努める、そういったことが定住・移住施策の

目的を考えましても重要であるというふうに思いま

す。また、もともとここに住んでおられます全町民

のためにもなると思っておりますが、いかがでしょ

うか、町長のお考えをお伺いいたしたいと思いま

す。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

６番今村議員の定住・移住○町長（向山富夫君）

施策のためにも税・使用料の改善やＰＲをとの御質

問にお答えをさせていただきます。

町の人口減少は、議員御指摘のように、今後のま

ちづくりを進めるためには、極めて大きな課題があ

ると、私も考えているところでございます。そのた

め、第５次総合計画におきましても定住・移住対策

は重要施策として位置づけ、さまざまな施策の展開

を図ろうしているところでございます。

さて、議員御質問の国保税及び下水道使用料が高

いことで、定住・移住が進まないのではないかとの

御質問でありますが、まず国保税の賦課水準につい

てお答えさせていただきます。

町の国保税の算定方法につきましては、前年度の

所得に応じて一定率を負担いただく所得割と、１世

帯当たり均等に負担をいただく均等割、被保険者の

人数に応じて負担いただく平等割、それに加えて固

定資産の所有に応じて一定率を負担いただく資産割

のいわゆる４方式賦課の算定基準をもって、被保険

者の皆さんに必要な医療費の一部を御負担いただき

ながら、町の国保会計を運営してまいっておりま

す。

国保税の負担基準等につきましては、各市町村が

条例で定めておりますが、道内町村の約９５％が、

先ほども申し上げました上富良野町で採用しており

ます資産生を加えました４方式の税率で算定してい

る現状にあります。

また、本町では健診及び保健指導体制の強化な

ど、早い段階から健康なまちづくりを進めつつ、積

極的に医療費削減に取り組んでおりますことから、

保険税率の増額改定は、平成１５年度から行わずに

経過してきたところでございます。その結果、全道

１７３国保保険者のうち、平成２０年度の本町国保

税１人当たりの調定額ランキングでは１３４位で、

国保税の負担水準では、全道の下位に位置している

ところでございます。

医療費削減に向けて、引き続き全力を傾注してま

いりますが、少子高齢化の進展とともに、医療費の

増嵩も予想されますことから、今後におきまして

は、国保会計の健全な財政基盤の確立に向け、種々

検討・協議をお願いすることになると思いますが、

御理解を賜りたいと存じます。

次に、下水道使用料につきましては、平成２１年

１月現在の上川支庁管内２４市町村・地区の状況に

ついてお答えいたします。

一般家庭の下水道使用料金は、基本料金と水道使

用量に応じた１立方メートル当たりの超過料金に

よって算定されております。この基本料金と超過料

金の設定は、各市町村ともまちまちでありまして、

一概に順位づけすることは難しい状況にあります。

このようなことから、標準的家庭の使用水量を１０

立方メートルで設定して試算した場合、本町は１,

５４０円になり、上川管内の高い順から５番目にな

りますが、その大半が１,５００円周辺に集中して

いる実態にあるところでございます。

しかし、上川管内においては、水道・下水道料金

を合わせて徴収していること、また、水道・下水道

のどちらか一方の料金体系に加重賦課している実態

もあることから、水道・下水道合算料金で比較した

場合は、本町が１４番目、水道料金だけの場合は１５

番目に位置し、決して高い水準ではないものと考え

ております。

したがいまして、これらの要因が定住・移住促進

を妨げる直接的な原因とはならないものと考えてお

りますが、議員御指摘のように、負担水準の現状等

について、積極的にお知らせをしてまいりたいと考

えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。

再質問ございますか。○議長（西村昭教君）

６番今村辰義君。

町の税や使用料、特に高い○６番（今村辰義君）

と思われている国保税の税率は、平成１５年度から

増額改定はしていない、そして全道の下位に位置し

ていると、あるいは下水道使用料も決して高い水準

にはないということでした。町長の答弁にもござい

ましたが、高くないのであれば、ぜひ町の現状をＰ

Ｒしていただきたいというのが私の思いでありま

す。

結婚により町外に住居を移す、非常に自衛官は独

身者が多いですから、自衛官以外の独身者はもちろ

ん含めているのですが、自衛隊の例で言いますと、

概略の統計であり、またはそれぞれの部隊、小さな

部隊からいろいろ異なることもあるのですが、おお

むね聞きますと、結婚して町内に住む人と町外に住
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む人の割合は、町外に住む人の割合は１０％から４

０％、５０％ぐらいいるという話もちょっと聞いた

のですけれども、平均すれば大体２０％ぐらいにな

るのかなというふうに考えております。

また、町外に住む理由も多種多様であるというふ

うに認識しております。一概に使用料とか、税が高

いからという理由ばかりではないのですが、一般的

に我々はどこに住むかということを考える場合、家

庭の都合とか、あるいは税や使用料などが安いな

ど、地域の特性をいろいろな角度から比較分析して

結論を出すと。車を買うときも、女房もらうときも

同じように考えると思うのですけれども、いろいろ

考えて結論出すというふうに思います。

そこで税や使用料が高いと思っていれば、それだ

けで上富良野町という、どこに住むかという選考基

準から外すという人も出てくると思われるのです

ね。高いと思っている人たちが、実際にはそうでな

いのであれば、先ほども言いましたようにぜひＰＲ

に努め、正しく認識してもらう必要があるだろうと

いうふうに思います。

そこで再質問の一つの答弁をほしいのですが、国

保税の課税方式が４方式であると、近隣の町では３

方式を採用しているところがあります。あるいは

市、もっと大きな大都会の市、通勤圏内にあるとこ

ろですね、３方式と聞いていると。これは所管の課

長から詳しく、懇切に教えていただいたのですけれ

ども、そういった町があります。だから、なおさら

そこと比較をして、通勤圏内ですから、そちらに住

んだほうがいいというふうに思っているわけです

ね。４方式と３方式、特に資産生の話になると思う

のですけれども、その違いの利・不利といいます

か、そこをぜひお伺いしたいというふうに思いま

す。

また、先ほども言いましたように、第５次総合計

画にありますように、平成３０年度で町の目標人口

は１万１,９００人であります。申すまでもありま

せんが、結婚して上富良野町の町に住んでいただけ

れば、奥さんが例えば町外の人であれば、それだけ

でも１名人口がふえるわけですね。若いですから、

お子さんも産まれるでしょうし、さらに人口が増加

していくということになると思います。

また、私も圏外から定住して来られた御家族、定

年になってから来られた家庭、何家庭か知っており

ますが、まさしく若い人たちでありますから、生産

年齢人口ということでありますから、長い目で見た

町の税収面やら、あるいは購買力といいますか、そ

ういったものがあり、まさしく町に貢献することに

なると思うのですね。長い目で見た費用対効果を考

えてもいただきたいなというふうに思います。

また、町外に居を構える人々のすべてとは言いま

せんけれども、いろいろな事情があります。奥さん

の仕事の都合上とか、いろいろな事情で町外に居を

構えなければならないというような事情、私も承知

しておりますが、その中の何割かが考えを直してい

ただいて、上富良野町に住んでいただけるようにな

れば、非常に私もうれしいし、目標人口達成にも寄

与するというふうに思っております。

そこで、先ほど答弁にありました負担水準の現状

等について、積極的にお知らせする考えを持ってお

られるということですが、その考えの具体的な施策

をお聞きしたいというふうに思います。よろしくお

願いします。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

６番今村議員の定住対策、○町長（向山富夫君）

さらには税の特に国保税についての再質問にお答え

をさせていただきますが、まず、第５次総合計画に

も掲げておりますが、移住・定住対策を充実させる

と、そして人口減少を食いとめるということは、全

く私も同感でございまして、それに向けてあらゆる

施策を集中しているというふうに考えておるところ

でございます。

特に、具体的に移住・定住対策につきましては、

１人でも１家族でも上富良野町で住んでいただくこ

とを大前提にいたしておりまして、これには町村間

の綱引きもあることは事実でございます。そういう

中で、いかに上富良野町に魅力を持って住んでいた

だけるかということに対しまして、税・使用料のみ

ならず、さまざまな情報をＰＲしていくと。実態を

お知らせしながら、さらに魅力を持っていただける

ようなそういうＰＲは、積極的に行っていくという

ふうに考えております。

具体的にはさまざまな広報、あるいは先ほど佐川

議員の御質問にもございましたようなホームページ

等を充実させて、広く全国に、例えば第一線をリタ

イヤされたような方々が、のんびりと暮らしたいと

いう暮らしを求めるということが最近ございますの

で、そういう方々にまで視野を広げて、移住・定住

を促すようなそういう積極的なＰＲ活動には、今後

とも意を用いてまいりたいなというふうに考えてお

ります。

一方、国保税の賦課方式につきましてのお尋ねで

ございますが、現在、富良野圏域におきましても３

方式を採用している町村もございます。当町といた

しまして、４方式の賦課をさせていただいておりま

すが、御案内のように、資産生を採用していないと

いう点につきまして、私といたしましては、非常に

保険運営というのは基盤が安定しているということ

が、まず何にも増して求められているというふうに
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考えおります。

そういう意味におきまして、資産というものは前

年の所得によって、あるいは経済状況によって変動

が大きいという要素でございませんので、保険基盤

の安定化を図る上において、資産生というものを取

り入れた方式というのが、保険基盤が安定する、そ

れはひいては町民の、住民の皆さん方の健康を支え

る上において、安心感を持っていただけるというこ

とにつながると思いますので、保険財政基盤が安定

をするという大きな意味合いを持っておりますの

で、資産生を加えた４方式をこれからも、こういう

姿で課税方式を取り進めてまいりたいというふうに

考えておりますので、ぜひ御理解賜りたいと思いま

す。

よろしいですか。○議長（西村昭教君）

６番今村辰義君。

わかりました。○６番（今村辰義君）

特に、国保が平成１５年度から増額をしていない

ということで、町には若干、８,０００万円ほどで

すかね、用意もあるということでありますけれど

も、先ほども町長の答弁にございましたように、こ

れから少子高齢化になっていく、それによって増額

になっていく可能性もありますよね。そういうとき

でも、私が言いたいねらいというか落としどころ

は、近隣の市町と比べて上富は安いと思わせること

が大事であるというふうに思っておるわけです。少

しでも、そうすることによって上富の町に住もうと

いう選択肢の幅が広がっていくだろうというふうに

考えております。

特に、定年になってもなかなか仕事の環境も余り

ないということになりますと、年金、あるいはアル

バイトのそういった所得、所得割は大したことな

い。ただしこういう町ですから、資産を持っている

方がいろいろおられますよね、家とか、資産生が非

常に何といいますか、それを見て高いなというふう

に思うわけです。ましてや隣町には資産生がない。

しかし、財政を確保するためには、器があるとすれ

ば、その器にお金を集めなければならないわけです

ね。４方式でやるか３方式であるかにかかわらず集

めなければならないのですけれども、そこら辺を町

は、こうなのだという説明をされたほうがいいと思

うのですね。それによってしっかり納得していただ

いて、決して近隣市町村と比べても高くないのだ

と。私が、これからの上富良野の第５次総合計画に

基づいて目標人口を達成していくため、定住・移住

政策をやるため、定住・移住とはよそから来る話で

すけれども、実際何割かが結婚して出て行く人をと

めるのも、間違いなく目的には合致していると思う

のですね。

そういったところをしっかり考えられて、第５次

総合計画のとこもぜひ、そういった独身自衛官たち

が結婚して、町外から通勤するということの対策も

改めて考えてほしいと思います。そこの答弁をもう

一度お願いいたしたいと思います。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

６番今村議員の御質問にお○町長（向山富夫君）

答えさせていただきます。

まず、上富良野に住みたいというふうな気持ちを

持っていただけるような、それは町内に現在おられ

る方も含めて、あるいは町外から移住をしていただ

くようなそういうことも含めましてですが、当然、

公共サービスが安く提供されると、あるいは税も使

用料も含めて少ない負担で住むことができるという

ことは、これは大きな町に魅力を持っていただく要

素になりますので、これはあらゆる努力をしなが

ら、また皆さん方にいろいろお知恵もいただきなが

ら、低負担で高サービスを受けれるようなそういう

町をつくるということは、究極の目標でございます

ので、議員御指摘のようなＰＲ活動ですね。それを

広く皆さん方に実態を、例えば税の賦課方式もどう

いうことで、こういう賦課方式を採用させていただ

いているのだということもあらゆる機会を通じて、

お知らせすることは努力をしてまいりたいというふ

うに考えております。

特に、隣町が例の賦課方式が３方式なものですか

ら、私は町の産業構造等を考えますと、非常に事業

所得者も多い関係もありまして、所得割のウエート

を厚くしますと、財政基盤が安定化しないというこ

とを考慮しておりますので、ぜひそういったことを

広く、だからこうなのだということをこれから心し

てお知らせするように努めてまいりたいと思います

ので、御理解賜りたいと思います。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（西村昭教君）

以上をもちまして、６番今村辰義君の一般質問を

終了いたします。

次に、７番一色美秀君の発言を許します。

私は、２項目について質問○７番（一色美秀君）

をさせていただきます。

まず１項目め、障がい者支援事業について。

「障がい者の地域生活と就労を考える親の会」

は、自閉症や体が不自由な町内の小学生から高校生

まで６人の保護者によりまして、ことしの９月に発

足されました。障がい者の就労の場として、町内に

通所事務所の開設を計画しておりますけれども、そ

の対応はいかがなものか、進行状況を伺いたいと思

います。

２点目、空き店舗対策についてであります。
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旧大通り商店街におきまして、空き地・空き店舗

が目立つ状況でございます。個人、または各種団体

が利用を希望した場合、借地料、家賃の一部負担も

含めて、行政としてどの程度のかかわりができるの

か、その見解をお伺いしたい。

この２点について、町長の見解をお願いいたしま

す。以上です。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

７番一色議員の１項目めの○町長（向山富夫君）

障がい者支援事業につきましての御質問にお答えい

たします。

障がいのある方が、地域で安心して暮らせる社会

の実現に向け、自立を支援するために障害者自立支

援法が制定され、本町におきましては、障がいのあ

る方の相談支援などの障がい福祉サービスを提供す

るための体制の確保が計画的に図られますよう、障

がい福祉計画を策定しております。

去る１０月２７日に、「障がい者の地域生活と就

労を考える親の会」の皆さんと「町長と語ろう」を

行ったところでありますが、その皆さんが今抱えて

いる悩み、そして思いや、上富良野町内に障がい者

の通所事業所等を設置しようとする考え方などをお

聞きし、その熱意に感銘を受けたところでありま

す。私といたしましては、その目標とする考えにつ

きまして、実現のためできる限りの支援をしたいと

考えております。

町の支援につきましては、町が保有する建物の貸

し付けについて、要望がありました旧看護婦宿舎を

含めて検討をいたしましたが、旧看護婦宿舎は、現

在、予防接種会場として使用されているため、共有

していくことは不可能な状況にあります。ほかに貸

し付け可能な町有施設がないことから、今後におい

ては、「障がい者の地域生活と就労を考える親の

会」の皆さんの思いを実現するため、関係者を交

え、町としてどういう支援が可能か、その方策を十

分検討してまいりたいと考えておりますので、御理

解を賜りたいと存じます。

次に、２項目めの空き地・空き店舗対策について

の御質問にお答えさせていただきます。

空き地・空き店舗対策に対する私の考え方といた

しましては、行政単独によります直接的な手段を個

別に講ずることは、想定していないところでありま

す。ただ、空き地や空き店舗がふえ続けている今の

状況は、私も深刻に受けとめているところでありま

して、現在、商工会においても特別委員会（まちづ

くり委員会）を設けて、ハード・ソフト両面から、

にぎわいの拠点づくりに向けた継続的な議論をして

いただいておりまして、このことと連携が図られる

ような、例えばＮＰＯ法人等によります公共性・公

益性が認められる活動の場として、店舗等の利活用

についての有意義な御案等がございましたら、私と

しても協調して取り組みを行ってまいる所存であり

ますので、御理解を賜りたいと存じます。

再質問ございますか。○議長（西村昭教君）

７番一色美秀君。

まず１項目めであります○７番（一色美秀君）

が、旧看護婦宿舎は予防接種会場として使用され

て、共有には不可能な状況だというお答えでござい

ますけれども、予防接種会場を別なところに移して

でも借り上げできないであろうか、再度、説明をお

願いいたしたいと思います。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

７番一色議員の旧看護婦宿○町長（向山富夫君）

舎跡の利用につきましての御質問にお答えさせてい

ただきます。

予防接種会場をまずどういうふうに位置づけるか

ということになろうかと思いますが、現場におきま

して予防接種会場が、ほかの福祉施設等と共有する

ことは可能かどうかということも、保健所等を通じ

まして種々検討をしてきた経過にございます。

そういう中で、保健所の指導を仰いでいるわけで

ございますが、さまざまなハードルをクリアしなけ

れば、供用ということは非常に困難であると。むし

ろ供用することの探る道は非常に選択肢がないと、

もしそういう方法を求めるとすれば、相当な投資を

して条件整備を図らなければならないというような

ことで、先ほど御答弁申し上げましたように、現実

といたしましては、供用は不可能というふうな判断

をせざるを得ないという実態にあるということか

ら、町が独自に町の思いでそういう判断をしている

ということでないということも、あわせて御理解い

ただきたいと思います。

７番一色美秀君。○議長（西村昭教君）

１０月２７日に、「町長と○７番（一色美秀君）

語ろう」として、親の会と懇談会が行われました。

その中で町長は、「皆さんは大きな負担を背負って

暮らしておりますと、これ以上の負担はさせません

と。町の障がい者福祉は、行政で実態を反映できて

いませんと、このことを反省し、今の計画がうまく

いくよう計画段階から、町もかかわりたいと思って

います」と、述べておられたと思います。

この趣旨からいたしまして、私は、今回の町長の

答弁は非常に冷たいと、計画の段階からかかわるの

ではなくて、具体的な方策もないまま結論を先送り

しているだけであると、いかがなものか町長に答弁

願いたいと思います。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

７番一色議員の御質問にお○町長（向山富夫君）
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答えさせていただきます。

関係される御父兄の皆さん方とのお話の中で申し

上げた親の会の皆さん方とお話の中でそのように申

し上げてきておりますし、私の基本的な考え方とし

ては、一つも変わっているものではありません。計

画段階から、町もかかわりを持たせていただいてい

ることも、一つもぶれているものでもございません

し、先ほど冒頭お答えさせていただきましたよう

に、関係者の皆さん方を含めて計画の段階から、関

係者の方も含めて今後協議と検討を進めてまいりた

いということで、会の方々も交えてそういう協議を

してきて、会の方々にも十分町の意向もお伝えして

おりますし、御理解もいただいておりまして、さら

に具現化するために一歩、二歩と、前へ進めようと

いうことで意思の確認もできておりますので、ぜひ

その点御理解賜りたいと存じます。

７番一色美秀君。○議長（西村昭教君）

ただいま町長のほうから、○７番（一色美秀君）

親の会ともある程度の了解伺っているという話でご

ざいますけれども、この件につきまして１０月２９

日付の北海道新聞で、非常に大きく取り上げられて

おります。

この会は、来年の４月にもパン製造などを手がけ

る通所事業所を開設する計画を伝えてあるというこ

とであります。年が明けて、すぐにでも準備しなけ

れば間に合いません。建物が決まれば、必要な資金

だとか人材などの見通しが立つと。聞くところによ

れば、旭川だとか美瑛から上富良野町に移住してき

てでも手伝いたいという人がいらっしゃると聞いて

おります。

そして私は何よりも心配することは、もし上富良

野に適当な場所がなくて、中富良野町などにその拠

点を持って行かれた場合、これこそ我が町の福祉行

政の貧困をさらけ出すことであります。まことに恥

ずべきことであろうと思います。この点について、

町長はどのようにお考えでありますか。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

７番一色議員の御質問にお○町長（向山富夫君）

答えさせていただきますが、私といたしましては、

この町で自立を、就労を、この町の方が基本的には

望まれているわけでございますから、当然、そうい

う条件整備をするということは、町ができる範疇に

ついては１００％取り組まさせていただきますし、

よその町へ、よその町と比べてどちらが条件がいい

かと、そういうような視点で親の会の方々も判断さ

れるものだというふうに理解をしておりません。

とにかく親の会の皆さん方と町とが、しっかりと

思いを共有することによって、必ず、いつ、来年年

明け早々に具体的に動かなければならないのかどう

かということは、今、私の情報としては持ち合わせ

ておりませんけれども、上富良野に開設されること

に最大の意義があるわけでございますから、それは

私も十分認識しておりますので、親の会も含めまし

て、具体的に実現に向けた検討を原課に指示してお

りますので、必ず期待にこたえれるものが導かれる

ものというふうに確信しておりますので、御理解賜

りたいと思います。

７番一色美秀君。○議長（西村昭教君）

この就労施設というものが○７番（一色美秀君）

できれば、知的障がい者だとか精神障がい者、本当

にそういう人たちの一つの指針になります。また、

認知症だとかその他のさまざまな悩みを持つ親だと

か、家族の相談場所だとか、各種の福祉行政の広が

りを持つと思われます。そのことを踏まえ、また、

これにより雇用も多く生まれるのではなかろうかと

思っております。そんな意味を含めまして、もっと

真剣に、そして前向きに考えていただきたいと思い

ます。この質問に対して終わります。

次、２項目めの旧大通り商店街の空き地・空き店

舗でございますけれども、例えば農家の生産者が個

人、もしくは団体として野菜を売る場所が欲しい

と。また、一般の方、自衛隊の退職者の方々でもだ

れでもよろしいのですが、営利を目的として商売を

やりたいと。また、趣味等でつくっていらっしゃる

木工品だとか、陶芸品等を陳列し販売したいと、さ

まざまな業種の人に利用してもらいやすくするため

に、ぜひ行政として借地料、家賃の一部負担を含め

て助成していただきたい。

一つには、町のにぎわいを出すこと、そういった

行政の助成には、なかなか難しいものであります。

個人や団体の営利目的のために、町税を使うなんて

いうことは、もってのほかだと思われますけれど

も、空き地や空き店舗が埋まり、商店がふえること

により、人も集まり、にぎわいを取り戻し、ひいて

は雇用の増大にも結びつき、回り回って町税の増収

にもつながるものと思われます。

さらに、先ほどの障がい者の就労施設でございま

すけれども、もし空き店舗を借り上げたときに要請

があれば、家賃の一部負担を含めて視野に入れるこ

とができるかどうか、この点について町長にお答え

いただきたいと思います。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

７番一色議員の御質問にお○町長（向山富夫君）

答えさせていただきます。

まず、空き地・空き店舗の対策につきましては、

これは町全体、特に商工会が町並みを、商店街のに

ぎわいをどうするかということに対しまして、町も

参加した中で、多分平成１７年からだったと思いま
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すが、駅前再開発を端に発しまして、いろいろ試行

錯誤してきて、今日に至っているという経過ではな

いかというふうに記憶しております。

そういう中で、特に商店街を中心としたにぎわい

づくりについては、これはやはり商工会さんが主体

的にその先導役をしていただくことが望ましい形だ

というふうに考えておりまして、それぞれ個々の希

望に応じて町が何らかのお手伝いをするということ

は、非常にそれは難しいかなというふうに考えてお

りますが、商工会等を通じまして組織として公共性

や公益性を考えて、ぜひ空き店舗を利用して、にぎ

わいを戻したいということになりますと、これは大

いに検討する余地が生まれてきますので、そういう

面でお手伝いをさせていただければなというふうに

考えております。

現に、中茶屋も開設しておりまして、中茶屋等の

動きも当然、一色議員も御案内だと思いますが、そ

ういったことも十分根っこにおきながら、空き地・

空き店舗対策については、今後、商工会と十分連携

しながら、必要な対策を講じてまいるということも

想定しているところでございます。

さらに、御質問にありました障がい者の就労機会

を設ける場としての活用ということに対しまして

は、これは私が今さら申し上げるまでもなく、非常

に公共性・公益性もある活動でございますので、そ

れらにつきましても具体的な御提案があれば、また

私どものほうからいろいろな方策の一つとして、協

議をさせていただくそういう場面もしあれば、そう

いう中ででも、私どものほうからむしろそういう御

提案と申しましょうか、具体的に提案はできないに

しても、そういうことも一つの方策ですよというよ

うな意見交換はできると思います。そういったこと

が実った暁には、私、何回も申し上げておりますよ

うに、いろいろなお手伝いもさせていただくことは

可能だと考えておりますので、御理解いただきたい

と思います。

７番一色美秀君。○議長（西村昭教君）

町長の考え、しかとお受け○７番（一色美秀君）

いたしました。

以上をもちまして、私の質問を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。

以上をもちまして、７番一○議長（西村昭教君）

色美秀君の一般質問を終了いたします。

昼食休憩といたします。

──────────────────

午前１１時５５分 休憩

午後 ０時５９分 再開

──────────────────

休憩前に引き続き、会議を○議長（西村昭教君）

再開いたします。

次に、９番中村有秀君の発言を許します。

私は、さきに通告をいたし○９番（中村有秀君）

ました一般行政について、１項目２点について質問

をいたしたいと思います。

非常勤消防団員の年額報酬及び出動手当の関係に

ついてお尋ねをいたしたいと思います。

それぞれの市町村の消防署、消防団には積み重ね

られた歴史があります。上富良野消防団も私設消防

組の創設から、９８年の歴史を刻んできておりま

す。昭和４５年１２月１日に上川南部消防事務組

合、昭和４９年４月１日に富良野地区消防組合が、

それぞれ設立をされました。

平成２０年９月１日に富良野広域連合が設立さ

れ、平成２１年４月１日から事務事業が開始とな

り、消防に関する事務も広域連合として推進をして

いるが、消防団に関する経費については、各市町村

の自賄い分となっているが、広域連合の設立目的と

同一圏内の消防団のあり方として、年額報酬及び出

動手当について、下記について町長の所見をお伺い

いたします。

１、年額報酬について。富良野広域連合消防団員

の定員、任免、服務等に関する条例第９条別表１報

酬については、旧富良野地区消防事務組合の富良野

消防団、南富良野消防団、占冠消防団の団長年額報

酬は１３万８,０００円で、全道で第５番目でござ

います。旧上川南部消防事務組合の上富良野消防

団、中富良野消防団の団長年額報酬は１９万２,０

００円で、全道で第１番目であり、その差は５万

４,０００円であります。各階級の年額報酬の差額

を見ると、副団長では５万４,０００円の差、分団

長では２万４,０００円の差、副分団長では３万６,

０００円の差、部長では２万１,６００円の差、班

長では２万１,６００円の差、団員では２万４,００

０円の差となっております。

広域連合設立に際し、旧富良野地区消防組合と旧

上川南部消防事務組合の年額報酬がそのまま条例化

されたものであるが、上富良野町の団員数と十勝岳

関係もあるが、年額報酬が全道で１番高額であり、

２番目は士別地方消防事務組合で団長１５万６,０

００円、副団長１２万円、分団長９万６,０００

円、副分団長８万４,０００円、部長７万２,０００

円、班長６万円、団員４万８,０００円であり、旧

上川南部が突出してることがわかります。

また、本年１０月に北海道総務部危機対策局防災

消防課への照会の非常勤消防団員の報酬についても

下記のとおり回答がありました。

非常勤消防団員の報酬として、全道では団長は９

万７６６円、最高額が１９万２,０００円で、これ
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は上富良野消防団、中富良野消防団であります。最

低額は６万５,７００円となっており、平成１８

年、１９年度の交付金の措置額も８万２,５００円

ということで、８万２,５００円が上富良野消防

団・中富良野消防団は、１９万２,０００円という

ような形で条例化されているわけです。

消防団員の年額報酬について、全道的な状況と広

域連合の設立目的と同一圏内の消防団員報酬につい

て検討すべきであり、また、自賄いということで平

成２２年度の広域連合の予算の関係で、条例改正も

視野に入れた段階的な削減の考えはないか、お伺い

をいたしたいと思います。

次に、２点目出動手当についてお伺いをいたしま

す。

富良野広域連合の定員、任免、服務等に関する条

例第１１条別表２費用弁償について、出動種類ごと

に出動手当額が定められておりますが、これも旧富

良野地区消防組合と旧上川南部消防事務組合の出動

手当額等、広域連合として条例化されたわけでござ

いますけれども、火災、風水害の出動では１回４,

５００円と６,０００円で１,５００円の差があり、

訓練は同額の１日５,０００円、警戒では１日４,５

００円と５,０００円で５００円の差があります。

また、北海道総務部危機対策局防災消防課にこの

点も照会したら、下記のとおり回答がありました。

非常勤消防団員の出動手当の平均額等を含めて、

全道平均で火災では４,５９６円、最高額は９,００

０円、最低額は２,０００円、そして平成１８年度

の交付金措置額は７,０００円ということになって

います。

団員の出動手当についても、従来の経過もあり、

また各市町村の自賄い分として理解をしているが、

団員の年額報酬と同様見直すべきであり、自賄い分

の予算と条例改正を検討すべきと考えるが、町長の

所見をお伺いいたしたいと思います。

以上でございます。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

９番中村議員の非常勤消防○町長（向山富夫君）

団員の年額報酬及び出動手当の御質問にお答えさせ

ていただきます。

初めに、議員御質問の消防団員の年額報酬と出動

手当の見直しにつきましては、御承知のとおり、町

の消防に関する事務が、富良野広域連合の事務と

なっております。上富良野町は、その構成団体に

なっておりまして、富良野広域連合は特別地方公共

団体であり、その予算と条例の制定・改正は、富良

野広域連合長の権限となっていることから、上富良

野町長としての答弁には限界がありますので、その

点をまず御理解いただいた上で、お答えをさせてい

ただきたいと思います。

上富良野町内の消防団員につきましては、それぞ

れ職業をお持ちの方々が、住民の貴重な生命と財産

を守るという重要な任務につかれております。特

に、当町におきましては、火山災害など特殊な任務

もあり、加えて少数精鋭の団員数で構成しているこ

ともあって、ふだんからの訓練はもとより、いざ災

害となれば、どんな条件であろうと、また昼夜を問

わず自身の仕事を投げ出し、現場へ駆けつけ、危険

を顧みず、勇敢にその業務に当たられております。

時には全身ずぶ濡れで帰宅することもあり、団員

の方々と、それを支える御家族の方々の御苦労に敬

意をあらわすものであります。そのような団員の活

動によって、町民皆様の日々の安心・安全な暮らし

が支えられているわけであります。

そこで議員御質問の非常勤消防団員の年額報酬及

び出動手当についてでありますが、さきに述べまし

たように、現在、消防につきましては、富良野地区

広域連合の中で運営がなされており、条例改正が伴

うことにつきましては、当町議会において意思決定

ができない仕組みになっておりますことから、議員

御質問にありますような報酬や手当の額については

承知はしておりますが、その水準について単純にほ

かと比較・判断することは、さまざまな背景がある

ことから困難であると理解をしております。

ただ、広域連合の中でも報酬・手当の見直しにつ

いての課題認識を持っておりまして、加えて構成市

町村においても議員御発言のような御意見もあるこ

となどから、私といたしましても広域連合の中で議

論を深めていきたいと考えておりますので、御理解

を賜りたいと存じます。

再質問ございますか。○議長（西村昭教君）

９番中村有秀君。

町長の言う点もある面で理○９番（中村有秀君）

解をしたいのですけれども、ただ、歴史的な背景を

見ますと、昭和５６年に消防団創立７０周年記念と

いうことでやって、その中で「まとい」という本が

発刊されました。それを見ますと明治４４年、１９

１１年に消防団というものが、一つは私設の上富良

野消防組というような形で、初代組頭が西川さんと

いう方がなって、それ以来、消防組頭、それから警

防団長、消防団長という歴史の中で、言うなればボ

ランティア的な形で上富良野消防団の組織・運営が

なされて、上富良野は当初の村民、現在の町民等の

安心・安全のまちづくりに陰から支えてきていただ

いたということでは、深甚の敬意を表したいと思っ

ております。

ただ、現実の問題として上富良野が火災、それか

ら風水害、十勝岳爆発というようないろいろな背景
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の中にあって、全道一の１９万２,０００円という

ようなことになったように、それぞれ先般の広域連

合の議会の中で、南富の酒井議員、私がそれぞれ質

問した背景の中には言われております。

まず一つお伺いしたいのは、旧上川南部消防事務

組合が現在の年額報酬１９万２,０００円、旧上川

南部消防の組合規約を見ると、１カ月１万６,００

０円となっていますから、１２を掛ければ１９万

２,０００円です。それはいつからできたのかとい

うことと、それからもう１点は、そのときの地方交

付税で措置された金額は幾らなのかお伺いをいたし

たいと思います。

今、すぐは答弁できないと○議長（西村昭教君）

いうことなので、時間をいただきたいと思いますの

で、それは後で御答弁いただくということで、続け

てどうぞ。

９番中村有秀君。

それでは、一応、私の聞い○９番（中村有秀君）

た話では平成７年というようなことなのだけれど

も、これは定かではないのです。１９万２,０００

円の以前の金額と、そのときの地方交付税の措置

額、幾らかというのを後ほどお願いをいたしたいと

思います。

それで、私が今回、上川支庁や道を含めていろい

ろ調査をした結果、全道一高いということで、全道

の第２番目は士別地方消防事務組合で、消防団長は

１５万６,０００円、第３位が上川北部消防事務組

合１４万４,０００円、第４位が大雪消防組合１４

万円、第５位が富良野地区消防組合で１３万８,０

００円、第６位が上川中部消防組合が１３万３,３

００円、第７位が滝川地区広域消防事務組合１０万

７,０００円、第８位が深川地区消防組合で１０万

４,２００円、第９位が網走地区消防組合１０万

円、第１０位が南空知消防組合ということで９万

８,０００円で、特に上川管内の消防事務組合が、

全道規模の４２の中では、上位のほうに入っている

なという認識をしております。

それで現実の問題として、言うなら交付税の措置

額が８万２,５００円、そうすると当消防団長の報

酬が１９万２,０００円で、交付措置額の８万２,５

００円の６７％増であるのです。これらの関係の要

因等も含めて、町長の見解をお伺いしたいと思いま

す。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

９番中村議員の消防団員の○町長（向山富夫君）

報酬費用に関する御質問についてお答えいたします

が、団長の報酬水準についてのただいまのお尋ねに

ついてでございますが、団長につきましては、地方

交付税の算定基礎額といたしまして８万２,５００

円というふうに数字が示されているところでござい

ますが、報酬についてはそういう数字となっており

ますが、逆に今度、出動手当等についても措置額を

そのまま適用する計算方法は、現在、そういう計算

方法はとられておらないということから、報酬額と

手当とのバランスということに対しましては、これ

はそれぞれの考えお持ちだとおりますけれども、支

給されておりますトータル額としては、現在の措置

額プラス出動手当と出動回数等を単純に計算した合

計額と、現在、報酬は１９万２,０００円でござい

ますけれども、出動手当等は減額して支給しており

ますので、それらの現在給ですね、給と言ったほう

がいいのかな。上川南部で押さえております額と比

べた場合には、決して高くないというように、個別

で報酬だけを比べますと確かに差異がございますけ

れども、どういう過程を経て１９万２,０００円に

なったかということは私も承知しておりませんけれ

ども、トータルとして団長さんの報酬、費用弁償の

額として比べた場合、特別、違和感を感じるもので

はないというふうに理解はしております。

９番中村有秀君。○議長（西村昭教君）

町長の言うこともわかりま○９番（中村有秀君）

すけれども、連合議会で能登連合長は、十勝岳の関

係の災害等も考慮した形でないかというようなこと

を言っておりました。したがって、その関係でも私

も調査をしてみました。例えば羊蹄山のある羊蹄山

ろく消防組合、団長は７万９,２００円です。それ

からもう一つ、雌阿寒岳、釧路北部消防事務組合、

これは７万９,０００円なのです。それからもう一

つ、有珠山のあるところ、西胆振消防組合は７万

５,０００円、一応うちの隣の美瑛等も含めての大

雪消防組合、これは１４万４,０００円なのです

ね。

だから、連合長の言う十勝岳を背景にしたとい

う、活火山があるという関係等は、全道の活火山を

控える四つの消防事務組合のあれから言えば、そう

いう大きな要素はないなと、僕は感じはしていたの

です。しかし、町民感情としてはやはり十勝岳があ

る、一朝有事には守っていただけるという気持ちは

あるのが事実です。ただ、現実の問題として１９万

２,０００円と第２番目の士別の１５万６,０００円

という、これだけの格差があるのが町民の中に明ら

かになったら、一体、町の中で行財政改革といって

いろいろな部面で町民に削減されたいろいろなもの

があるのに、何でこれがこのままというのは、僕は

平成７年からということでお聞きしているから、そ

のままなっているのかどうかということで、ある面

で考えなければならないのではないかというような

気がしております。
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したがって、火山関係では、特に四つの消防、全

道の活火山がある消防組合から言えば、大きな要素

にはならないけれども、町民感情としては残ってい

るなという認識は持っております。ちなみに上富良

野消防団の報酬を富良野消防団、南富良野、占冠、

言うなら旧富良野地区消防団の手当に換算して計算

してみましたら、一応、上富良野消防団は、条例定

数５５人で現員５４人ということで、団長１９万

２,０００円から計算していきますと、４２７万２,

０００円なのですね。これを富良野の関係の手当額

で計算していきますと、２８５万円でいいのです

ね、その差は１４２万２,０００円なのですね。そ

ういうことで、私は、非常に大きな差がある、同じ

圏域の中でという感じ。

それからもう一つは、上川南部消防の特に年額報

酬の関係では、先ほど申し上げたのは、広域連合が

富良野地区１カ所ですけれども、消防事務組合とい

うのは全道で４２あります。それから、単独で消防

本部を持っているという設置市ですけれども、札幌

市の消防団長の手当は８万２,０００円、函館市は

１０万円、旭川市は８万２,５００円なのですね。

ですから、こういうことからいくと、やはりある面

でこれらの関係の調整を図っていかなければならな

いのでないかなということを感じております。

したがって、今度は、広域連合になった段階で消

防運営計画ということで、富良野広域連合消防本部

で出した数字で、報酬、費用弁償について、以降で

は当面現状のままでいきましょうと。しかし、中長

期計画として統一する必要があるが、調整のための

経過措置等を設けるなどの配慮が必要だということ

を計画書の中で明らかにして、課題としては市町村

間の大きな差があるということの認識の中で、中長

期計画の中でやはり調整等も経過措置も含めて、配

慮が必要ということが言われております。この関係

について、町長、どう認識しておられますか。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

９番中村議員の御質問にお○町長（向山富夫君）

答えいたします。

まず、最初お尋ねありました広域連合長の広域議

会での御答弁の中身、とりわけ旧上川南部につきま

しては、火山防災等の特殊要因もあるということで

お答えしたかと思いますが、その言葉の、お答えし

た中のさらに奥深さというのは私ちょっと思料して

ございませんので、そのほかに思いを持ってそうい

う御発言をされたのかなというふうに理解しており

まして、その点については、これ以上のお答えはで

きかねますので御了承賜りたいと思いますが、次に

お尋ねの広域計画の中で課題意識として連合として

も持っている、持ち合わせていると、特に報酬額に

ついての差異があるということについては、これは

広域の議会の中でも私もお答えさせていただいてお

りますけれども、広域計画の中で平準化が図れない

か、あるいは平準化を図るために課題があるとすれ

ば、それを整理していくべきではないかということ

で、現場サイドもそういう認識をお互いに共有して

おりまして、それについては現実に今後是正をして

いくべきなのか、あるいは是正のためにはまず整理

をしていかなければならない条件整備もあるのか、

そういったことは課題として持っていることは事実

でございますので、それはまた、広域議会の議論を

通じた中で中村議員のそういう思いに対しては、お

答えできる場面もあろうかというふうに考えており

ますので、御理解いただきたいと思います。

９番中村有秀君。○議長（西村昭教君）

それでは、先ほどの町長の○９番（中村有秀君）

答弁の中に、「広域連合の中で議論を深めていきた

いと考えております」ということのこの真意はどう

なのでしょうか。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

９番中村議員の御質問にお○町長（向山富夫君）

答えいたします。

ただいま申し上げましたとおり、団長の報酬、さ

らには手当、あるいは団員の方の報酬、団員の方の

手当等につきまして、一方の見方としては、いろい

ろ消防長以下、現場の方々も旧富良野と旧上川南部

とで、そういう差異があるというようなことも当然

課題として持っているということも実際聞いており

ますし、私も連合を預かる一人として、これは圏域

の皆さん方に広くその合理性というものをわかって

いただくような仕組みの改善が必要であれば、当

然、広域計画の中で改善しようということは既にう

たわれておりますので、これははっきりとしてテー

マになっておりますので、折を見て私の意見も申し

上げていこうというふうには考えております。

ただ、これが議員の御質問の趣旨に合っているか

どうかちょっとわかりませんけれども、構成してい

る自治体、上富良野町で言えば上富良野町の消防団

員、団長も含めましてかかわる報酬の総額につきま

して、人口等で逆算いたしますと、これはむしろ団

長と団員のバランス、これは一概に申し上げれませ

んけれども、総額で申し上げますと、むしろ低い水

準と。要するに少数精鋭で消防団が運営なされてい

るという、そういう側面もあるものですから、今、

議員のお尋ねの趣旨に合うかどうは別といたしまし

て、そういう一面もあるということでお答えさせて

いただきたいと思います。

９番中村有秀君。○議長（西村昭教君）

平成２１年２月と、同じこ○９番（中村有秀君）
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としの１０月の広域連合議会で、南富の酒井議員と

私もこのことで、一応、広域連合長にお尋ねをして

おります。

現実の問題として、広域連合で自賄い部分は、そ

れぞれの市町村で負担をしますよということが、一

つ形となって条例化されていると。だから、それは

それぞれの市町村で考えてくださいという発言、そ

れから今の町長の答弁では、広域連合で議論を重ね

てくださいと。そうすると、私どもは自賄い部分は

上富良野町がすべて負担する部面ですから、そうす

ると、うちの議会、もしくはうちの財政状況、それ

から消防団のいろいろなかかわりを含めてどうある

べきかということを論議しなければ、私や渡部さん

や議長が広域連合へ行って、条例を引き下げて改善

すれと言ったって、上富良野がそうやって予算化し

て、いいですよと出したものを、ここではできない

ということになってくるのですよ、現実の問題。そ

れでは上富良野から出ている３名の連合議員は、ど

ういう形で町と議会と話し合っていたのかというこ

とになってきますから。だから私はここで言う、今

の町長の答弁の広域連合の中で議論を深めていただ

きたいということは、これはそうではなくて、やは

り地元の中でというのはね、町長、能登連合長はこ

う言っているのですよ。広域連合の消防団の運営方

法は自賄いであり、それぞれ構成市町村の財政支出

となったり、このことから各市町村の判断によるも

のと考えているところでありますということで、議

事録に載っているのですよ。その点どう考えます

か。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

９番中村議員の御質問にお○町長（向山富夫君）

答えさせていただきます。

広域連合の中で、必ずしも議論を深めることがで

きないというふうに私は理解をしておりませんの

で、広域連合の中で今示されておりますような課題

につきましては十分議論もできますし、また町の例

えば議会を通じましても意見の交換というものは、

何らできない状況でもないと思います。そういう中

から構成しております各自治体での議論、あるいは

連合の中ではさらに深く議論をして、それがひいて

は条例の改正までも及ぶかもしれませんし、ですか

らそれぞれの議会なり、市町村の議会、あるいは連

合としての議会、それぞれに役割が違いますので、

課題の認識をしあうことだとか、課題を出し合うと

かということは、こういう議会を通じて十分議論も

できます。

一方、それではそれぞれ構成市町村全部を見渡し

た広い意味での議論は、それは広域の中でするよう

になると思いますので、例えばきょう、こういうふ

うに中村議員と消防の報酬・手当についての議論を

踏まえて、当然、連合のほうの議会の理事者とし

て、今度は理事者として考えも述べますし、また、

議員におかれましても今度は連合議会議員として意

見を述べる機会も十分あると思いますので、それら

をうまく組み合わせた中で、そして自賄いの部分に

ついて上富良野の議会の皆さん方の理解をいただく

ようなものに集約はできていくと。ここで決めるわ

けにもいきませんので、それは御理解いただきたい

と思う。そういうふうにお互いの立場で、議論でき

る機会を通じて議論を重ねる中で、最後は目指すも

のに私は近づいていくというふうに思いますので、

これからもそれぞれの上富良野の議会の中ではこの

議会の中として、広域は広域の中として、私は役割

を果たしてまいりたいというふうに考えております

ので、ぜひ御理解いただきたいと思います。

９番中村有秀君。○議長（西村昭教君）

僕は、今、当初第１回目の○９番（中村有秀君）

答弁書で、広域連合の中で論議ということは、さっ

き言ったいろいろな隘路はあるのですよ、現実の問

題として。例えば、占冠、南富、富良野からすれ

ば、上富良野が、理事者がそうやって自賄い部分と

いうことで１９万２,０００円等も含めて、条例に

沿ったものを上げてきてあれしたのなら、やはり皆

さん方が理解をした形で上がってきているのだろう

と。言うなら、条例があるから、改正のない限りそ

れはそのとおり予算措置はしなければならない現実

の問題としては理解ができるのだけれども、富良

野、南富、占冠からすれば、それは上富良野十分論

議をして、それで改正もなくあれなのだからという

ようなことの意見が流れているのですよ。

できたばかりの広域連合だから、それぞれの町の

自主性を尊重するというような意味合いもあるのだ

けれども、特に酒井議員からは、出動手当の関係等

も含めて差があれば、一朝有事の際、一応、消防団

の範囲が決められているのですね。上富良野消防団

は上富良野町の圏域、中富良野は中富良野と、だか

ら広域連合長はそういうことが決められているか

ら、余り行くことはないけれども、万が一あった場

合はということで、片や６,０００円もらう、片や

４,５００円もらうということには、相ならないの

ではないかという論議の中から出てきて、最終的に

能登連合長はこういっているのですよ。

検討課題ということで答弁をさせていただいた

と、しかし、御指摘のあったそれぞれの首長さん

が、この経過なり現状なりをそれぞれの市町村の関

係する状況、あるいは議会とも積極的にお話をされ

る、こういうことが私の言っている検討課題ですと

いうふうに答弁させていただきました。それぞれの
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市町村の中において、検討をいただきたいというこ

とで答弁結んでいるのですよ。だから、そういう姿

勢でこの論議を深める。

それからもう一つは、西村議長に言ったように、

広域連合の予算が来年２月に定例議会がある、その

前段で関係する議案をそれぞれ所管の委員会に提示

をして検討いただくということになると、このこと

も論議になるだろうと思いますし、それがすぐ条例

改正にはつながらないにしても、そういう方向であ

る面で流れがいくかなと、私は感じてはいるのです

けれども、その点、連合長の答弁等含めて、町長の

見解を伺いたい。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

９番中村議員の御質問にお○町長（向山富夫君）

答えさせていただきます。

それぞれまず冒頭私の思いとなりますが、広域連

合というものが実質的にスタートしてまだ日が浅い

ということを踏まえて、今、こういう大きな課題に

対してどういうふうに連合と、それぞれ構成市町村

の中で議論の組み立てを進めていくかということ

は、正直申し上げてまだ成熟しているとは、私はど

うも思えないのですよね。消防のみならず牧場の問

題も含め、あるいは環境衛生・給食等も含めて、そ

れぞれ恐らく課題をお持ちだと思うのですが、改め

て広域の議会のあり方と、それぞれ構成市町村の議

会とのかかわり方というものは、こういう機会に改

めてクローズアップされると思いますので、恐らく

私の推量といたしましては、連合長が以前お答えい

たしましたのは、発足して間もないことから、まず

発足当初はそれぞれ旧の構成されている団体のルー

ルをそのまま合わせましょうということでスタート

している関係上、多分そういうお答えになっている

のではないかなというふうに思います。

今後は、そういう中でいずさがあるとすれば、そ

れは改善に向けて、多分、連合長も考えていただけ

ますでしょうし、私も御意見を申し上げようと思っ

ています。そういうことで、連合長のお答えの意味

は、そういうことだったのではないかなというふう

に考えております。

また、今後、こういうような議論の後先の問題が

今御指摘されておりますけれども、実は私もこれに

ついてはちょっと同じようないずさを感じておりま

して、連合のほうが先に議会が開かれるものですか

ら、副町長にも申し上げているのですが、何らかの

形で、うちの町の予算が予算としてある程度固まっ

た段階で、上富良野町の議会の皆さん方に、とりあ

えず決定は連合といたしましても、こういうような

予算のフレームを固めましたというような提示だけ

でも、せめてさせてもらえる機会をつくりたいなと

いうふうに、これは具体的に今考えておりますの

で、ぜひそういうプロセスを経て連合のほうにお示

しできるようなことを配慮してまいりたいと考えて

おりますので、御理解賜りたいと思います。

９番中村有秀君。○議長（西村昭教君）

消防に関しての広域連合の○９番（中村有秀君）

規約の中では、消防本部費は均等割１０％、それか

ら標準財政規模割１０％、人口割８０％ということ

で本部費はそうなって、それ以外の消防費は当該経

費に関する市町村が、その経費の全額を負担すると

いうことで、言うなれば自賄いでやるということに

なる。そうすると、私は、やはり自賄い部分の論議

が広域連合議会が始まる前に、今、町長の言うよう

に、ある面で予算的なものが、規模が確定した段階

で早めにそういう機会をつくるということでござい

ますので、ぜひお願いをいたしたいと思います。

それから、さっきの平成７年以前の関係のやつは

わかりましたか。ちょっと質問の関係があるので、

わからなければまた、いいです。

それでは、先ほどの質問に○議長（西村昭教君）

ついて答弁いたします。

総務課長、答弁。

９番中村議員の御質問○総務課長（服部久和君）

にお答えいたします。

今、報酬が１９万２,０００円になっているのが

平成７年からであります。この当時の交付税措置に

つきましては、７万４,０００円であります。あ

と、改正前の額につきましては、１８万３,６００

円が報酬でありまして、それに対する交付税措置に

つきましては、７万３,０００円となっておりま

す。

以上であります。

よろしいですか。○議長（西村昭教君）

９番中村有秀君。

今、総務課長の答弁で、平○９番（中村有秀君）

成７年になったということで、その当時１８万３,

６００円、交付税措置額は７万３,０００円。いず

れにしても地方交付税の措置額から大幅にふえてい

るのは事実でございますけれども、これはある面で

それぞれの市町村の財政状況から、もう一つは、そ

れぞれ地域の消防団等の組織の長い歴史があるか

ら、これは一概に、本来的にはもうちょっと下げて

ほしいような気がするけれども、その経過について

は一応わかりました。

それで、先ほど町長が報酬と出動手当で、トータ

ル的にどうだという答弁いただきました。実は私、

平成２０年の上富良野消防団の出動状況を確認して

きました。そうすると、火災ということで出動手当

が６,０００円、これが８０人延べで出動されてい
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る、それで４８万円。それから、風水害、警戒等は

ありませんでした。それから、訓練、これは出動手

当５,０００円ですけれども、８８６人で合計４４

３万円。それから、その他１,７００円というのが

ありますけれども、これは会議等をやったというこ

とで、これが延べ１７９人で３０万４,３００円。

このトータルが５２１万４,３００円ということ

で、一応これは先般、１０月に広域連合でやった決

算額と同じなのです。

それで私は、年額報酬がいかに高いかということ

を今回町の議会だよりの中に載ってくれば、えらい

高いなということが町民の印象受けるのではないか

と思う。それで町長の言うトータル的なということ

を私なりにちょっと試算をしてみました。そうする

と、例えば火災６,０００円を７,０００円、いうな

れば交付税措置額でやっていくと８０人で５６万

円、それから訓練等が５,０００円を６,０００円に

して８８６人いたら５３１万６,０００円、それか

らその他ということで会議１７９人で計算すると

３０万４,３００円、その合計が６１８万３００円

になります。現在は５２１万４,３００円、これを

上げていって、今度は年額報酬を２０％ずつカット

してみました。そうすると、１９万２,０００円が

２０％カットすれば１５万３,６００円、これは士

別市の１５万６,０００円に次いで全道で２番目に

なります。

そのトータルを全部計算をしていきますと、試案

の年額報酬、現在４３３万８,０００円が３４１万

７,６００円になって、そしてそのトータルをこと

し２０年の決算のトータルで言えば９５５万２,３

００円。それから、私が今、試案の関係からいけば

９５９万７,９００円ということで、約４万５,６０

０円の差があるはずなのです。ですから、できれば

近い将来、町長の言うように、トータル的にはなっ

ているけれども、年額報酬が突出しているというこ

とであれば、それを圧縮して、そして火災、訓練、

その他の関係のあれをある程度アップして、トータ

ルにすれば４万５,６００円差しかないですよ。そ

うすると、一般的になるほどということで、理解の

できる数値になるのかなという気がします。

それと、訓練の関係で消防に聞いてみましたら、

隊員の訓練の出動率は８０.５４％なのです。たま

たまこれは風水害、警戒等がないだけの話で、あれ

ばそれはそれなりにふえてはいくと思います。しか

し、私は、こういう形である面で、この前の広域連

合議会の中でも申し上げた。うちと中富良野が、旧

上川南部で同じレベルにあるわけだから、当然、条

例も上川南部の旧あれでそのまま上富良野消防団、

中富良野消防団ということで、富良野地区消防団と

同一圏内で条例が違うわけだから、だから何とかそ

れを同一にしないまででも、できればそういう努力

をするということになると、先ほど町長の言うトー

タル的というよりも数字的にはトータルだけれど

も、弁償面ではそう町民は受けないわけだから、だ

からそういう視野で検討するのもいかがかというこ

とで、ちょっと町長の見解をお伺いしたいと思いま

す。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

９番中村議員の御質問にお○町長（向山富夫君）

答えさせていただきます。

まず、私、連合のときのお答えの中でも記憶にあ

りますが、お答えさせていただいておりますけれど

も、現在の議員、今お尋ねのような報酬と手当との

バランスですね、それが今の水準になったのは平成

７年以降ということでございますけれども、いろい

ろな背景があって今日の報酬水準・手当水準になっ

てきているということをまず基本に押さえているも

のですから、いろいろな背景があって今日に至った

ということを考えれば、それが高いとかあるいは安

いとか適正だとか、非常にその判断は難しいなとい

うふうに理解しているのですよ。

だからといって総額でそこそこ、ほかの地域とバ

ランスが取れていればいいのかという、これも一概

に言えることではありませんので、それらについて

恐らくまた現場サイドは現場サイドで、それぞれ構

成しております消防団の考え方の相違から、こうい

う差になってきているのかなというふうに推察でき

ますので、これはまずそういった仕組みから現場に

もう１回それぞれ考えを、組み立て方を整理してい

ただくように、きょうのこの議論も当然現場にお伝

えいたしますので、そういう中から一つになった組

織ですから、町民の皆さん方から、あるいは構成住

民の皆さん方から見て妥当な設定のされ方だという

ふうに理解していただけるような、多分、それは必

ずそういう着地点はあると思いますので、ぜひこう

いう経過は十分お伝えしながら、どちらを上げてど

ちらを下げてという関係につきましては、私、今ど

ちらがいいのかということまで断言できませんの

で、そういう課題もあるよと、町民目線で言えばと

いうことは、十分現場にも伝えてまいりますし、ま

た理事者の中でもそういう問題意識を、課題意識と

して押さえていきますので、ぜひこれからも議論を

させていただきたいと思います。

以上でございます。

９番中村有秀君。○議長（西村昭教君）

私の一つの試案の関係は、○９番（中村有秀君）

あくまでトータル的でなくて、ある面でそれぞれの

全道規模の水準の若干あれはいいけれども、こんな
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大きな差でないような形ということで考えていただ

きたいということで出したわけです。したがって、

非常に町長も広域連合議会の私の質問に対しては、

高いとか低いとかということは言えない。それぞれ

背景があるというような理解の示し方はしましたけ

れども、連合長としてはあくまでも近い将来の課題

で検討していくと。その前段で、それぞれの関係市

町村がこの論議をしてもらわないことには先に進ま

ないよと。

ですから、我々が広域連合議員として３人出て

いって、その場で論議する前段で、この町の議会の

中でまた理事者の中で十分、そういう論議の積み重

ねが必要なのかなというふうな気がいたします。

それともう一つは、先ほど８０.５４％というこ

とで訓練の、それから年額報酬は若干下げても出て

くれる人にこたえてやるというのも、皆さん方仕事

を持っている人たちだから、ある面で７,０００

円、６,０００円というような形のものを若干上積

みしてでもやっていくべきでないかというのが、私

の基本的な考え方で、あくまでも消防団員の年額報

酬をだんと下げる、これで事よしでなくて、その分

含めて団員の出動手当の関係も交付基準に沿った形

で配慮していただくと。そういう方向を含めて、私

の試算では４万５,０００円ぐらいの差ですから、

それをある程度圧縮、クリアできるというような気

もしますので、そういう点で、また事務方と十分検

討をしていただきたいと思います。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（西村昭教君）

以上をもちまして、９番中村有秀君の一般質問を

終了いたします。

次に、５番米沢義英君の発言を許します。

私は、さきに通告してあり○５番（米沢義英君)

ました点を、町長に質問をいたします。

まず第１点目は、障がい者の就労支援について伺

います。

町内の障がいがある子供の親たちでつくる「障が

い者の地域生活と就労を考える親の会」では、地域

で生きがいを持って働ける、また暮らせる就労の場

所として、来春に通所事業所の開設を目指している

ということであります。その思いを聞きましたら、

並々ならぬ決意があるということがわかりました。

この間、私は歴代の町長、前任者の町長に対しても

伺いましたけれども、地元に通所作業所の設置を要

望してきましたが、近隣市町村の施設を活用すると

の答弁を繰り返してきただけで、授産施設への誘

致・設置においては、消極的だという状況でありま

した。また、前任者の町長は、旧看護婦宿舎の活用

については、新体制に引き継ぎたいと答弁していま

した。

いずれにいたしましても、通所作業所の設置につ

いては、障がいを持つ本人や家族にとっては、住み

なれた町で、少しでも安心して暮らせる、これが悲

願でありますから、地元にとっても大切な場所にな

ることは明らかであります。

また、地元に至っては、雇用などの経済的な波及

効果などもあると考えられます。そして町において

も積極的な支援をすることが、当然、必要なことだ

と考えますが、今後の対応について、次の項目につ

いてお伺いいたします。

一つ目は、「障がい者の地域生活と就労を考える

親の会」の思いを実現するためには、町が全面的な

支援をするのは、地域福祉計画及び障がい者計画に

照らしてみても必然的なことだと考えますが、この

点についてどのようにお考えでしょうか。

二つ目には、親の会では、通所施設として使用で

きる建物の配置が決まれば、来春に通所事業所の開

設を計画したいということであり、旧看護婦宿舎の

活用を初めとした建物の確保に対する支援やあるい

は家賃補助などの全面的な支援も当然考えるべきだ

と思いますが、この点についてはどのようにお考え

でしょうか。

三つ目には、富良野市の通所作業所へ通所してい

る人の中には、みずから公共交通機関を利用できな

い方もいます。町独自の交通手段の確保と支援は欠

かせない状況にあり、他の自治体を調べてみます

と、きめ細やかな対策がとられています。

以上の項目について、町長は、どのようにお考え

なのかお伺いいたします。

次に、町内循環バスの運営・運行についてお伺い

いたします。

町においては、３年前に循環バスを運行していた

経過があります。しかしながら、利用者が少なく、

バスの運行は中止した経過があります。そのことを

考えれば、すぐ再開とはならないにしても、これか

ら高齢化が進むという状況の中で、通院・買い物時

の交通手段の確保は、必要に迫られると考えます。

いかがお考えでしょうか。他の町村では、ワゴン車

や営業車などの連携と活用をしながら、高齢者の人

たちに対する交通手段の確保に取り組んでいる自治

体も出ております。町としても再検討することが必

要と考えますが、この点についていかがお考えで

しょうか。

次に、病児・病後児保育について伺いいたしま

す。

病児・病後児保育については、就労している保護

者にとっては、保育所や幼稚園などの保育されてい

る場合に、体調の不良、あるいは回復時に何らかの
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対応をしてくれる施設があれば、どんなにか助かる

のにという声があります。町の次世代育成計画の中

には、将来は２１年度の目標とした派遣型を想定し

た目標値が掲げられていますが、いつまでに実施さ

れるのか、明確な答弁を求めます。

次に、住宅の新築や改修時の補助制度について伺

います。

今、各自治体では定住化促進のため、あるいは景

気が後退する中で景気の刺激策の一環として、新

築、あるいは改築時における補助制度を設けている

自治体があります。あるいは低炭素社会を目指すた

めに、太陽光発電の設置、環境に負荷を与えないエ

ネルギー設備の設置に対して補助制度を設けるなど

の対応をしておりますが、町においては、ことしよ

り住宅の耐震化促進を図るための住宅耐震改修工事

の工事費用の助成制度を設けましたが、現状では申

請がない状況にあります。助成制度の見直しが当然

必要かと考えますが、次の項目について伺います。

一つ目には、耐震改修制度の周知方法の改善と住

宅のリフォーム事業と抱き合わせた補助制度のあり

方の改善が必要だと考えますが、どのようにお考え

でしょうか。

二つ目には、町の将来を環境を守るためにも低炭

素社会の推進のための一環の事業としても太陽光発

電設置時に、国の補助に上乗せする補助制度を設け

る、このような対策も必要だと考えますが、この点

についてはどのようにお考えでしょうか。

次に、予算編成についてお伺いいたします。

景気が低迷する中で、地域に開かれた町、住民が

住みなれた町で、少しでも快適で安心して過ごせる

町にしたいと考えるのは、だれしも当然のことで

す。それにしても、それは町と住民の協力は当然必

要でありますが、町のトップである町長の手腕が強

く求められていることは明らかであります。今、各

地域においては地域の観光、農業、商業やあるいは

商業者や住民が協力しあえる循環型のまちづくりの

中で、町おこしや安心して暮らせるまちづくりのた

めの協力体制が生まれつつあります。町としても当

然そのような循環型のまちづくりが今求められてい

ると考えますが、町長はこの点についてどのように

お考えでしょうか。

さらに、来年度の予算編成に当たり、町長はどの

ような重点政策を柱としたまちづくりを考えている

のか伺います。その上で、住民参加型の町政を推進

するにおいても、何よりも情報の公開、住民との情

報の共有が必要だと考えます。自治基本条例の制定

の精神からしても、事業仕分け以前の問題として住

民の信頼関係を高めるまちづくり、その過程におい

て予算編成における公開、つまり予算の査定やヒア

リングの過程などを住民に公開することが必要だと

考えますが、この点についてどのようにお考えで

しょうか。

次に、雇用の確保の問題についてお伺いいたしま

す。

今、雇用不安が広がる中で、町が誘致した内田工

業が、来年の３月をもって閉鎖するという状況にあ

ります。工場の責任者の方に、その事実を確認した

ところ、工場の閉鎖は決まっているという答えが

返ってきました。この内田工業には、約６０名の方

が就労していると聞きます。町においては、誘致企

業ということで、企業振興措置条例に基づく補助も

出しており、不安な中で将来の働く場所がないとい

うことでは困ります。企業が閉鎖後の雇用の確保を

しっかりとするということ、この点、また町におい

てもその対処が求められていると考えます。

次の項目について伺います。

一つ目には、内田工業は来年の３月で事業閉鎖す

るということでありますが、その現状について伺い

ます。

二つ目には、企業閉鎖後の職員の雇用の確保は当

然する、企業としてもそこの責任を負うべきだと考

えておりますが、どのように現状では対処されてい

るのかお伺いいたします。

また、町としても当然雇用の不安を抱えている、

そういう従業員の方に対する相談の窓口の対応な

ど、積極的に町も関与すべきだと考えますが、以上

の点について町長の見解を求めます。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

５番米沢議員の御質問にお○町長（向山富夫君）

答えさせていただきます。

まず１項目めの障がい者の就労支援に関する３点

の御質問にお答えさせていただきます。

さきの一色議員の御質問にもお答えさせていただ

きましたように、「障がい者の地域生活と就労を考

える親の会」の皆さんの考え方をお聞きし、その趣

旨に賛同し、町としてもその実現のために、できる

限りの支援をしたいと考えております。

１点目の町の支援についてでありますが、私自身

も町が策定した地域福祉計画並びに障がい福祉計画

に照らして、その必要性を認めるものであります。

２点目の建物の確保につきましては、町有財産の

中で、旧看護婦宿舎が現在、予防接種会場として使

用しているため、共有していくことは不可能と判断

いたしております。先ほどもお答えさせていただき

ましたが、今後においては「障がい者の地域生活と

就労を考える親の会」の皆さんの思いを実現するた

めに、町としてどういう支援が可能かを含めて、そ

の方策を十分検討してまいりたいと考えておりま
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す。

また、３点目の富良野市へ通所なさっております

障がいを持つ方々に対する町独自の送迎支援につい

てでありますが、町として重要な課題の一つと認識

しております。現在、所管課におきまして町の支援

策として、その具体策の検討を進めているところで

ありますので、御理解を賜りたいと存じます。

次に、２項目めの町内循環バスの運営についての

御質問にお答えさせていただきます。

町内循環バスにつきましては、議員御存じのとお

り、保健福祉総合センター並びに病院などの公共施

設等への交通手段のない方々の利便を図ることを主

な目的といたしまして、平成１６年１０月に、市街

地を２路線に分けて循環東線・循環西線として運行

を開始したところでありますが、１日平均の乗客数

が約３人と、利用者が極めて少なく、非効率であり

ましたことから、平成１８年３月をもって廃止した

ところであります。

議員御発言のとおり、高齢化等によります交通手

段の確保につきましては、交通弱者の皆様にとりま

して切実な問題であり、また、さまざまな交流活動

を促進する上におきましても、交通手段の確保が必

要であると認識しているところであります。

今後の対応といたしましては、循環バスにつきま

しては、廃止から３年程度しかたっておられず、状

況等が大きく変化しているとは考えられませんこと

から、循環バス以外の手段につきまして、その必要

性も含め、今後、研究・検討を進めてまいりたいと

考えておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。

次に、３項目めの病児・病後児保育についての御

質問にお答えさせていただきます。

病児・病後児保育につきましては、次世代育成支

援行動計画の目標の一つとして、検討を継続してき

たところでありますが、保育所等に付設する専用室

の整備や対象児をサポートする医療体制を確保する

ことが極めて難しいことから、当面、実施すること

ができない状況と判断しております。

この件につきましては、本年度策定いたします後

期次世代育成支援行動計画の中で、本町において取

り組み可能な方策等をさらに研究し、事業目標を定

めてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜

りたいと存じます。

次に、４項目めの住宅新築・改築におけます補助

制度に関する２点の御質問にお答えさせていただき

ます。

まず、第１点目の個人住宅に対します耐震改修助

成制度につきましては、耐震改修促進法に基づき、

今年２月に作成した上富良野町耐震改修促進計画に

沿ったもので、国と北海道の助成制度に町独自の助

成を上積みし、上限額を３０万円としたものであり

ます。

しかし、北海道の助成制度がことし３月末に見直

されたこともあり、本町の耐震改修助成制度を年度

当初の４月から実施できなくなりまして、１０月か

ら実施に変更し、広報かみふらの１０月号でお知ら

せさせていただいたところであります。制度施行と

お知らせが遅くなったこともありまして、現時点で

の相談・申請が１件もないのが現状であります。

このほかの住宅改修を助成する制度といたしまし

て、要介護認定者の住宅改修に１８万円を限度とす

る助成や、社会福祉協議会を窓口とする生活福祉資

金貸し付けがございますが、いずれの制度につきま

しても制度趣旨に沿った対象や制限が設けられてい

るため、まず窓口における相談が欠かせないものと

なっております。今後、本町におきましても経済振

興や温暖化対策など、国に協調した住宅関連施策の

展開もあるかとは存じますが、個人財産に対する助

成という点から、住宅リフォームのみの助成は考え

ていないところであります。

みずからが行う住宅リフォームに際して、耐震改

修や介助機能などの部分を対象にした助成を受けら

れる場合もございますので、御相談いただきたいと

考えております。

なお、耐震改修助成制度を含め、各制度の趣旨や

相談窓口につきましては、広報かみふらのなどを通

じまして、制度の利活用につながるようお知らせし

てまいりたいと存じますので、御理解を賜りたいと

存じます。

次に、２点目の太陽光発電に対する補助制度につ

ての御質問にお答えいたします。

地球温暖化対策の推進に関する法律、いわゆる温

暖化対策推進法に基づき、市町村などにおいて温暖

化対策地域推進計画が策定されつつあります。本町

においても、本年度内に町の計画のほか、省エネル

ギービジョンの策定を終わらせる予定であります。

この中では、二酸化炭素など温室効果ガスの直接排

出を抑制するほか、間接的に削減するための省エネ

ルギー対策につきましても、指針を示すこととなっ

てまいります。

さらに、来年度におきましては、太陽光、太陽

熱、風力、地熱などの新たなエネルギーに対する町

のビジョンにつきましても、検討を加える考えでお

ります。

議員御発言の太陽光発電につきましても、当然、

気象条件など設置の有効性を検討することになり、

費用対効果が望める場合には、国の助成制度の活用

を奨励することも考えておりますが、当町独自の助
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成制度につきましては、現在のところ考えてござい

ませんので、御理解を賜りたいと存じます。

次に、５項目めの予算編成についての御質問にお

答えいたします。

議員御指摘のように、循環型のまちづくりは今後

の大きな課題であり、目指すべき方向と受けとめて

いるところであります。成熟期の時代にあって、限

られた地域資源を最大限に活用し、地域循環を高め

ていくことが重要であると考えておりまして、第５

次総合計画においても「誇りと責任・役割を分かち

あえる暮らし」の中で、「生産者と消費者の協働に

よる地域循環型産業の実現」に向けまして、取り組

むこととしているところであります。

新年度の予算編成に当たりましては、さきの予算

編成会議におきまして、平成２２年度予算編成方針

を示し、現在、町組織内において、その編成作業に

鋭意努力しているところであります。厳しい経済状

況とともに、さきの総選挙の結果を受けて政権が交

代したことから、国の地方財政政策においても極め

て不透明な状況にありますが、町民生活の実態を

しっかり把握した中で、「選択と集中」、「町民と

の協働」といった視点に立ち、本町にとって必要な

事業はしっかりと予算化していくことが大切と考え

ております。

基本的な考え方としましては、「第５次総合計画

の推進」、「自治基本条例に示すまちづくり基本原

則の具現化」に向けた事務事業の組み立てを指示し

たところであり、特に当面の課題として、「経済・

産業・雇用の活性化に向けた支援策」、「福祉施策

の充実」、「住民活動の活性化」等、政策予算の重

点配分につながるよう具体的な事業化を指示してい

るところであります。

また、予算は「行政の設計書」とも言われるもの

であり、協働のまちづくりを進めていく上で、予算

に関する情報を町民の皆さんで共有をすることが、

極めて重要と受けとめております。このようなこと

から、予算の説明書として、「知っておきたい今年

の仕事」を本年度作成し、町内全戸に配布した次第

であります。

議員御質問の予算の編成過程の情報公開につきま

しては、具体の方法や内容についてどのような取り

組みが可能か、議会の皆さん方等と協議を重ねなが

ら検討してまいりたいと思っておりますので、御理

解を賜りたいと思います。

次に、６項目めの雇用の確保に関する３点の御質

問にお答えをさせていただきます。

まず１点目の内田工業の現在の状況についての御

質問でありますが、議員御発言のように、来年３月

をもちまして工場を閉鎖する旨、町に対して連絡を

いただいたところであります。

次に、２点目の工場閉鎖後における現社員の雇用

確保に向けた企業における対処についての御質問で

ありますが、現社員の離職対応につきましては、内

田工業において雇用対策法に基づきます再就職援助

計画書を策定し、取引先企業を初め関係関連企業へ

の就職あっせん、紹介活動や求人の情報提供を行っ

ております。

３点目の相談窓口の設置など、町の対応について

の御質問でありますが、総合的な窓口としまして

は、産業振興課が対応に当たるよう指示しておりま

す。

先般、ハローワーク、上川支庁と連携いたしまし

て、離職予定者を対象とした合同説明会を開催いた

したところであります。この説明会の中では、管内

の雇用情勢や求職活動の進め方、生活支援制度等の

情報提供を初め、町からも離職に伴う税金、健康保

険、年金等の手続などにつきまして説明をさせてい

ただいたところであります。今後におきましても、

離職予定者の皆様の不安が少しでも軽減されるよ

う、関係機関と連携し、引き続き可能な限りの支援

に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解

を賜りたいと存じます。

再質問ございますか。○議長（西村昭教君）

５番米沢義英君。

障がい者の就労支援につい○５番（米沢義英君)

てお伺いいたします。

全面的にバックアップするということの話であり

ますから、いずれにいたしましても障がいの持って

おられるお母さんお父さん方の声というのは、何よ

りも自分で上富良野町で安心して生活できる環境づ

くりだと。そこを含めた中で、地域で自立でき、協

力関係も高めながら、通所や一時支援など、移動支

援などを進めたいということの話です。

いずれにいたしましても、来年の春に開設したい

ということでありますから、当然、時間がないとい

う問題があります。確かに早急な部分もありますけ

れども、町としては全面的にバックアップしたいと

いうことでありますから、必要であれば町がその施

設を、公共の施設がだめだとすれば確保するだと、

そういったところまで踏み込んでやらないと、この

問題は前に進まないのだと思うのです。

確かに、看護婦宿舎というのは、僕は普通財産に

全部切りかえてしまって、予防接種の会場は別なと

ころに確保するということをやれば、可能なのかな

というふうに思うのですが、この点、どういうふう

にお考えなのか、まずお伺いしておきたいと思いま

す。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）
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５番米沢議員の１点目の障○町長（向山富夫君）

がい者の就労支援の関係につきまして、お答えさせ

ていただきたいと思います。

まず、基本的な部分、来年の新年度に開所ができ

るようなお手伝いを目標として取り組みを進めさせ

ていただいているということは、さきに一色議員に

もお答えしたとおりでございます。具体的に、その

場所等の確保につきましては、親の会の皆さん方も

会を発足させて間もないことから、そういった具体

的な進め方のノウハウについて、十分やはりまだ成

熟していない部分もあろうかと思いますので、町と

して情報提供も含めまして具体的にお手伝いできる

ところがあれば、それは積極的にお手伝いをしてい

くという姿勢は持ち続けたいというふうに考えてお

ります。

いずれにいたしましても、親の会の皆さん方にも

申し上げておりますが、やはり自主的な自主性が

しっかりと組み立てていくということは、将来を考

えますと大変大事なことでありますので、そういっ

たことも含めて、原課と十分情報交換をさせていた

だきたいというふうに考えております。

それから、場所、具体的な旧看護婦宿舎の利活用

についての御質問でございますが、これもさきに一

色議員にもお答えさせていただきましたが、予防接

種会場として制度上、非常に制約を受けるルールの

定まった中で、接種会場というものが設置されてい

なければならないというような保健所からの御指導

もいただいているということで、詳細につきまして

は、私、今承知しておりませんが、病院と切り離し

た形での接種会場というのが、それは接種会場とし

て認められるという可能性が低いというふうに伺っ

ておりまして、そういったことからも超えられない

ハードルであるというふうに理解しているというこ

とで、御理解賜りたいと思います。

５番米沢義英君。○議長（西村昭教君）

病院と切り離した予防接種○５番（米沢義英君)

会場でなくても、その連携がとれていれば、いいの

ではないかなというふうに思うのですよ。そこのほ

うが、どうなのかなというふうに考えるものですか

ら。確かに聞いたら、注射類だとか飛沫感染だとか

いろいろなのがありますから、その場所を確保する

という点では、それはそれでいいのだろうと思いま

す。あの場所は非常に、その効果は高まっていると

いうことでは重要だというふうに思います。あそこ

を併設して使うというのではなくて、全く切り離し

た中で使うということが、大切だろうというふうに

思っています。

そういうことを含めて場所の確保なのですよ、何

といっても、これを全面的に協議して詰めながら、

向こうでも話聞いたら、探しています。どんどん探

していますので、前へ進んでいると思います。そう

いう意味で、きっちりと親の会と歩調を合わせた中

で、町も本当に全面的にバックアップしたいという

町長の思いがあるのであれば、きちっとそれを情報

交換しながら、前へ進めるということ大事だと思う

のですが、この点はどうでしょう。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

５番米沢議員の御質問にお○町長（向山富夫君）

答えさせていただきます。

親の会の方々に対しましても、私の思いはしっか

りとお伝えさせていただいておりますし、それを受

けて原課のほうも親の会の皆さん方と連携して、現

在、既に行動を起こしているところでありますので

必ず実現できると。私も実現できることを前提に応

援もしてまいりますが、まず原課も親の会の皆さん

方も当事者意識を共有して、具現化に向けてさらに

一層、私の立場といたしましてもサポートさせてい

ただきたいというふうに考えております。

５番米沢義英君。○議長（西村昭教君）

親の会では、既に事業所名○５番（米沢義英君)

も聞いていらっしゃると思いますが、つけられてい

ます。事業所名は、「なないろニカラ」です。七色

の虹をした階段です。就労支援は「とむとむ」で

す。これはぴかぴか光るという意味だそうです。日

中一時支援については、「こたらら」、伸ばすとい

う言葉です。移動支援については、「みなみな」、

ニコニコ笑うということであります。

ここの言葉に見られるように、どんな思いでこう

いう言葉をつけたのか、事業所名をつけたのかとい

うことを町長もよく知っておられると思いますが、

当然、場所の確保ということであれば他の市町村で

は、既にこういった部分に対する条例を設置して、

家賃補助や、もしも建設する場合、そういった就労

支援に対する人的支援の補助制度を条例化している

のですね。こういった部分も上富良野町としては、

積極的な展開をする必要があると思うのですが、こ

の点は全面支援も含めた中で、きっちりと位置づけ

た支援がなされなければだめだと思うのですが、そ

の点どうでしょうか。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

５番米沢議員の御質問にお○町長（向山富夫君）

答えさせていただきます。

こういった福祉施設にかかわります特に今回、障

がい者自立支援にかかわります部分につきましての

町の応援の仕方、町の支え方につきましても当然必

要によっては条例化をもって支援をしていくとい

う、そういう制度設計も視野に入ってくる、そうい

うことも想定されるのかなということも考えており
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ます。

いずれにいたしましても、今回の取り組みが今後

の町のあらゆる福祉施策の一つの方向性を示す町民

ともども、私どもも勉強させていただく大きなきっ

かけづくりにもなるかなというふうに認識しており

ますので、そういったことにまでも思いを寄せて何

とか実現できるような応援をさせていただきたいと

いうふうに考えております。

５番米沢義英君。○議長（西村昭教君）

そういった意味では、町長○５番（米沢義英君)

おっしゃるように、こういう人たちが上富良野町の

中でも尊重されながら、生き生き生活ができるとい

うことは、それは町の品格というか、そういうもの

のグレードが上がるという意味で、大変重要な役割

を増しますので、この点ぜひ会と十分な意見情報交

換もしながら、前へ進めていっていただきたいとい

うふうに思います。

次に、町内の循環バスの運営についてであります

が、これについては十分検討するということであり

ますから、他の町村の事例も既に知っておられると

思いますけれども、乗り合い型のワゴン車で目的地

に行く、あるいはタクシー会社との連携のもとで目

的地に行くという形の中で、それぞれ工夫されてお

り循環型のバスという言葉は正しくありませんけれ

ども、交通手段を確保するというような進め方をさ

れております。

そういう意味では、前回のバスを一定の路線を目

指して循環させたという経過もありますけれども、

南富良野町では例えば集会所に集まってもらって、

そこから乗って町へ来るという運行もしているよう

でありますので、今後の検討課題で研究し進めたい

ということでありますから、そういう部分の研究と

いうのも当然必要になってくると思いますけれど

も、この点はどのようにお考えでしょうか。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

５番米沢議員の循環という○町長（向山富夫君）

ような意味ではないと思いますけれども、バスの交

通の確保についての御質問にお答えさせていただき

ますが、循環型のバスの運行につきましては、冒頭

お答えさせていただきましたように、事業効果を十

分得られないという中で廃止に至った経過がござい

ます。

現在、私のほうでいろいろ試行錯誤しております

が、まず運行の形態はどういうものがいいかという

ことの以前に、潜在的にどこにどの程度のどういう

利用を望まれている方がいるかという実態を、しっ

かりと押さえてほしいということも指示しておりま

す。その中で実態に合った交通手段の確保というも

のを具体的に組み立てていこうということで、今、

そういう段階を迎えているところでございます。

むしろ前回の循環型の反省としまして、私個人的

に認識しておりますのは、まずバスの乗り場まで、

循環バスはバスの乗り場まで自分で来られるという

ことが前提でございますので、私は、そこまで来ら

れない人もいるのではないかと思うのですよ。です

から、そういう人たちも交通弱者としてしっかりと

押さえた中で、交通手段の確保というものを具体的

にどういうものがいいのかと。先ほど、議員御発言

の中にありましたような南富良野のような方式もあ

りますでしょうし、デマンド方式などというものも

ありますでしょうし、それは実態を把握した中で、

これから具体的に組み立てる段階を経ていきたいと

いうふうに考えておりますので、御理解いただきた

いと思います。

５番米沢義英君。○議長（西村昭教君）

ぜひ、そういったリサーチ○５番（米沢義英君)

も含めた中で、十分検討していただきたいというふ

うに思います。

次、病児・病後児保育の問題でありますけれど

も、一番障がいになっている点については恐らく場

所の確保、あるいは人員的な配置の問題なのかとい

うふうに思います。次世代育成計画の中には、１カ

所そういうところを決めて、そこを対象にしながら

進めたいということでうたわれております。

そういう意味では、今、お母さんお父さん方の要

望としてもこれは病気、あるいは病気が回復した

後、すぐ保育所、あるいは幼稚園に行けないという

場合が当然ありますので、そういった場合、そう

いった場所を確保していただければ、本当に助かる

ということであります。それが２１年度、その計画

見ましたら目標値として実現したいということで書

かれておりますけれども、やはり場所の確保・人員

を確保、当然、医師との連携ということであります

から、ここを聞きましたら、特に小児科医でなくて

もいいのではないかというような話もありますの

で、そういう意味では、場所の確保という点できっ

ちりと、それに対処できるようなことをいつまでに

やるのかということを要求としてあるわけですか

ら、アンケート調査もされて、そこをもう少しめり

張りをつけてはっきりさせる必要があるのではない

かと。当然、財政的なものがかかわりますから、な

かなか難しい面もあると思いますが、しかし要求が

ある以上、そこに向かって進むということでの計画

目標でありますから、これは絶対死守ということの

方向で検討されるべきだと思いますが、この点はど

のようにお考えなのかお伺いいたします。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

５番米沢議員の病児・病後○町長（向山富夫君）
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児保育につきましての御質問にお答えさせていただ

きます。

当初、想定いたしましたエンゼルプランで予定し

ておりました事業の具現化については、非常に困難

であるというふうな経過に至っているという、まず

現況にあるということを御理解いただきたいと思い

ます。

もちろん議員仰せのように、そういう体制が整っ

ていることは、これは私としても１００％実現でき

れば、それにこしたことはないというふうに、その

点については全く同感でございますが、現実的にこ

れは当然、医療という分野を切り離すわけにいかな

い取り組みでございまして、現在の上富良野の当初

は派遣型ということの想定した経緯もあるようでご

ざいますが、まず病院の院内の中にそういうスペー

スを確保、物理的なそういう課題も相当高いハード

ルもございます。さらにそれ以上に、対象児を見ま

す看護師、片手間というわけは全然まいりませんの

で、やはりしっかり横に一緒にいて見てあげられる

体制、さらにはそれをしっかりと支える医師の体制

も、それらがセットで整わなければ到底実現できる

事業でございませんので、そういったことから現実

の上富良野の私どもの病院で、そういう対応が実際

に取り得る体制かと、あるいはもし新たにそういう

人材を求めて、そういう対応も図れるかということ

になりますと、これは本当に高いハードルでござい

まして、むしろ今、町の与えられた環境の状況の中

で今後対応していくような方法が、病児・病後児の

方に対して町としてできる得るものはないかという

ことで、もう少し具体化ができるようなめどの立つ

計画に、今後は展開をしてまいりたいというふうに

指示しておりますので、御理解賜りたいと思いま

す。

５番米沢義英君。○議長（西村昭教君）

そういう場合であっても、○５番（米沢義英君)

やはりいつまでに実現・実施するのかという目標を

持たないと、ただ、研究するというだけでは前に進

まないのです。

ここで質問するということは、それだけ必要だと

いうことでありますから、確かに行政の事情もある

かもしれませんが、そういうものも含めて積極的に

展開すると、してほしいということでの質問ですか

ら、この点、きちっとした目標値を何年度までに実

現するということの目標値を持たれますか、そうし

たら、お伺いいたします。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

５番米沢議員の御質問にお○町長（向山富夫君）

答えさせていただきます。

現在、平成２２年から２６年までの５カ年間の後

期次世代育成支援行動計画を策定しておりまして、

ただいま課題になっております病児・病後児保育に

つきまして、どういう対応ができるかということを

この計画期間内を目標として定めてまいりたいとい

うふうに考えております。

５番米沢義英君。○議長（西村昭教君）

結局、前回の行動計画の中○５番（米沢義英君)

にのっけて、また今度、５年間の後期の計画にそれ

でやるということですから、だけれども、やっぱり

少しでも早くということが願いですから、この点ぜ

ひまた早急に後期の後半という形でなくて、前に寄

せて展開できるようにぜひ進めていただきたいとい

うふうに思います。

次に、住宅の新築・改修時の補助制度の問題です

が、毎回ここで疑問に思うのですが、個人財産だか

ら住宅のリフォームに対する補助制度はできないと

言っているのです。しかし、私、そのことを考えた

ら、町の活性化事業で商店の店舗改築に補助出しま

したよね、その時に、そういう話ありましたよ。だ

けれども、これは政策ですから、町が活性化する、

商店が活性化するという政策でやっているのです

よ。だから、この理論は成り立たないのですよ。こ

れを進めるために、どういうまちづくりをするのか

ということが町長の中にないから、そういうこと

に、個人の財産で完結するのだと思うのです。

私は、町長思っているように、皆さん感じている

ように、町の業者の方どうですか、大変なのです

よ。今、仕事がなくて。だから他の自治体では、循

環型の社会をつくるために仕事をおこして、それに

かかわる業種の人が建物を建てれば、窓ガラスや蛍

光灯が販売できたり、そこに働く人ができるわけで

すから、そういう循環型の社会をつくるということ

をテーマにしたまちづくりをしないとだめなのです

ね。ただ、リフォームだから個人の財産に寄与する

からだめだというのではなくて、行政がやる仕事と

いうのは、将来にもきちっと展望を持ったそれがま

ちづくりの中に生きるのだという、そういう政策を

展開できるかどうかなのですよ。この太陽光発電で

もそうですよ。町が率先してこういうものを設置し

て、多少負荷はかかるでしょうけれども、負担もか

かるでしょう。だけれども、長い将来で見たら、そ

こに対する環境をよくするというテーマがあるわけ

ですから、どの市町村よりも積極的に行うというこ

とが、今、求められている政策なのです。これを設

置することによって、またそこに雇用が生まれるわ

けですから、また別なところを直そうかなという方

も出てくるかもしれません。

私は、政策というのはこういう問題であって、町

の暮らしをどう立て直すか、町の持っている人たち
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のお金を上富良野町の中でどう循環させて、生きた

お金として活用させるかどうかという、この立場か

らの低炭素社会やリフォーム時における改築の補

助、そして耐震化と結びつけた中での補助政策は絶

対生きるのです。他の市町村でも、もう実施済みで

あります。この点について、町長は、それでもなお

かつ個人の財産だから助成しない、あるいは太陽光

発電に至っても、こういった問題についてもだめだ

ということなのですか、この点、明確に答弁願いた

いと思います。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

５番米沢議員の住宅改築等○町長（向山富夫君）

に関します御質問にお答えさせていただきます。

まず、個人の方が住宅をリフォームされる、改築

をされることによって、それのみについて町が助成

をする補助をするということは、さきにも申し上げ

ましたが、私の考えの中にはないということを改め

て申し上げさせていただきますが、議員が政策とし

て、そういうことが必要だというふうにおっしゃっ

ておられました。私も政策として、そういうことは

広く公平性・公共性を考えると、皆さん方の大事な

税金をお預かりして、それをまちづくりのために生

かす立場として、それは私のまちづくりの中には想

定はしていないということで申し上げているわけで

ございまして、別な観点から、町の活性化のため

に、あるいは産業振興につながる方策等につきまし

ては、これは政策として取り上げるものは取り上げ

てまいりたいというふうに考えているところでござ

います。

あわせて、太陽光発電等につきましてもやはり事

業効果がしっかりと発言されるような、そういうよ

うな確証がある程度なければ、今、時代がそういう

時代だからということで私といたしましては、即、

それが富良野の地に合う事業なのかどうかというこ

ともまず十分検証されておりませんので、そういう

ことも含めまして、太陽光発電等につきましては、

お答えの中でも申し上げましたが、現在のところ、

そういう考えではないということでお答えさせてい

ただいているところでございます。

５番米沢義英君。○議長（西村昭教君）

それではお伺いいたします○５番（米沢義英君)

が、きちっと費用対効果も含めて調査されますか、

この点お伺いいたします。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

太陽光発電等につきまして○町長（向山富夫君）

は、町独自が調査等を行うということは、これは到

底技術的なノウハウも持ち合わせておりませんので

できませんが、参考とできるデータ等は今後、今、

まだこういう事業はスタートしたばかりでございま

すので、いろいろな実証実験等も行われますでしょ

うし、データも収集できると思っておりますので、

それらは今後、大いに参考とさせていただきたいと

思っております。

５番米沢義英君。○議長（西村昭教君）

既に政府関係の中では、こ○５番（米沢義英君)

ういうものを補助に上乗せして、やっぱり環境負荷

を減らすということですから、そのことをとらえた

場合、当然、国が推進しているわけですから、それ

はいいのも悪いのもありますよ、国が推進する中に

は。ただ、やっぱり将来を見た場合は、これは絶対

生きるものだと思います。なぜ、それでは地方自治

体においても札幌や長沼、北見、いろいろな自治体

が、最近、幕別や芽室町に至っても補助制度、独自

でやっているのですね。

そういう意味では、そこには地元の企業が活性化

するのではないかという思い、あるいは将来の二酸

化炭素を削減するという思いだとかがあるわけで

す。実際にそれによって設置されたことによって、

電気を売り買いしながら二酸化炭素の節約、削減に

寄与しているということが実際うたわれています。

ただ、まだ難点としては、実際、設置費用が高いと

いう問題がありますから、回収に対する費用が恐ら

く１５年から２０年かかるのではないかということ

が言われています。

ただ、そういう意味では、きっちりとした一定の

評価もされている部分なので、そういうものも含め

て町が政策的に展開しないと、町長、できない話な

のですよ。町長、幾ら言葉で循環型の社会だとか

言ったって、きっちりと企業をおこして仕事を確保

して、それを前に進めるということをやらないと、

だめだと思うのです。確かに、農業分野だとかいろ

いろな分野でも行えることは確かだと思いますが、

私はこういった要望が今の町の人たちに聞いていま

すけれども、やっぱり建設業者の人に聞いていて

も、他の市町村でやっているようにリフォーム制度

についても町でやってほしいと。改修やるときに

も、やっぱり補助があればいいという声がありま

す、実際。そういうことも踏まえれば、町長の言っ

ていることと、やろうとすることの矛盾があるのだ

と思うのです。町長に、なぜその矛盾が生まれるの

かと言えば、町長が将来に対する、まちづくりに対

するビジョンがあるのはあるのだけれども、しっか

りとして形で持っていないというところが最大の弱

点だと思うのですが、この点、町長含めて検討なさ

れる必要あるのではないですか、お伺いいたしま

す。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

５番米沢議員の御質問にお○町長（向山富夫君）



― 39 ―

答えさせていただきます。

まず、住宅のリフォーム等に関します点から申し

上げますが、町民のさまざまな方々が、さまざまな

思いを持って暮らしを立てておられます。そういう

中で、それぞれ各個人個人にはいろいろな町に対す

る要望も思いをお持ちであるということは承知して

おりますが、私は、町の運営を預かる立場といたし

ましては、すべてのものにおこたえできるというこ

とは１００％できないわけでございまして、その中

でことしの予算編成の中でも申し上げておりますよ

うに、集中と選択ということをまさしく今は厳しく

見ていかなければならないというふうに、それをま

ず理念として掲げているわけでございまして、やは

り限られた予算を最大限、町の繁栄のために役立て

れるようなそういう枠組みの中で計画を立てていく

べきだというふうに考えておりまして、そういうこ

とから先ほどの御答弁に至ったということで御理解

いただきたいと思います。

また、太陽光発電、具体的に太陽光発電等の助成

制度につきまして、制度化されております市町村も

あることも承知しておりますが、私は今の段階、非

常にこういう分野は技術革新も早いですし、まだま

だ効率的なシステムも生まれてくるでしょうし、

ローコストで効率の高いシステムが出てきた段階で

は、これは先ほど申し上げましたように、現行では

念頭にございませんが、今後、クリーンエネルギー

の推進等から見まして投資効果があるということの

判断に至れば、それは当然、積極的に取り組んでま

いりたいというふうに考えております。

まちづくりの理念に対します展望につきましても

御意見を賜りましたが、しっかりとその辺は、私、

自分自身の気持ちとして、それは整理をして今後の

まちづくりに取り組んでまいりたいというふうに考

えております。

５番米沢義英君。○議長（西村昭教君）

次、お伺いいたしますが、○５番（米沢義英君)

そうであるならば本年度の予算の中で、産業や経済

や雇用の活性化に向けた支援、あるいは住民活動の

活性化という形で、具体的に予算編成においては指

示されているということでありますが、それでは具

体的に活性化の対策として、町長は次年度こういう

問題に対して内需を拡大したりだとか、そういった

ことを考えておられるのかお伺いいたします。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

次年度の予算編成の中の過○町長（向山富夫君）

程におきまして、政策的に予算を立案する現在作業

中でございますが、まず私の予算編成に当たっての

基本は、何度も申し上げておりますが、さまざまな

境遇の中で、さまざまな状況の中で暮らしておられ

る方の中で十分光が当たっていない部分に、隅々ま

で光が当たるようなそういう政策展開を大きな基本

理念として押さえておりますので、そういったこと

をまず柱とさせていただいているところでございま

す。

さらに、産業の活性化、これは人口減少対策も含

めまして、町にとっては将来を大きく左右する大き

な課題でございますので、人口増の定住対策等も当

然でございましょうし、まず産業をしっかりと組み

立てると。農業・商工業含めまして、産業構造を

しっかりともう１回見つめ直して、本当に上富良野

の産業がぶれないような安定した生活が皆さん営ま

れるような、しかも安心で安全で生活が営まれるよ

うなまちづくりを予算編成の大命題としておりま

す。

具体的な個別の案件につきましては現在精査中で

ございますので、まだお知らせする段階ではないと

いうことで御理解賜りたいと思います。

以上で、５番米沢義英君の○議長（西村昭教君）

一般質問を終了いたします。

次に、１１番渡部洋己君の発言を許します。

最後になりますと、皆さ○１１番（渡部洋己君）

ん質問されて、質問なくなってきますけれども、通

告どおり質問させていただきたいと思うので、よろ

しくお願いいたしたいと思います。

まず初めに、上富良野町においても事業仕分けを

考えてはということで、町長にお伺いいたしたい。

さきの衆議院選挙での政権交代により、初めての

事業仕分けが行われ、国民より高い評価が得られま

した。これは、今、非常にパニック状態でありまし

て、今後どのようになるかちょっと見きわめる必要

がありますけれども、我が町の財政も一般会計では

１０年前と比較すると、やや２０億円近く減額して

おりまして、そんな中でも今後においてますます厳

しい財政になろうかと思います。そんな中で、事業

の見直しも考慮する必要があるのではないかと思わ

れまして、我が町においても事業仕分け的な考えは

どうなのかお聞きしたい。

続きまして、高齢者事業団の今後の運営について

ということで、町長にお伺いいたしたいと思いま

す。

我が町では、現在、定年退職後の生きがい対策と

して高齢者事業団があり、公園の管理や農作業など

に幅広く活躍され、高く評価されているのが実態で

あります。しかし、高齢者という年齢的な問題も

あって、自衛隊を退官された方が加入できないとい

うこともあって、今後において高齢者事業団の年齢

の間口を少し広げるとか、そのような要請を行って

いただいて、充実した高齢者事業団の運営をお願い
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してはどうかということで、町長にお伺いします。

よろしくお願いします。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

１１番渡部議員の御質問に○町長（向山富夫君）

お答えさせていただきます。

まず、１項目めの事業仕分けの導入に関する御質

問にお答えさせていただきます。

事業仕分けに関しましては、さきに村上議員から

の御質問に御答弁申し上げましたところでございま

すが、予算事業について客観的な視点で判断してい

く仕組みとしては、極めて高い効果があるものと受

けとめておりますが、町としては現在、試行を実施

しております事務事業評価について、その精度を高

めるとともに、予算へ反映させていくよう検討を進

めてまいりたいと考えているところでありますの

で、御理解を賜りたいと存じます。

次に、２項目めの高齢者事業団の今後の運営につ

いての御質問にお答えさせていただきます。

高齢者事業団は、高齢者がその豊かな経験・技能

を生かして働く機会を確保し、生活感の充実と福祉

の増進を図りながら、地域社会の発展に寄与するこ

とを目的に設立されております。

上富良野町では、平成元年に設立されてから２０

年が経過し、その活動は御承知のように、町内で多

方面にわたる活躍が浸透されており、その業績は

ピーク時には及ばないものの、ここ数年は増加傾向

にあります。

自衛隊退職者が加入できないとの御質問でありま

すが、上富良野町の高齢者事業団では、正会員はお

おむね６０歳からと規定されております。

高齢者事業団は、高齢者の生きがい対策としての

就労の場という性格でありますことから、この点を

御理解いただき、加入年齢をさらに拡大してはとの

点に関しましては、高齢者事業団の本来の趣旨から

して、なじむものではないと判断しておりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。

再質問ございますか。○議長（西村昭教君）

１１番渡部洋己君。

まず、事業仕分けという○１１番（渡部洋己君）

ことで再質問したいと思いますが、さきに同僚議員

が質問されておりますけれども、私は議員という

か、町民参加までではなくて、予算編成の中で組む

時点というかな、その中に我々議員も少し加入でき

ないかということでお話ししたいなと思う。

実は今までもそうなのですけれども、予算が全部

組まれた段階、すべてできあがった段階で我々に示

されて、承認していただきたい。そんな中で特別委

員会やったりして、三日四日かけて論議はするので

すけれども、その中で数字を動かしたりということ

はなかなかできないものですから、そんなことで質

問させていただきたいなと思っております。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

１１番渡部議員の事業仕分○町長（向山富夫君）

けと申しましょうか、事業を組み立てる過程の御質

問かと思いますが、確かに私も議席を持たせていた

だいた経験がありまして、そういうようなことを感

じたことも実際ございます。

そういった経験も踏まえまして、私は、極力事業

が成案として固まる前に皆さん方に御相談を、御提

案というよりもむしろ御相談を申し上げれるそうい

うような部分がある場合においては、そういう段階

でまず議会の皆さん方に、町が組み立てようとして

いる考えにつきまして御意見をいただくような、そ

ういう過程はあってもいいなというふうには考えて

おりますが、すべてそういうプロセスを講じれるか

ということになりますと、これはちょっとそこまで

想定しておりませんので、何ともお答え申し上げれ

ませんが、要するに大きな事業目標を立てるときに

当たっては、やはりそれらを議会の皆さん方と意見

交換をして価値観を共有できるかという、そういう

過程はあってもいいのではないかなというふうには

考えております。

１１番渡部洋己君。○議長（西村昭教君）

それはそれで十分わかり○１１番（渡部洋己君）

ますけれども、実は先ほども言われましたように、

非常に財政的に厳しくなってきまして、これは町民

の方も皆さんわかってきているのですね。以前は各

地域の人から要望受けまして、これをやってほし

い、あれやってほしいと、いろいろな要請はしたの

ですけれども、最近は逆に余り要求してもやっぱり

財政厳しいのをわかっていますから、それは余り無

理なことは言わないのですけれども、今、やってい

ることが果たしてあれが必要なのかとか、そういう

ことを逆に言われることが多いですよ。それで、中

身の検討どうなのかということを私は今後やってい

く必要があるのかなというふうに思っております。

それと、先ほど同僚議員の中で広域連合の話あっ

たのですけれども、これも先ほど消防の中でも広域

のほうが先に議会があるものですから、その中でも

自賄いの部分の予算を我々議員もそこへ少し加入で

きないのかなという気もするものですから、そうい

う話をいたしました。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

１１番渡部議員の御質問に○町長（向山富夫君）

お答えさせていただきます。

確かに大事なことでございます。こういう厳しい

財政の中で、もちろん事業効果を高めていくという

ことは、これは永遠のテーマでございますし、当然
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義務でもございますが、さらにその中にあって事業

の、多分、議員おっしゃっておられる意味としまし

ては、スクラップ・アンド・ビルドをきちっと町民

の目線で町民の皆さん方に御理解いただけるよう

に、そういう政策展開をしてほしいということかな

と思います。

当然、取捨選択は、これからますます厳しく求め

られると思います。そういう過程を、町民の皆さん

方と価値観を共有しながら、あるいは議会の皆さん

方とも意見を交わしながら、取捨選択を我々だけで

するのではなくて、広く皆さん方の御意見をいただ

きながら取捨選択の判断をする、御意見をいただ

く、そういう方法が私としてもその意味合いは十分

理解できますので、今後、十分その精度が高まりま

すよう、特にスクラップ・アンド・ビルドについて

は、現在、予算編成の中で私申し上げておりますの

で、見直すべきものは見直す、廃止するものは廃止

する、そのめり張りをきちっとつけてほしいという

ことで、それに皆さん方の御意見も反映できるよう

な仕組みができるとすれば、今後も多いに検討させ

ていただきたいと思います。

１１番渡部洋己君。○議長（西村昭教君）

このことについては、国○１１番（渡部洋己君）

も大変な状況にありますし、町の財政もだんだんと

それに伴って厳しくなりますので、そこら辺は十分

我々も住民に訴えていかなければならないし、これ

らは今後の課題として受けとめたい。

続きまして、事業団のことなのですけれども、こ

とし夏に麻生政権のもとで経済対策ということで、

我が町でも２億円ぐらいの事業で、町の道路の改修

工事をやったりこういったことで仕事があったので

すけれども、極力、町の業者でお願いしたいという

ことで、それは私もちょっと急に仕事ふえてどうな

のかなという、雇用の対策ということで、それで心

配しておったのですけれども、聞きますと、そう

いった仕事の絡みで建設業の方から事業団のほう

へ、３社ぐらいから要請があったという話も聞いた

ので、これは非常にいいことだなと。

それは今後どうしてもそういう形ですね、企業も

大変なので、人を抱えるということは大変なので、

そういった派遣的なものが必要なのかなと思います

し、ただ、改めて派遣業者をつくるとなるとまた大

変ですので、今、ある派遣業者と言ったら悪いです

けれども、高齢者事業団がそういった部分を賄って

おりますので、特に我々農業者においても、今、収

穫時期に大変助かっているのですよね。私も実際利

用させてもらっているのですけれども、なかなか皆

さん同じ時期になるものですから対応しきれなく

て、私の場合も旭川の派遣業者からでもお願いした

りして、そうなると、大変交通費もかかったりして

高くなるものですから、できたら地元にそういうこ

と対応してくれれば一番いいのです。そんなことも

あって、先ほど退官者の方云々と言っていますけれ

ども、やっぱり心配されるのは、今まで大体皆さん

それぞれ職についておったと思うのですけれども、

これからどんどんそういった仕事がなくなったとき

に、受け手としてそういったものがぜひあれば、安

心しておれるのかなと。それがないとなると、よそ

の町へ行かれたり、そういうことが心配されますの

で、もう少し間口広げる。

国から助成もらったりしているわけでないですか

ら、うちの町で補助しているので、そこら辺のあれ

は多少余裕、幅持たせれることはできるのかなとい

う気いたしますし、そこら辺、再度聞きたい。

町長、答弁。○議長（西村昭教君）

１１番渡部議員の高齢者事○町長（向山富夫君）

業団含めましての雇用の場の確保についてのお尋ね

にお答えをさせていただきますが、まず若い人の要

するに雇用の機会がだんだん狭まってきているとい

う実態は、当町のみならず全国的な傾向。午前中の

質疑の中でも、高校生の就職内定率が極めて低いと

いうことなどでもあらわれておりますように、非常

に雇用環境はタイトだということは現実でございま

す。

そういう中で、ことしは経済対策といたしまし

て、公共工事も一定程度させていただきました。特

に、そういう中で臨時的に雇用を求めておられる方

が出てきているということもお聞きしております

が、これが恒常的に仕事をしていただくような手だ

てが今後も出していけるかということになると、こ

れもまた非常に国の配慮によるところが大変多いも

ですから、これは国に対して、あるいは北海道に対

しては、ぜひ地域が活性化するような施策を打って

ほしいということは、また別の問題として私も申し

上げていきたいと思いますが、高齢者事業団につい

て申し上げますと、さきの答弁でもお答えさせてい

ただきましたように、高齢者事業団の設置の趣旨と

申しましょうか、それから申し上げますと、まさし

く生きがい対策、就業機会を持ってもらうという趣

旨でなくて、生きがい対策ということが一番メイン

になっておりまして、実は私も利用者で助けられて

いる一人ではございます。

当初の設立の経過から申し上げますと、農作業

等、どちらかというとハードな仕事を想定して設立

された事業団でないということでございまして、事

務局長にお聞きいたしますと、大変農家からの仕事

の希望が多いのはありがたいのだけれども、働いて

おられる方、非常に重労働感があるのだということ
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で、特に夏の暑い盛り等につきましては、非常に体

調を事務局長も心配しながら、仕事をお引き受けし

ているような実態も聞いております。

そういうことからして、高齢者事業団のあり方そ

のものが、生きがい対策をまず大きな目標と掲げて

おりますので、希望があったところにおこたえし

て、働き手を供給するというようなそういう意味合

いを持たせるということは、ちょっと私は困難かな

というふうに考えておりますので、御理解いただき

たいと思います。

１１番渡部洋己君。○議長（西村昭教君）

確かに、基本を話せばそ○１１番（渡部洋己君）

うなるのですけれども、実態から見ると、我々も期

待しているものですから、ただ、同じ中富さんの場

合はやっているのですけれども、午前中だけという

話も聞きます。そうなると、農家の人は「午前中な

ら頼まないわ」という話も聞きますので、我々も来

てもらえれば１日やってほしいというのもあります

し、基本はわかりますけれども、そうなったとき

に、やはり重要な位置づけだということを認識して

いただいて、町も予算つけて金を出しておりますの

で、これがもし足りないとか何とかなったときに

は、ぜひまた予算つけていただきたいなと、よろし

くお願いします。

よろしいですね。○議長（西村昭教君）

以上をもちまして、１１番渡部洋己君の一般質問

を終了いたします。

これにて、一般質問を終了いたします。

──────────────────

◎散 会 宣 告

以上をもちまして、本日の○議長（西村昭教君）

日程は、全部終了いたしました。

本日は、これにて散会いたしたいと思います。

あすの予定について、事務局長から報告いたさせ

ます。

事務局長。

あす１６日は、本定例○事務局長（中田繁利君）

会の２日目で、開会は午前９時でございます。定刻

までに御参集賜りますようお願い申し上げます。

以上であります。

午後 ３時１２分 散会
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上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の

正確なることを証するため、ここに署名する。

平成２１年１２月１５日

上富良野町議会議長 西 村 昭 教

署 名 議 員 中 村 有 秀

署 名 議 員 和 田 昭 彦
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（第２号）○議事日程

第 １ 会議録署名議員の指名の件

第 ２ 議案第 １号 平成２１年度上富良野町一般会計補正予算（第６号）

第 ３ 議案第 ２号 平成２１年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

第 ４ 議案第 ３号 平成２１年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

第 ５ 議案第 ４号 平成２１年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第２号）

第 ６ 議案第 ５号 平成２１年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

第 ７ 議案第 ６号 平成２１年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第２号）

第 ８ 議案第 ７号 平成２１年度上富良野町水道事業会計補正予算（第２号）

第 ９ 議案第 ８号 平成２１年度上富良野町病院事業会計補正予算（第３号）

第１０ 議案第 ９号 上富良野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

第１１ 議案第１０号 上富良野町集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

第１２ 議案第１１号 上富良野町営住宅管理条例の一部を改正する条例

第１３ 議案第１２号 北海道市町村備荒資金組合を組織する市町村の数の増減について

第１４ 議案第１３号 北海道後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について

第１５ 議案第１４号 見晴台公園の指定管理者の指定について

第１６ 議案第１５号 南部地区土砂流出対策工事（ベベルイ川）（Ｈ２０国債）請負契約変更の件

第１７ 議案第１６号 北２４号排水路支線整備工事（Ｈ２０国債）請負契約変更の件

第１８ 議案第１７号 ヌッカクシ富良野川支流整備工事請負契約変更の件

第１９ 議案第１８号 北２４号排水路支線整備工事（Ｈ２１国債）請負契約締結の件

第２０ 認定第 １号 平成２１年第３回定例会付託

議案第４号 平成２０年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件

第２１ 認定第 ２号 平成２１年第３回定例会付託

議案第５号 平成２０年度上富良野町企業会計決算認定の件

第２２ 発議案第１号 サンルダム本体工事凍結解除を求める意見の件

第２３ 閉会中の継続調査申出の件

───────────────────────────────────────────────

（１４名）○出席議員

１番 岡 本 康 裕 君 ２番 村 上 和 子 君

３番 岩 田 浩 志 君 ４番 谷 忠 君

５番 米 沢 義 英 君 ６番 今 村 辰 義 君

７番 一 色 美 秀 君 ８番 岩 崎 治 男 君

９番 中 村 有 秀 君 １０番 和 田 昭 彦 君

１１番 渡 部 洋 己 君 １２番 佐 川 典 子 君

１３番 長谷川 徳 行 君 １４番 西 村 昭 教 君

───────────────────────────────────────────────

（０名）○欠席議員

───────────────────────────────────────────────

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名

町 長 向 山 富 夫 君 副 町 長 田 浦 孝 道 君

教 育 長 北 川 雅 一 君 代表監査委員 高 口 勤 君

教育委員会委員長 増 田 修 一 君 農業委員会会長 中 瀬 実 君

会 計 管 理 者 新 井 久 己 君 総 務 課 長 服 部 久 和 君

産業振興課長 伊 藤 芳 昭 君 保健福祉課長 岡 崎 光 良 君

岡 崎 智 子 君 町民生活課長 田 中 利 幸 君健 康 づ く り 担 当 課 長

建設水道課長 北 向 一 博 君 松 本 隆 二 君技 術 審 査 担 当 課 長

公園整備担当課長 菊 地 昭 男 君 農業委員会事務局長 菊 池 哲 雄 君

教育振興課長 前 田 満 君 大 場 富 蔵 君ラベンダーハイツ所長

町立病院事務長 松 田 宏 二 君
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───────────────────────────────────────────────

○議会事務局出席職員

局 長 中 田 繁 利 君 主 査 深 山 悟 君

主 査 遊 佐 早 苗 君
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午前 ９時００分 開議

（出席議員 １４名）

───────────────────

◎開 議 宣 告

御出席、まことに御苦労に○議長（西村昭教君）

存じます。

ただいまの出席議員は１４名であります。

これより、平成２１年第４回上富良野町議会定例

会２日目を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。

───────────────────

◎諸 般 の 報 告

日程に入るに先立ち、議会○議長（西村昭教君）

運営等諸般の報告をいたさせます。

事務局長。

御報告申し上げます。○事務局長（中田繁利君）

議会運営委員長並びに各常任委員長から、閉会中

の継続調査として別紙配付のとおり調査事項の申し

出がありました。

以上であります。

以上をもって、議会運営等○議長（西村昭教君）

諸般の報告を終わります。

───────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件

日程第１ 会議録署名議員○議長（西村昭教君）

の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、

１１番 渡 部 洋 己 君

１２番 佐 川 典 子 君

を指名いたします。

──────────────────

◎日程第２ 議案第１号

日程第２ 議案第１号平成○議長（西村昭教君）

２１年度上富良野町一般会計補正予算（第６号）の

件を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

ただいま上程いただき○総務課長（服部久和君）

ました議案第１号平成２１年度上富良野町一般会計

補正予算（第６号）の提案要旨について御説明申し

上げます。

１点目は、経済対策として、その整備費全額が交

付されます全国瞬時警報システムの整備事業実施に

伴います所要額の計上とともに、整備に要する期間

が年度を超えることが明確な状況にあることから、

あわせて事業費総額の繰越明許費の設定をお願いす

るものであります。

２点目は、今夏の冷湿害対策として、農業者が農

業経営維持資金の活用に当たり、その利子等補給事

業の実施に伴い期間を平成２６年度まで、限度額を

４２５万２,０００円とする債務負担行為の設定を

お願いするものであります。

３点目は、厳しい経済状況の中、町商工会が実施

するプレミアム商品券発行によります消費振興活性

化事業に対して所要の助成措置をお願いするもので

あります。

４点目が、障害者自立支援事業における利用者数

の変動とあわせて、障害福祉サービス報酬額の改定

等から、また、保育所運営事業においても入所児童

者数の変動等から実績見込みに大きな変動が生じる

ことに伴いまして、所要額の計上をお願いするもの

であります。

５点目は、さきの臨時町議会で御議決賜った今年

度の人事院勧告等に伴う給与条例の改正及び職員の

会計間異動や共済費負担率の改正等に伴う職員給与

費について、所要額の計上をお願いするものであり

ます。

以上、申し上げたことを主な内容として、各事業

費の確定に伴う執行残の減額補正とあわせて、特別

交付税においては平成２０年度の交付額をもとに再

計算し、一定額を歳入に計上するとともに、予備費

から一定額を充用することで補正予算を調整したと

ころであります。

それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分につきまして説明をし、予算の事項別

明細書につきましては省略をさせていただきますの

で御了承願います。

議案第１号平成２１年度上富良野町一般会計補正

予算（第６号）。

平成２１年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第６号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

６,６８１万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ７３億５,１９３万４,００

０円とする。

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）。

第２条、繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明

許費補正」による。

（債務負担行為の補正）。

第３条、債務負担行為の追加は、「第３表 債務

負担行為補正」による。
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１ページをお開きください。

第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。

第１表、歳入歳出予算補正。

１、歳入。

７款国有提供施設等所在市町村助成交付金、５７

５万円の減、１０款地方交付税、２,４００万円、

１２款分担金及び負担金、１１２万８,０００円、

１４款国庫支出金、１,８８６万円、１５款道支出

金、１,８３９万８,０００円、１６款財産収入、１

９９万４,０００円、１７款寄附金、４２万５,００

０円、２０款諸収入、７７６万１,０００円、歳入

合計が６,６８１万６,０００円となります。

２ページに移ります。

２、歳出。

２款総務費、３,１００万４,０００円、３款民生

費、４,８１１万８,０００円、４款衛生費、１４万

６,０００円、５款労働費、３３万５,０００円、６

款農林業費、１７万４,０００円の減、７款商工

費、１,０００万円、８款土木費、１４９万２,００

０円の減、１０款教育費、５９８万９,０００円の

減、１３款給与費、１５２万２,０００円、１４款

予備費、１,６６５万４,０００円の減、歳出合計が

６,６８１万６,０００円となります。

３ページに移ります。

次に、第２表、繰越明許費補正につきまして申し

上げます。

冒頭申し上げましたように、現年度中の完了が難

しい全国瞬時警報システム整備事業につきまして、

予算科目及び金額の追加設定をお願いするものであ

ります。

次に、第３表、債務負担行為補正につきまして申

し上げます。

これも冒頭申し上げましたように、冷湿害等農業

経営維持資金利子等補給につきまして、期間及び限

度額の追加設定をお願いするものであります。

以上、議案第１号平成２１年度上富良野町一般会

計補正予算（第６号）の説明といたします。

御審議いただきまして御承認くださいますようお

願い申し上げます。

これをもって、提案理由の○議長（西村昭教君）

説明を終わります。

これより、質疑に入ります。ございませんか。

５番米沢義英君。

３ページの冷湿害等の農業○５番（米沢義英君）

経営の維持に係る利子補給ということで予算化され

まして、実際被害総額もかなりな状況に上るという

ことで、農家の人たちもこういう補給体制をとって

いただければ大して助かるということであります

が、この富良野沿線、この資料２では約４億４,６

００万円の被害相当ということでありますが、これ

は上富良野町だけなのか、それとも富良野全体の被

害状況なのかということをちょっとお伺いしたいと

いうふうに思います。

もう１点は、昨年と比べて最終的な決済はまだま

だ出ていないかと思いますが、作物等の価格の変動

というのは、例えば水稲やジャガイモだとか、その

他白菜だとかタマネギ等々ありますが、比べてどう

いうような、昨年より下がっているのか上がってい

るのか、そこら辺なんかもお聞かせ願えればという

ふうに考えております。

この資料では、これにかかわる調査の聞き取りと

いう形で、利子補給を要請、希望農家ということで

３５戸という形の推定でありますが、これは恐らく

推定でありますから若干変化するのかなというふう

に思いますが、変化したとしてもこの補正で十分足

りるのかどうなのか、この点お伺いしておきたいと

いうふうに思います。

次に、８ページの地方交付税の点で、当初予算よ

りも交付税等が若干ふえているかというふうに思い

ますが、改めてお聞きしたいのは、このふえている

要素等について今回２,４００万円の補正がなされ

ております、この点。

それと、今、地方交付税というのは財政の調整機

能という形で、地方自治体にとっては本当に使いや

すい、あるいは財政を、少しでもこの交付税をふや

してほしいという要望が出ております。あわせてこ

の点でお伺いしたいのは、今、事業仕分けという形

の中で、将来的に明年度以降この交付税の削減等の

話も出ておりますが、そうしますとこの財政調整機

能そのものが失われる可能性もあります。

そうしますと、当然、財政的にも大きな影響も出

て、その他事業仕分け等においては公共下水道等

や、あるいは共済等の国からの補正が減額するな

ど、直接地方自治体にも影響を及ぼすような、かか

わる事業仕分け等ということで、全国の地方自治体

から見直すものは見直していいけれども、地方自治

体が維持しなければならないものはきっちり維持し

なければならないという声が上がっているわけであ

りますが、今後予想されるこういった事業仕分け等

によって、この減額される分、そういった名目でど

ういった項目が減額要素の対象として事業仕分けの

対象になっているのか、この点大まかでいいです、

わかればお聞かせ願いたいというふうに思います。

次に、１０ページの総務費の権限移譲の事務交付

金でありますけれども、これに係って地方分権の一

括法案において、どんどん地方にできるものは速や

かに事務を行ってもらうというような体制づくりと
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いうことで、一定の許認可の権限も地方に移された

という経過があります。

そういう意味では、この点大変いいというふうに

思いますが、この点は現状において事務権限が移譲

された中で、財政的な負担、国から来ている負担と

町が持ち出している負担、こういったものがきちっ

と整理されて使い勝手いいような制度になっている

のか。逆に分権という形で、権限は移譲されたけれ

ども財源が伴ってきていないという問題があると思

いますが、この点ちょっと私自身勉強不足でわから

ないものですから、町としてはどういうふうに受け

とめておられるのか、この点をお伺いいたします。

さらに、１４ページの富良野広域連合推進費とい

う形で２,１００万円も予算がついております。こ

れは、広域連合の管理費、衛生費、消防費、給食セ

ンター費という形で、人件費も含めたその他もろも

ろの諸費という形になっておりますが、今回消防費

という形で１,５００万円の予算が計上されている

かというふうに思います。

これは本来でありましたら、当初予算の中できっ

ちりと予算計上されなければならなかったのかなと

いうふうに思いますが、当然予算ですからそのとき

によって変動するということで、やむを得ないとい

う予算も当然あるかというふうに思いますが、この

点どういう要素の中で、今こういう消防費に限って

言えば予算を計上しなければならなくなったのか、

改めてこの点についてお伺いしておきたいというふ

うに思います。

あとは、商業振興費という形で、活性化事業とい

うことで、今回はプレミアム商品券という形で予算

計上されておりますが、この点についても一部商店

が独占するのではないかとか、一部の人が買い取っ

て他に回らないというのではおかしいという話もあ

りますので、この点、去年も実施されて改善されて

実施される部分もあると思いますが、この点につい

てお伺いいたします。

産業振興課長、答弁。○議長（西村昭教君）

５番米沢議員の御○産業振興課長（伊藤芳昭君）

質問にお答えを申し上げます。

まず、１点目の冷湿害等の被害額でございますけ

れども、これについては上富良野町の被害額と。そ

の中身につきましては、北海道に報告をさせていた

だきました部分については、水稲、小麦、デント

コーンの被害等で４億３,０００万円の被害という

ことで報告させていただいております。

また、２点目の各作物の被害価格状況でございま

すけれども、農協から聞いておりますのは、価格の

部分については余り極端な下落はないと。ただ、こ

の冷湿害の中で、小豆ですとかてん菜、これが作付

面積に対しまして収穫が５割だとか、本当にひどい

ものはそれ以下の状況だということで、そういうこ

とで収入が減額したということで受けとめておりま

す。

また、３点目の御質問でございますけれども、今

回上程させていただきます予算の中身につきまして

は、今、町で押さえているのは、これが最大限の

マックスの金額ということでございます。

以上でございます。

総務課長、答弁。○議長（西村昭教君）

５番米沢議員の御質問○総務課長（服部久和君）

にお答えします。

まず、１点目であります地方交付税の中の特別交

付税についてであります。

今回、予算化をお願いしております特別交付税の

理由につきましては、これがふえたとかというわけ

ではなく、当初予算において２０年度の決算見込み

を立てて数字を推計しておりました。今回、２０年

度の決算額におきまして再計算して、この額であれ

ば大丈夫だという額を予算計上させていただいてお

ります。

次に、地方交付税全般のお話の中で、減額あるい

は地方の状況としては今後ふえることが一番望まし

いのですけれども、国の状況等を考えますと、この

経済対策が終わった後にどのような形で地方交付税

に対する削減がされるか、大変不透明であり、また

財政担当としまして非常に不安な部分であります。

その関係で、事業仕分けというものが今回なされ

ておりまして、この中でいろいろな事業が新聞等で

もありましたけれども、北海道であれば１次産業に

対する事業、これらに非常に多大な影響額が出るで

あろうということでありますが、最終的な結論につ

きましては政治的な判断がなされて明確にこれから

なってくると思っております。

ただ、事業仕分けの中で地方にゆだねるべきだと

か、そういう評価が散見して見られたわけでありま

すが、これらについては国におきます事業だけが地

方に任されるということではなく、それと同時に財

源がついてきた中で事業を進めるというような考え

方がなければ地方としては対応ができないという現

状であります。

したがいまして、それらの対応については、町か

ら道、国に対して十分要望をしていかなければなら

ないものと考えているところであります。

次に、権限移譲の関係でございます。権限移譲に

つきましては、道のほうでこの事業を受けるのであ

れば、これだけのお金を財源的に事業の取り扱い件

数に応じて１件当たり単価が決まっております。そ

れに対する財源は来ているところであります。ま
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た、うちのほうで受ける受けないという部分は、市

町村が判断して受ける受けないを決定できます。し

たがいまして、非常に手間のかかるだとか、財政的

経費がかかるというようなものは、ある意味受けな

いというような部分がありまして、対費用効果だと

かそういう部分、細やかに必ずしも見ているもので

はありませんが、総体的には移譲されるものの財源

は確保されているというふうに考えております。

次に、富良野広域連合の関係であります。消防費

の関係でありますが、これにつきましては当初予算

で見ていたものと、人事異動等によりまして予測で

きない部分が発生した結果、１,５００万円程度の

大きな額となったということで御理解をいただきた

いと思います。

以上であります。

産業振興課長、答弁。○議長（西村昭教君）

５番米沢議員のプ○産業振興課長（伊藤芳昭君）

レミアム商品券に関する御質問にお答えを申し上げ

ます。

今の御質問の内容ですけれども、今回実施する部

分につきましては、商工会の中で過去にそういう意

見があったということを踏まえて、今回３日間につ

きましては一般の消費者を優先して販売するという

ことで改正されてうちのほうに提出されておりま

す。それで、実際にこういうことで商工会のほうで

販売する予定と聞いております。

以上でございます。

ほかにございませんか。○議長（西村昭教君）

１１番渡部洋己君。

農業の冷湿害対策という○１１番（渡部洋己君）

ことで、利子補給ということなのですけれども、こ

れは資料の中で共済金ですか、１２月、最近ですけ

れども共済金の金額が出たと思います。それで、そ

の時点で変わる可能性があるということなのですけ

れども、それは変わりないのかどうなのか、ちょっ

とお聞きしたいなと思います。

産業振興課長、答弁。○議長（西村昭教君）

渡部議員の御質問○産業振興課長（伊藤芳昭君）

にお答えを申し上げます。

この１２月の利子補給につきましては、今、農協

のほうで借り入れを含めてまとめているところでご

ざいます。

それで今回、債務負担行為については５年間とい

うことで提案をさせていただいておりますけれど

も、１２月にその借り入れの部分が出てくれば、も

し２５日に借り入れを起こすということになれば、

３１日までの４日なり３日なりの利子補給が出てく

ると。それで、出てきた場合は、新しく３月の議会

において補正で対応したいと、このように考えてお

ります。

済みません、共済金につきましては、私もちょっ

とその辺把握していない分がありますので（「共済

金額じゃなくて、共済金出た段階で変わる可能性が

あるという部分、希望者が変わる可能性があるかと

言っているもんですから」と発言する者あり）それ

はあります。

ほかにございませんか。○議長（西村昭教君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって質○議長（西村昭教君）

疑を終了いたします。

討論を省略し、これより議案第１号を採決いたし

ます。

本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって本件は、原案のとおり可決されました。

──────────────────

◎日程第３ 議案第２号

日程第３ 議案第２号平成○議長（西村昭教君）

２１年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）の件を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町民生活課長。

ただいま上程され○町民生活課長（田中利幸君）

ました議案第２号平成２１年度上富良野町国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）につきまして、提

案の要旨を御説明申し上げます。

まず、歳入につきましては、１点目は保険給付費

の退職分の高額療養費が増額見込みとなることか

ら、これらの増額相当分が交付金として見込めます

こと。

２点目は、保険税の低所得者に対する軽減分が確

定いたしましたこと、また、人事異動等により職員

給与費が確定したことによりまして、これらの差額

相当分を一般会計繰入金で精査いたしますこと、こ

れらを主な要因といたしまして所要の補正をしよう

とするものであります。

次に、歳出につきましては、人事異動等により職

員給与費が確定したこと、また、保険給付費の一般

分及び退職分の高額療養費が増額する見込みである

ことを要因として所要の補正をしようとするもので

あります。

また、収支の差額につきましては、予備費を充当

しようとするものであります。

それでは、以下、議案の説明につきましては議決

項目の部分につきまして説明をし、予算の事項別明

細書につきましては省略させていただきますので御
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了承をお願いいたします。

議案第２号平成２１年度上富良野町国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）。

平成２１年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１６９万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１４億１,１２５万３,０００

円とする。

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

１ページをお開きください。

第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。

第１表、歳入歳出予算補正。

１、歳入。

３款療養給付費交付金、３５７万８,０００円、

８款繰入金、１８８万円の減、歳入合計は１６９万

８,０００円であります。

２、歳出。

１款総務費、１０７万６,０００円、２款保険給

付費、１,８１０万２,０００円、１２款予備費、

１,７４８万円の減、歳入合計といたしましては１

６９万８,０００円となります。

これをもちまして、平成２１年度上富良野町国民

健康保険特別会計補正予算（第３号）の説明といた

します。

御審議いただきまして、原案をお認めいただきま

すようお願い申し上げます。

これをもって、提案理由の○議長（西村昭教君）

説明を終わります。

これより、質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって質○議長（西村昭教君）

疑を終了いたします。

討論を省略し、これより議案第２号を採決いたし

ます。

本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって本件は、原案のとおり可決されました。

──────────────────

◎日程第４ 議案第３号

日程第４ 議案第３号平成○議長（西村昭教君）

２１年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）の件を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町民生活課長。

ただいま上程され○町民生活課長（田中利幸君）

ました議案第３号平成２１年度上富良野町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）につきまして、

提案の要旨を御説明申し上げます。

まず、歳入につきましては、保険料の軽減措置分

が確定したこと、また、平成２０年度の取扱事務費

が確定したことによりまして、一般会計繰入金を増

額補正しようとするものであります。

次に、歳出につきましては、歳入補正をいたしま

した増額相当分につきまして、広域連合納付金とし

て増額補正しようとするものであります。

それでは、以下、議案の説明につきましては議決

項目の部分につきまして説明をし、予算の事項別明

細書につきましては省略をさせていただきますの

で、御了承をお願いいたします。

議案第３号平成２１年度上富良野町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）。

平成２１年度上富良野町の後期高齢者医療特別会

計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２６万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ８,９３２万４,０００円とす

る。

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

１ページをお開きください。

第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。

第１表、歳入歳出予算補正。

１、歳入。

３款繰入金、２６万２,０００円、歳入合計は２

６万２,０００円であります。

２、歳出。

２款広域連合納付金、２６万２,０００円、歳出

合計は２６万２,０００円となります。

これをもちまして、議案第３号平成２１年度上富

良野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

の説明といたします。

御審議いただきまして、原案をお認めいただきま

すようお願い申し上げます。

これをもって、提案理由の○議長（西村昭教君）

説明を終わります。

これより、質疑に入ります。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって質○議長（西村昭教君）

疑を終了いたします。

討論を省略し、これより議案第３号を採決いたし

ます。

本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、本件は、原案のとおり可決されました。

──────────────────

◎日程第５ 議案第４号

日程第５ 議案第４号平成○議長（西村昭教君）

２１年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第

２号）の件を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

保健福祉課長。

ただいま上程され○保健福祉課長（岡崎光良君）

ました議案第４号平成２１年度上富良野町介護保険

特別会計補正予算（第２号）につきまして、提案の

要旨を御説明申し上げます。

本事業におきまして、今年度の上半期を終え、歳

入では、保険料収入が当初見込みよりも増額が見込

まれること、また、歳出では、高額介護サービスが

当初の見込みよりも増加しており、既定予算額に不

足が見込まれますので、国庫負担、道費負担、一般

会計繰入金など法定の負担金、保険給付費用の財源

を見込みまして所要の補正をいたすものでありま

す。

歳出の第２点目といたしまして、人事異動に伴い

ます職員給与費の不足額の補正、職員手当の減額に

よりまして所要の補正計上を行います。

３点目といたしまして、歳入財源充当を精査した

結果、歳入歳出の差し引き残額を予備費に計上する

ものであります。

それでは、議案の朗読をもちまして御説明申し上

げます。

議案第４号平成２１年度上富良野町介護保険特別

会計補正予算（第２号）。

平成２１年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５２８万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ７億６,９９２万７,０００円

とする。

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

１ページをお開きください。

議決項目につきまして申し上げます。

第１表、歳入歳出予算補正。

１、歳入。

以下、款の補正額のみ申し上げます。

第１款介護保険料、補正額４１７万円、３款国庫

支出金、３４万円、４款道支出金、２１万５,００

０円、５款支払基金交付金、５４万円、７款繰入

金、３万２,０００円、９款諸収入、１万円の減、

歳入合計５２８万７,０００円であります。

２、歳出。

１款総務費、１８万３,０００円の減、２款保険

給付費、１８０万円、３款地域支援事業費、５万円

の減、７款予備費、３７２万円、歳出合計額５２８

万７,０００円であります。

歳入歳出予算補正事項別明細書及び給与費明細書

につきましては、説明を省略させていただきます。

以上、説明といたします。

御審議いただきまして、原案をお認めくださいま

すようお願い申し上げます。

これをもって、提案理由の○議長（西村昭教君）

説明を終わります。

これより、質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって質○議長（西村昭教君）

疑を終了いたします。

討論を省略し、これより議案第４号を採決いたし

ます。

本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、本件は、原案のとおり可決されました。

──────────────────

◎日程第６ 議案第５号

日程第６ 議案第５号平成○議長（西村昭教君）

２１年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）の件を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

建設水道課長。

ただいま上程され○建設水道課長（北向一博君）

ました議案第５号平成２１年度上富良野町公共下水

道事業特別会計補正予算（第２号）の補正の要旨に

ついて御説明申し上げます。

歳入に関しましては、歳出補正におけます費用増

減の影響により、ルール計算に基づく一般会計から

の繰入金について４３万３,０００円を減額するも

のとなっております。

歳出では、一般会計間との人事異動と給与改定に
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より、給与費を９８万４,０００円減額し、一方で

は事業確定などによる施設管理費を５５万１,００

０円増額するもので、結果として生じる費用の４３

万３,０００円の余剰を公債費利子の財源に充てる

内容となっております。

以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。

議案第５号平成２１年度上富良野町公共下水道事

業特別会計補正予算（第２号）。

平成２１年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ４３万３,０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ７億８,５２２万２,０００円

とする。

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

１ページをお開きください。

以下、款の補正額のみを申し上げます。

第１表、歳入歳出予算補正。

１、歳入。

４款繰入金、４３万３,０００円の減、歳入合計

４３万３,０００円の減。

２、歳出。

１款下水道事業費、４３万３,０００円の減、歳

出合計４３万３,０００円の減。

以上、議決項目のみ御説明申し上げました。

御審議いただきまして、議決賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

これをもって、提案理由の○議長（西村昭教君）

説明を終わります。

これより、質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって質○議長（西村昭教君）

疑を終了いたします。

討論を省略し、これより議案第５号を採決いたし

ます。

本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、本件は、原案のとおり可決されました。

──────────────────

◎日程第７ 議案第６号

日程第７ 議案第６号平成○議長（西村昭教君）

２１年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計

補正予算（第２号）の件を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

ラベンダーハイツ所長。

ただいま○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君）

上程されました議案第６号平成２１年度上富良野町

ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第２号）

につきまして、提案の要旨を御説明申し上げます。

歳入におきましては、特養利用者の長期入院者が

増加し、利用者数が大幅に減少したことによりまし

て、施設介護サービス収入並びに自己負担金収入を

減額補正しようとするものでございます。

歳出におきましては、１点目といたしまして給与

改定に伴います給与費の減、職員の異動等による給

与費の減額補正でございます。

２点目は、臨時介護職員の増員による賃金の増額

補正でございます。

デイサービスにおきましては、利用定員を２０名

から２５名にしたことによる介護スタッフ体制の強

化を図るものでございます。

特養におきましては、利用者の重度化による介護

スタッフの業務負担軽減のため、臨時パート職員の

増でございます。

３点目は、施設整備事業の管理用による事業費が

確定したことによります不用額の減額補正でござい

ます。

４点目は、収支の差額を予備費に計上し、不測の

事態に備えるものでございます。

以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。

議案第６号平成２１年度上富良野町ラベンダーハ

イツ事業特別会計補正予算（第２号）。

平成２１年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ７６６万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２億９,３０５万２,０００

円とする。

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

１ページをお開きください。

議決項目であります款及び補正額のみ申し上げま

す。

第１表、歳入歳出予算補正。

１、歳入。

１款サービス収入、７６６万７,０００円の減、

歳入の合計、同額の７６６万７,０００円の減でご
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ざいます。

２、歳出。

１款総務費、１,２５５万３,０００円の減、２款

サービス事業費、２０３万３,０００円、３款施設

整備費、６７万５,０００円の減、６款予備費、３

５２万８,０００円、歳出の合計７６６万７,０００

円の減でございます。

以上、議決項目につきましての説明とさせていた

だきます。

御審議いただきまして、議決くださいますようよ

ろしくお願い申し上げます。

これをもって、提案理由の○議長（西村昭教君）

説明を終わります。

これより、質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって質○議長（西村昭教君）

疑を終了いたします。

討論を省略し、これより議案第６号を採決いたし

ます。

本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、本件は、原案のとおり可決されました。

──────────────────

◎日程第８ 議案第７号

日程第８ 議案第７号平成○議長（西村昭教君）

２１年度上富良野町水道事業会計補正予算（第２

号）の件を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

建設水道課長。

ただいま上程され○建設水道課長（北向一博君）

ました議案第７号平成２１年度上富良野町水道事業

会計補正予算（第２号）の補正の要旨につきまして

御説明申し上げます。

本年４月に一般会計との間で人事異動があり、ま

た、今般の給与改定の結果、営業費用における人件

費を３５９万６,０００円減額し、同額を予備費に

充てるよう補正するものでございます。

以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。

議案第７号平成２１年度上富良野町水道事業会計

補正予算（第２号）。

（総則）。

第１条、平成２１年度上富良野町の水道事業会計

の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（収益的収入及び支出）。

第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。

支出。

第１款水道事業費用１億６,９０５万１,０００

円。補正額なし、合計額１億６,９０５万１,０００

円。

第１項営業費用１億２,７８３万３,０００円、補

正予定額３５９万６,０００円の減。合計額１億２,

４２３万７,０００円。

第４項予備費１,１９４万９,０００円、補正予定

額３５９万６,０００円、合計額１,５５４万５,０

００円。

（議会の議決を経なければ流用することのできな

い経費）。

第３条、予算第５条に定めた経費の金額を次のよ

うに改める。

（１）、職員給与費、既決予定額３,７１５万５,

０００円、補正予定額３５９万６,０００円の減、

合計額３,３５５万９,０００円です。

次ページ以降につきましては、さきに御高覧いた

だいていることから説明を省略させていただきま

す。

以上で、補正予算の説明といたします。

御審議いただきまして、議決賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

これをもって、提案理由の○議長（西村昭教君）

説明を終わります。

これより、質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって質○議長（西村昭教君）

疑を終了いたします。

討論を省略し、これより議案第７号を採決いたし

ます。

本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、本件は、原案のとおり可決されました。

──────────────────

◎日程第９ 議案第８号

日程第９ 議案第８号平成○議長（西村昭教君）

２１年度上富良野町病院事業会計補正予算（第３

号）の件を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町立病院事務長。

ただいま上程さ○町立病院事務長（松田宏二君）

れました議案第８号上富良野町病院事業会計補正予

算（第３号）につきまして、初めに提案の要旨を御

説明申し上げます。

今回の補正につきましては、三つの案件で構成さ
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れておりまして、１点目は本年度人事院勧告に基づ

く給料等手当の減額であります。所要の額につきま

しては、収益的支出の医業費用と老人保健施設事業

費用の給与費から関係分をそれぞれ減額するもの

で、減額総額は４３４万８,０００円であります。

また、減額しました全額を予備費に計上させてい

ただきまして、不測の事態に備えるとともに、今後

におきまして新型インフルエンザなどの特殊要素も

含めまして、収入と支出の全般について精査を行い

最終調整させていただく考えでおります。

２点目は、事業完了に伴い、資本的収入と支出に

おきまして、それぞれ減額するものであります。

一つは、ボイラー貯湯槽の改修、もう一つは胃カ

メラの購入の完了に伴う一般会計からの出資金と執

行残額をそれぞれ減額するものであります。

３点目は、御寄附を３件、５８万円をいただいて

おりますので、寄附者の御趣旨に添いまして予算措

置をするものであります。

以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。

議案第８号平成２１年度上富良野町病院事業会計

補正予算（第３号）。

（総則）。

第１条、平成２１年度上富良野町の病院事業会計

の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。

（収益的収入及び支出）。

第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。

以下、補正予定額のみ申し上げます。

支出。

第１款病院事業費用、補正予定額ありません。第

１項医業費用３６９万７,０００円の減、第３項老

人保健施設事業費用６５万１,０００円の減、第５

項予備費４３４万８,０００円。

（資本的収入及び支出）。

第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。

収入。

第１款資本的収入１０万６,０００円、第１項出

資金４７万４,０００円の減、第３項寄附金５８万

円。

支出。

第１款資本的支出１０万６,０００円、第２項建

設改良費１０万６,０００円。

（議会の議決を経なければ流用することのできな

い経費）。

第４条予算第７条に定めた経費の金額を次のよう

に改める。

（１）職員給与費４３４万８,０００円の減。

なお、１ページ以降につきましては御高覧いただ

いておりますので、説明を省略させていただきま

す。

以上で、議案第８号平成２１年度上富良野町病院

事業会計補正予算（第３号）の説明といたします。

御審議いただきまして、お認めくださいますよう

お願い申し上げます。

これをもって、提案理由の○議長（西村昭教君）

説明を終わります。

これより、質疑に入ります。

８番岩崎治男君。

病院事業会計の補正の説明○８番（岩崎治男君）

書によりますところ質問したいと思いますけれど

も、後ほど仕分けの現況等が上がってくると思いま

すが、現時点では詳細がわからないのでお伺いをし

ておきたいと存じます。

まず、資本的収入及び支出についてですけれど

も、寄附金、ただいま述べておりましたけれども、

この５８万円の中身ですけれども、どのような方か

ら、何人くらいの方からこの寄附をいただいたとい

うことでしょうか。５８万といったら、結構個人の

寄付としては大きいなというふうに感じたので質問

いたします。

それから支出の部ですけれども、胃カメラの購入

精算１,１３３万５,０００円。胃カメラの値段はも

う少し安かったのではないかと思うので、ほかに何

かあるのなら教えてほしいなと思います。

それからもう１点ですけれども、ボイラー改修精

算の１,６５８万９,０００円。このボイラーについ

ても付属部品か何かあるのか、これもちょっと高い

ように思われますので、その詳細をお聞きしたいと

存じます。

病院事務長、答弁。○議長（西村昭教君）

８番岩崎議員の○町立病院事務長（松田宏二君）

御質問にお答えします。

まず１点目の寄附金５８万円の内訳ということで

すが、これにつきましては備考欄に寄附３件という

ふうに付記させていただいておりますが、３名の方

から御寄附をいただいておりまして、内訳的には５

０万円の方、５万円の方、３万円の方というような

ことで、そういうようなことで５８万円という形で

いただいております。

次に、２番目の２ページに係ります胃カメラの関

係でありますが、これにつきましては１,１３３万

５,０００円というのは、その節の総額でありまし

て、内訳的には当初予算では８５０万の医療機器の

購入費というのがまず計上されておりまして、それ

にあわせまして胃カメラが３０９万８,０００円と



― 56 ―

いう形で予算がなっておりまして、今回、胃カメラ

の部分ということで３０９万８,０００円を執行し

た中で、最終的には２８３万５,０００円で購入で

きておりますので、その差額につきまして今回減額

をしようとするものであります。

また、三つ目のボイラーの改修精算ですが、これ

につきましても１,６５８万何がしという部分につ

きましては、同じく全体のその節の額でありまし

て、ボイラー改修自体では１,３００万円の予算を

もって執行に当たったというような中身でありま

す。

その差額につきましては、ベッドですとか電話で

すとか、９月の議会の折りに計上された部分が加

わって、その大きな額になっているということであ

ります。

なお、１,３００万円のボイラーの予算に当たり

まして、最終的には１,２７８万９,０００円という

形で執行なされましたので、その予算との差額２１

万１,０００円を減額しようとするものでありま

す。

以上であります。

８番岩崎治男君。○議長（西村昭教君）

寄附が３件で５８万という○８番（岩崎治男君）

ことはわかりましたけれども、寄附をいただいた方

の御恩に報いるために、感謝のお気持ちをどのよう

にして対応しておられるのか質問したいと思いま

す。

また、この寄附をいただいた分につきましては、

目的寄附なのか、それとも病院内で何に使ってもい

いということなのか、その辺も伺っておきたいと思

います。

病院事務長、答弁。○議長（西村昭教君）

ただいまの８番○町立病院事務長（松田宏二君）

岩崎議員の御質問にお答えします。

１点目の御寄附をいただきました相手方に対する

感謝の対応ということですが、どなたでも御寄附の

申し出がありまして受けた場合には、感謝の気持ち

ということで礼状を院長名でお送りして、あわせま

して受け取りの領収書も当然お渡しするような形

で、まずは速やかに対応をさせていただいておりま

す。

それ以後の部分につきましては、町の表彰規定が

ございますので、それらの条例の決まりに基づきま

して、それは額に応じますけれども、社会貢献です

とか善行ですとか、あるいは感謝状をもってお渡し

してというような対応を図っているところでありま

す。

寄附の目的ということですが、御寄附の方につき

まして、病院にお世話になった結果の中でそういう

御寄附をされる方が大半でありますので、その申し

出を直接面談等でお伺いした内容に基づいたもの

で、なおかつ患者さんに利便が向上するような形で

寄附を活用させていただいているというような実態

にあります。

以上であります。

８番岩崎治男君。○議長（西村昭教君）

感謝の気持ちを礼状を出し○８番（岩崎治男君）

てお礼にかえているというようなお話ですけれど

も、この５０万というお金は大変大金でございまし

て、貴重なお金だと思うのですけれども、この方に

ついてはどのような表彰の規定にはまるのかどう

か、わかれば教えていただきたいと思います。

病院事務長、答弁。○議長（西村昭教君）

８番岩崎議員の○町立病院事務長（松田宏二君）

御質問にお答えします。

町の条例に基づきます細かい内部の規定に照らし

ますと、町の条例に基づく該当にはなりません。

したがいまして、院長名で先ほどお話ししました

感謝の意を表する礼状をもって、そのような対応に

なろうかと思っております。

以上であります。

ほかにございませんか。○議長（西村昭教君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって質○議長（西村昭教君）

疑を終了いたします。

討論を省略し、これより議案第８号を採決いたし

ます。

本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、本件は、原案のとおり可決されました。

──────────────────

◎日程第１０ 議案第９号

日程第１０ 議案第９号上○議長（西村昭教君）

富良野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例の件を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

ただいま上程いただき○総務課長（服部久和君）

ました議案第９号上富良野町職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部を改正する条例につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。

勤務時間につきましては、平成２０年８月の人事

院勧告により、職員の勤務時間を一週間当たり４０

時間を３８時間４５分に改定する勧告がされたとこ

ろであります。

本町におきましては、平成１９年４月１日から、
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１８年の勧告により、１週間の勤務時間を４０時間

に改正しておりまして、改正から２年間しか経過し

ていないこと等から、平成２１年４月１日の実施に

ついては見送り、職員組合とは継続協議事項として

いたところでありますが、上川管内の実施状況は２

２市町村中、本町を除く２１市町村が実施済みであ

り、これらの状況を踏まえ職員組合と協議を進め合

意いたしましたので、本条例を提案するものであり

ます。

それでは、本議案について、以下条文ごとに要約

しまして御説明してまいります。

第２条第１項では、職員の１週間の勤務時間につ

いて「４０時間」を「３８時間４５分」に改め、同

条第２項では再任用短時間勤務職員の１週間当たり

の勤務時間の範囲について、「１６時間から３２時

間」を「１５時間３０分から３１時間」に改め、第

６条第２項では休憩時間を４５分とすることができ

る１日の勤務時間の範囲の上限時間について、「８

時間」を「７時間４５分」に改めるものでありま

す。

次に、附則では、施行日を平成２２年４月１日と

規定するものであります。

以上で、議案第９号の説明といたします。

御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。

これをもって、提案理由の○議長（西村昭教君）

説明を終わります。

これより、質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって質○議長（西村昭教君）

疑を終了いたします。

討論を省略し、これより議案第９号を採決いたし

ます。

本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、本件は、原案のとおり可決されました。

──────────────────

◎日程第１１ 議案第１０号

日程第１１ 議案第１０号○議長（西村昭教君）

上富良野町集会施設の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の件を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

教育振興課長。

ただいま上程いただ○教育振興課長（前田満君）

きました議案第１０号上富良野町集会施設の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例の提案要

旨について御説明申し上げます。

現在の里仁会館は、昭和４８年に里仁小学校が上

富良野西小学校に統合され、昭和４９年に建設され

ており、老朽化が著しく地域からも改築の要望が強

く出されていたところですが、このたび国の経済対

策臨時交付金を財源として改築することとなったこ

とから、上富良野町集会施設の設置及び管理に関す

る条例第４条関係の別表に記載の当会館における各

部屋の居室名及び１時間当たりの基本使用料金を変

更しようとするものであります。

以下、議案を朗読しまして、提案理由の説明にか

えさせていただきます。

議案第１０号上富良野町集会施設の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例。

上富良野町集会施設の設置及び管理に関する条例

（昭和５１年上富良野町条例第３１号）の一部を次

のように改正する。

別表中、里仁会館研修室３００円、調理室３５０

円、和室４００円、屋内運動場１５０円を、里仁会

館、集会室４００円、調理室４５０円、和室３００

円、屋内運動場１５０円に改める。

附則。この条例は、平成２１年１２月２５日から

施行する。

以上でございます。

御審議いただき、御議決賜りますようお願い申し

上げます。

これをもって、提案理由の○議長（西村昭教君）

説明を終わります。

これより、質疑に入ります。

９番中村有秀君。

一つは、今回、屋内運動場○９番（中村有秀君）

ということでそのまま残っております。

私は一般質問等も通じまして、あそこの里仁会館

に付属する屋内運動場が、非常にあそこの住民の思

いやりといいますか、町から資材を受けて壁だとか

床だとかを直しているということも含めて、ぜひ残

してほしいというような要望がありまして、今回そ

のまま載っているということは、地域の住民の皆様

と話をしてあそこを残すということで理解をしてい

いのか。

それからもう１点は、今後起こり得るような改修

等も含めてというようなことで、恐らくそれらも含

めて住民会の皆さんと話をしているだろうと思いま

すけれども、その点が１点。

それからもう１点は、里仁会館の利用の開始なん

ですけれども、これも以前に一般質問の際に、町長

は平成２２年の新年から使えるようにしたいのだと

いうような方向でお話をしておりました。ですか

ら、恐らく里仁の皆さんからすれば、私も含めて来

年、年を明けての新年会に使えるということで私も
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理解をしているのですけれども、その点をお伺いし

たいということ。

それからもう１点、今、建てられたら、今度は旧

里仁会館の解体の関係です。これはいつまでやる予

定ということで考えておられるのか、その３点をお

聞きしたいと思います。

教育振興課長、答弁。○議長（西村昭教君）

９番中村議員の御質○教育振興課長（前田満君）

問にお答えします。

まず１点目の屋内運動場の今後の考え方でござい

ますけれども、実は今回会館を建設する際にも、屋

内運動場についても地域と協議を今させていただい

ております。ただ、皆さん御存じのように、屋内運

動場についても老朽化が著しく、実際の耐震ですと

か、そういう構造上から見たときに余り安全な建物

ではないということを含めて、今の状況の中では使

用は中止をしております。

後の説明にも影響してくるのですけれども、今回

新しく会館が引っ越しすることによりまして、旧会

館の荷物等が出てきます。そういう保管場所も含め

て、今回まだ残すということをまず地域と話をして

おります。

今後の使用、あるいは今後のあり方については、

もう一度地域と改めて協議をするということで今の

ところ進めているところであります。

続きまして、２点目の使用開始の時期でございま

すけれども、今のところ全体の整備の工事につきま

しては３月１９日までになっておりますが、建物に

つきましては１２月中に仕上げて、１２月２５日か

ら使用できるようにということで、今回地域と話を

させていただいているところであります。

なお、会館の解体につきましては新しく使用を開

始して、中の荷物等の引っ越しを済ませて２月ごろ

から解体を始めて、工期内に解体を終了させる予定

であります。

以上でございます。

９番中村有秀君。○議長（西村昭教君）

２点目、３点目は了解いた○９番（中村有秀君）

しました。

それで、１点目の屋内運動場の関係なんですけれ

ども、とりあえず備品があって、移してということ

では理解をし、新しくできたところに移すというこ

とではわかりますけれども、使用中止というのは物

が入ってるからやられるのか、危険だから使用中止

なのか、暫定的に置いておくということになると、

今後の維持から改修等も含めて地域であれするとい

うことになると、地域にゆだねるようなことで存続

等は可能なのか。恐らく住民会とはそこまで話が進

んでいないような課長の答弁ですけれども、その辺

をちょっと明らかにしていただきたいと思います。

教育振興課長、答弁。○議長（西村昭教君）

９番中村議員の御質○教育振興課長（前田満君）

問にお答えさせていただきます。

屋内運動場、現在見た目の形で危険性があると、

要するに建物の安全性自体が正式な検査とかまだし

てございません。そういう意味からいくと、老朽化

が大変著しいものですから、使用すること自体を今

中止をさせてございます。

ただ、現在の備品等を保管場所に置いておくこと

については差し支えないということで、そういう保

管場所の確保ということで置いておりまして、先ほ

どから言いましたように、今後の維持も含めて建物

の安全性を確認した上でないと、住民会のほうにゆ

だねるにしても、町が直接管理をしていくにして

も、今後使用できるかについては十分検討していか

なければならないと思っております。

９番中村有秀君。○議長（西村昭教君）

住民会と話をするというこ○９番（中村有秀君）

とですけれども、いずれにしてもまず大前提になる

のは安全性の確認ですよね。これらは融雪を待っ

て、安全性の確認をどういう手法で進める考えでい

るか、その点ちょっとお聞きしたいと思います。

教育振興課長、答弁。○議長（西村昭教君）

私どもが見てもわか○教育振興課長（前田満君）

らない部分がありますので、基本的にはうちの建築

の専門家、専門職員等にも現場を見ていただき、あ

る程度の構造を出していただきながら確認をしてい

きたいと思っております。

ほかにございませんか。○議長（西村昭教君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって質○議長（西村昭教君）

疑を終了いたします。

討論を省略し、これより議案第１０号を採決いた

します。

本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、本件は、原案のとおり可決されました。

暫時休憩といたします。

──────────────────

午前１０時１９分 休憩

午前１０時３９分 再開

──────────────────

休憩前に引き続き、会議を○議長（西村昭教君）

再開いたします。

──────────────────

◎日程第１２ 議案第１１号
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日程第１２ 議案第１１号○議長（西村昭教君）

上富良野町営住宅管理条例の一部を改正する条例の

件を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

町民生活課長。

ただいま上程され○町民生活課長（田中利幸君）

ました議案第１１号上富良野町営住宅管理条例の一

部を改正する条例につきまして、提案の要旨を御説

明申し上げます。

町営住宅の敷地におきまして、入居者みずからが

建設しております車庫、物置等の工作物について、

受益に対する公平な負担を求める原則から、工作物

等を建設して敷地を占用している入居者から使用料

を負担してもらうことを目的に、町営住宅管理条例

の一部を改正するものであります。

なお、使用料の額につきましては、１平方メート

ル当たり月額３０円といたしております。

以下につきましては、議案の朗読は省略させてい

ただき、その主な改正点のみを説明させていただき

ますので御了承賜りたいと思います。

議案第１１号上富良野町営住宅管理条例の一部を

改正する条例。

上富良野町営住宅管理条例（平成９年上富良野町

条例第３号）の一部を次のように改正する。

第５５条、第５９条、第６２条、第６０条は文言

の整理であります。また、第６６条を削除し、第６

４条から第６８条をそれぞれ第７４条から第７７条

に順次繰り下げる規定であります。

次に、第６章、空き地及び緑地の管理の章を追加

するとともに、第６４条には町営住宅の共同施設と

して設置された空き地及び緑地を遊休地と位置づ

け、これらの管理をこの章で規定する旨を定めたも

のであります。

第６５条は、遊休地の使用許可に関する規定であ

ります。

第６６条は、遊休地の使用者の資格についての規

定であります。

第６７条は、遊休地の使用を希望する者は使用の

申し込みをしなければならない旨の規定でありま

す。

第６８条は、使用の申し込みが遊休地の許容を超

える場合は公正な方法で選考する旨を、さらに、入

居者または同居者が障がい者等である場合は優先的

に使用を許可できる旨の規定であります。

第６９条は、使用手続に関する規定であります。

裏面をごらください。

第７０条は、使用料は町長が定めるものとし、特

別の事情があると認めるときは減免または徴収の猶

予をすることができる旨の規定であります。

第７１条は、物価の変動及び遊休地相互の不均

衡、遊休地の改良等の要因により使用料を変更でき

る旨の規定であります。

第７２条は、町長は不正な行為及び使用料の滞

納、不適切な管理等がある場合、また、遊休地の管

理上必要がある場合は、使用許可の取り消し、また

は明け渡しを請求できる旨の規定であります。

附則。

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

以上、説明といたします。

御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。

これをもって、提案理由の○議長（西村昭教君）

説明を終わります。

これより、質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって質○議長（西村昭教君）

疑を終了いたします。

討論を省略し、これより議案第１１号を採決いた

します。

本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、本件は、原案のとおり可決されました。

──────────────────

◎日程第１３ 議案第１２号

◎日程第１４ 議案第１３号

日程第１３ 議案第１２号○議長（西村昭教君）

北海道市町村備荒資金組合を組織する市町村の数の

増減について及び日程第１４ 議案第１３号北海道

後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の

数の減少についての件を一括して議題といたしたい

と思います。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

ただいま上程いただき○総務課長（服部久和君）

ました議案第１２号北海道市町村備荒資金組合を組

織する市町村の数の増減について、議案第１３号北

海道後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団

体の数の減少について、提案の要旨を一括して御説

明申し上げます。

本件は、湧別町と上湧別町が本年１０月５日に合

併し、新たに湧別町となりましたことに伴い、北海

道市町村備荒資金組合と北海道後期高齢者医療広域

連合を組織します市町村数に増減が生じることと

なったことから、地方自治法の規定に基づき両団体

から協議がありましたので、北海道市町村備荒資金

組合については、地方自治法第２９０条の規定に基
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づき、また、北海道後期高齢者医療広域連合につい

ては、地方自治法２９１条の１１の規定に基づき議

会の議決を求めるものであります。

以下、議案第１２号、議案第１３号の朗読をもっ

て説明といたします。

議案第１２号北海道市町村備荒資金組合を組織す

る市町村の数の増減について。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６

条第１項の規定により、北海道市町村備荒資金組合

を組織する市町村の数を次のように増減することに

ついて、同法第２９０条の規定により議会の議決を

求める。

記。

１、組合を脱退する市町村、上湧別町、湧別町。

２、組合に加入する市町村、湧別町。

３、脱退及び加入の日、組合を組織する市町村の

数の増減について、地方自治法第２８６条第１項の

規定による北海道知事の許可のあった日とする。

次の議案をごらんください。

議案第１３号北海道後期高齢者医療広域連合を組

織する地方公共団体の数の減少について。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１

条の３第１項の規定により、北海道後期高齢者医療

広域連合を組織する地方公共団体から、次のとおり

地方公共団体を脱退及び加入させることについて協

議する。

紋別郡上湧別町及び同郡湧別町を脱退させ、同郡

湧別町を加入させる。

以上、説明といたします。

御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。

これをもって提案理由の説○議長（西村昭教君）

明を終わります。

これより、質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって質○議長（西村昭教君）

疑を終了いたします。

討論を省略し、これより各議案ごとに採決いたし

たいと思います。

最初に、議案第１２号を採決いたします。

本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、本件は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第１３号を採決いたします。

本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、本件は、原案のとおり可決されました。

──────────────────

◎日程第１５ 議案第１４号

日程第１５ 議案第１４号○議長（西村昭教君）

見晴台公園の指定管理者の指定についての件を議題

といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

建設水道課長。

ただいま上程され○建設水道課長（北向一博君）

ました議案第１４号見晴台公園の指定管理者の指定

につきまして、提案の理由の御説明を申し上げま

す。

本議案につきましては、見晴台公園の現行の指定

管理者指定期間が平成２１年度末をもって終了する

ことから、上富良野町公の施設に係る指定管理者の

指定手続条例第５条第１項の規定に基づき、平成２

２年度からの３年間について、見晴台公園の指定管

理者の候補者を選定いたしましたので、この者を指

定管理者として指定しようとするものでございま

す。

以下、議案を朗読し、提案の理由の説明にかえさ

せていただきます。

議案第１４号見晴台公園の指定管理者の指定につ

いて。

見晴台公園の指定管理者を次により指定するた

め、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により

議会の議決を求める。

記。

１、施設の名称と所在地。

名称、見晴台公園。所在地、空知郡上富良野町光

町３丁目。

２、指定管理者となる団体の名称等。

住所、空知郡上富良野町中町１丁目１番８号。

名称、社団法人かみふらの十勝岳観光協会。

代表者、会長宮下吉勝。

３、指定の期間。

平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日ま

で。

以上、提案説明といたします。

御審議いただきまして、議決賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

これをもって、提案理由の○議長（西村昭教君）

説明を終わります。

これより、質疑に入ります。

９番中村有秀君。

何点か質問をさせていただ○９番（中村有秀君）

きたいと思います。

まず第１点は、議員の全員協議会、それから総務
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産建の中で資料５ということで、見晴台公園の指定

管理の候補者選定に至る経過ということでありまし

た。その中で、受託意思の確認というようなこと

で、９月１６日から随時ということでやっておりま

す。

私は、やはり観光協会に特定してあれするという

ことであれば、それ以上に観光協会として積極的に

やるという意思表示が強くあるべきだと信じていま

した。

たまたま見晴台公園の指定管理の選定委員会、こ

れは１１月１７日の会議録を見ますと、委員はそれ

ぞれ１号から４号指定委員と、それから５号の施設

委員ということになっておりまして、その中の質疑

の中で観光協会の意欲はどうなんだということで質

疑がありました。

この会議録に載っているには、担当者のほうは８

月中旬ごろから意向調査をしたと。そして、その次

に、ほかにやるところがなければ引き続き受けても

よいというような観光協会の意思があったというこ

となのです。やはり私は、観光協会に引き受けると

いう経過の何点か、これだから観光協会に、言うな

れば公募しないでやるのだという条件がある以上、

こんな形でいいのかというのが１点疑問が起きまし

た。その関係で、まずお尋ねをしたいと思います。

それからもう１点は、この１１月１７日、それか

らもう一つは全員協議会の中で自己評価表の提出を

１０月７日受理をしたということになっておりま

す。その関係で、この自己評価表の内容、それから

もう一つは町の自己評価もしているのです。そうす

ると、それらの関係の内容的にはどうなっているか

ということでお尋ねをしたいと思います。

それから３点目は、今回、平成１９年から２１年

の３年間の事業計画、それからもう一つは自主計画

書を見させていただきました。そうすると、できな

ければできないで、その後、例えば１９年度を超え

てできなければできないで、２０年度はどう展開し

ていくかということの具体的な事例の流れが全然見

えてきていないのです。

ということは、場合によっては今度は２２年から

２４年までやると、そういうことも今それであれば

いいのではないかというような感覚でとらわれたら

困るので、一つは、私はパークゴルフ場をＣＳＴが

受けたときに、１８年から２０年まで、事業計画を

３年間同じものをぱっぱっと並べているのです。今

回も同じです。観光協会の１９年度から２１年度、

それから２２年度から２４年度の項目が同じなので

す。そうすると、自主事業や何かをやるやると言っ

ても全然していなかったです。それで私は単年度の

評価をし、それから３年間の総合評価をすべきだと

いうことで言って、今、ＣＳＴは大幅に改善されま

して、一応そういう形で進められています。

ですから、今回も観光協会が受けて、１９年度か

らの流れを見るとそういうことが感じられないし、

それからもう一つは担当の所管として、単年度の評

価でどうやっているかということをお聞きをしたい

と思います。

それからもう１点は、自主事業の関係です。１９

年度から２１年度、例えば委託料２３３万１,００

０円やって、そしてその他の関係で８２万２,００

０円、観光協会で持ち出すというような形になって

います。その中で、案内所の業務ということで３２

万２,４００円出ている形になっています。これ

は、ある面でそれ以外の８２万２,０００円の中の

３２万２,４００円をよいとしても、その他の事業

の展開が全然なっていないのです。

それで、例えば、平成２０年度の上富良野町観光

協会の広域事業会計収支計算書というのが情報コー

ナーにとじられております。私それを見ました。そ

うすると、当初予算２７４万１,０００円、補正予

算２２万円の減、トータルで２５２万１,０００円

ということで、当期決算が２５１万５,２４２円と

いうのは見晴台公園の管理運営費の全般になるので

す。

そうすると、２５１万５,２４２円という当期決

算から、町が支出をしました２３３万１,０００

円、この差し引きが１８万４,２４２円ということ

で、自主的に観光協会がこの事業を受け持って１８

万４,２４２円を支出する、負担をしているという

ことで、本来的に８２万２,０００円のうちの３２

万の賃金を除いた部分が負担をすることになってい

るが実質的にこういう形になっています。

そうすると、８２万２,０００円から１８万を引

くと６３万７,７５８円になるのです。そうする

と、今回５５万４,０００円を２３３万１,０００円

から２８８万５,０００円にするということは、あ

る程度、今期は観光協会はこれだけ負担しているか

ら、その部分も見てもらわなければ困りますよとい

う形になったように推測をしているのです。

ですから、６３万７,７５０円のうちの５５万４,

０００円も今回の委託するようになれば、金額の経

過かなという気がするのです。今、３点等の質問を

いたしましたので、その点の経過等も含めて明らか

にしていただきたいと思います。

建設水道課長、答弁。○議長（西村昭教君）

９番中村議員の４○建設水道課長（北向一博君）

点ほどの御質問にお答えいたしたいと思います。

まず今回、指定管理者の候補者として選定しまし

たかみふらの十勝岳観光協会につきましては、既に
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現行で指定管理をしているということで、その実績

をどのように評価されたかというものが中心の御質

問になっているかと思います。

まず１点目につきまして、この指定管理３年間の

途中でありますけれども、締めくくりとして３年間

にわたる指定管理期間の自己評価をお願いしており

ます。この評価の結果につきましては、第１回の指

定管理選定委員会で町側とみずから行った両方のも

のについて審査を行っております。この中で、その

評価結果を今回新たな指定管理の中の仕様書に改善

を図って読み込んでございます。

この内容につきまして、ほかの質問の中で若干関

係しますので、この仕様書の見直し点につきまして

まず御説明して御理解を賜りたいと思います。

まず、費用の面、先ほど本体の観光協会からの持

ち出しが実質発生していたという御指摘、御発言が

ありましたけれども、実際のところそういう実態に

あったということをこちらでも確認してございま

す。

これらの大きな要因につきましては、当初見積も

りましたこちらの指定の要領におきまして、人件費

につきましては案内所で行います物品の販売、それ

からいろいろなイベントに際しまして施設の使用料

を財源として、その人件費につきましてはそれらの

収入を充てるという大前提で、おおむね２分の１の

費用を仕様の中で見込んでおります。

ただ、結果といたしまして、いろいろな資材費の

高騰とか、費用の大きな変動が発生したこと、その

ほかに見込んだ収入が上がらなかったという見込み

違いが多分に反映いたしまして、結果的に指定管理

を受けた本体の経営に圧迫を与えたという反省点が

ございます。

また、今回の仕様の中では、肥料とか必要の消耗

品について細かく積算することによって、結果的に

総体５５万余り現在のものよりふえたという実態が

あります。

そういう経過もございまして、まず１点目の御質

問に戻りますけれども、今後３年間の指定管理を受

ける際にそれらを継続していただけるかどうか。い

ただけないとなれば、新たな選定方法、公募による

方法、それからほかの指定管理にそぐう団体を事前

に協議を進めなければならないという実態がござい

ました。その関係で、観光協会側に意思確認という

ことで、８月から事務レベルで打診、それから９月

１６日に正式に打診を行っております。

この経過につきまして、第１回の指定管理選定委

員会の中で、議員御発言のとおり意欲的に欠けると

いうような要素が若干出ておりまして、そういう発

言を委員の中で取り交わした経過がございますけれ

ども、実は裏側がございまして、現在と同じ指定管

理の仕様書ならば本体まで費用負担を発生させるよ

うな状況にあるので、そのままではちょっとお引き

受けするのは難しい。ただ、観光協会にかわるもの

がない場合はやむを得ず引き受けることはあり得る

と。ただ、仕様書の中で改善を見ていただき、そし

てそれらを反映できるバックアップや見直しが加え

られるのならば積極的な姿勢に立つという裏側の話

が実はございまして、それに沿いまして、先ほど申

しましたとおり自己評価、そして町で行った評価を

加えて、仕様書の中身をかなり精査いたしまして見

直してございます。

この３年間の単価の見直し額につきましては、総

体で１１６万２,０００円ほど３カ年でふえますけ

れども、これは現行の３カ年の実績によって算出さ

れた適正な委託予定費として私ども指定管理候補者

のほうと打ち合わせをすり合わせたところでござい

ます。

あと、自己評価表につきまして御説明いたします

けれども、指定管理者側がみずから行った自己評価

につきましては、第１回の指定管理者会議の中でも

んだわけですけれども、大きくはやはりもくろみど

おりの歳入が上げられなかったということが大きな

要因になっておりまして、例えばですけれども５点

満点の評価を自己評価したところ、３人の業務に当

たる職員みずからが評価したところによりますと、

１１項目めに、芝生、花、植木等の維持管理状況と

いうものを評価していただいております。この評価

については、２点、１点、１点ということで、可も

なく不可もなくという状況が３点の評価になります

から、自己評価においてもかなり劣った管理状況で

あったという評価をしております。

この大きな要因につきましては、やはり肥料が当

初もくろんだよりもかなり価格が上がったというこ

とで圧迫の要因になっている。それから、なかなか

目が行き届く管理体制をとれなかったという反省点

がございまして、これらの費用面をバックアップす

ることで今回の仕様の読み込みとなっております。

それから、大きく評価点数の低かったのが、第２

９項目めの利用料金収入実績のところ、これは３人

とも、１点、１点、１点、平均の３点を大きく下

回って、この１点レベルというのはかなり改善が必

要。また、この利用料金を管理経費の中に大きく見

積もってといいますか、事業計画を組むのはかなり

難しいという要素が反映されてございます。

このため、利用料金並びにいろいろなイベントに

伴う負担金などを徴収して自主事業を計画してござ

いますけれども、それらを確定した形で事業を組む

のが難しいということを双方で、町のほうでも、ま
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た、観光協会側でもお互いに確認いたしまして、で

きるだけ努力の目標は立てますけれども、それらを

固定財源として自主事業を組むことについてはかな

り困難がある。それで、町側としても同時に集客力

を高める要素として、隣接した開発局が管理する道

道の駐車帯、それからトイレ、それから方滑り型の

見晴展望公園ですか、そこらの一体の集客効率を上

げるということで開発局側とも施設改善のもくろみ

を立てておりまして、今後具体的に動く可能性は秘

めておりますけれども、いつどのように改善される

かという確定要素がないというところで、３年間の

自主事業につきましても、余り明確な形で書き込む

と指定管理者側で大きな負担になる可能性がある。

ただ、観光協会みずからが指定管理以外の要素で

町全体の産業間の連携、それから観光振興の役割を

担っておりますので、そちらの本体事業のほうで配

慮をいただくというような部分も残されてございま

して、それらを評価して今回の指定を行いたいとい

う考え方を持ってございます。

以上です。

９番中村有秀君。○議長（西村昭教君）

３年間の反省の中から仕様○９番（中村有秀君）

書の見直しをということで、今、課長から答弁をい

ただきました。

現実に僕は１９年から２１年と、それから２２年

から２４年の予算的なものを全部対比をしてみまし

た。確かにそういう点では本体の持ち出し部分とい

うことで、観光協会から実質的な持ち出しは１８万

４,２４２円ですけれども、人件費は前期の３年

間、３２万２,４００円ということで、観光協会の

自主事業で半分、それから２３３万１,０００円の

中で見たということで、これを本体の中に組み入れ

たということで、今回の予算を見ますと６１万８,

８００円。したがって、今まで持ち出した部分と、

それから賃金の関係を見ますと５０万６,６４２円

ということで、ある面で今肥料の関係だとかいろい

ろな関係を見ると、２３３万１,０００円から２８

８万５,０００円で５４万４,０００円というのは、

ある面で妥当な数字かなというような感じがしま

す。

ただ、現実の問題として２３３万１,０００円で

３年間やった、今度は２８８万５,０００円という

ことで、もし交互ということになれば、それではど

ういう形になってくるのかなという感じがいたしま

す。ですから、将来展望としてはやはり大きく金額

が変わった段階では、ある面では公募ということも

当然視野に入れていかなければならないのではない

かという気がいたしますので、その点お伺いしたい

と思います。

それから次に自己評価ということで、観光協会も

やる、それから町もやる、項目的には何点か私わか

りません。ただ、会議録を見ますと、観光協会はナ

ンバー１１、１２、２８、２９が非常に劣っている

と、それから町の評価は、４、１１、２５、２９

と。１１と２９は同じなのです。１１は芝、花の管

理、２９は利用料金の収入ということでございま

す。

したがって、一応議長にお願いをしたいのですけ

れども、この自己評価、町の自己評価を含めて資料

があると思いますので、できれば議員皆さん方に配

付をしていただいて、ひとつ今後の参考ということ

にしたいと思いますので、取り計らいをお願いいた

したいと思います。

それからもう１点、観光協会の自主事業というこ

とで、平成２２年度からのを見ますと、一応協会直

営で地域物産ＰＲ事業を行うということになって、

収入の中に売り上げ９０万ということでございま

す。恐らくこれは、２２年度、２３年、２４年度と

いうことでございます。

したがって、私はこの点で自主事業ということか

らいえば、やるということで大いに期待をしている

のですけれども、１１月２６日の指定管理者選定委

員会で委員のほうで公以外の料金徴収はどうなって

いるかと、その中で観光協会としては、３年間の実

績では募集したが商業行為を行うことはできなかっ

た。それから商業行為については、シーニックデッ

キまでの導線、言うなら歩く道ですね、これが悪く

開発局に要請をしていると。また、協会会員から完

結、その場所ですることはやめでほしいと、言うな

ら販売等です。情報発信をメーンとして町内の店へ

誘導していただきたいという意見等があるというこ

とでございます。

したがって、この地域物産ＰＲ事業、これからの

問題ですけれども、具体的な内容の提示、もしくは

口頭であったのであれば、その内容についてお伺い

したいと思います。

以上でございます。

建設水道課長、答弁。○議長（西村昭教君）

９番中村議員の御○建設水道課長（北向一博君）

質問にお答えいたします。

まず、基本的な選定方法について、公募の方法は

検討されるのかという御意見でございます。後ろの

ほうでも関係しますけれども、この場所で行う販売

行為並びにいろいろな経済行為について、町内の商

工会、それから関係する事業者などから主に収益を

目的とした施設利用は好ましくないというような趣

旨もございます。

このことから、どうしても指定管理を行う本来が
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公共的立場、公益的立場で運営管理していただくと

いうことが大前提でございまして、このような受け

られるような業者としましては、商工会、それから

想定できますのはシーニックバイウェイの組織な

ど、観光協会も含めて３事業体が当初の候補として

上げております。

ただ、広く沿線の観光情報を提供する、それから

既存の観光事業者との連携を図るという意味から、

どうしても優先的な位置に立つのが観光協会という

最終判断をして、個別の協議に移り、その結果を経

て選定委員会の中で候補者となるための候補として

選定をいただいた結果がございます。

今後、この運営形態が、この次の３年間の中であ

る程度確定的なモデルができましたら、恐らくこの

仕様書の中で詳しく書き込むことが可能になります

ので、その時点では公募の要旨も出てくるのでは

と。設置から３年間経過したところですけれども、

施設自体の問題点、それから経営についても収益を

当てにしたような経営が難しいという条件下にある

中で、今後そういう一般の公募の中で受けていただ

けるところが出てくるのか、残す次の３年間を得て

合計６年間の中で探る手法は検討してまいりたいと

思っています。

次に、運営方法の中で、その場で完結するような

ことはやめてくれと、要するに施設自体の設置目

的、そして運営する趣旨が観光案内を主に行い、既

存の産業間、商業、観光が主になりますけれども、

農業の生産物などを通じて地元の加工物品に限る販

売体制を基本として運営するという申し合わせがご

ざいまして、そこら辺がなかなか難しい、事業展開

がある程度の縛りがかかっているというところがご

ざいます。

特に農産物の加工品につきましては、現在、商工

会側のまちづくり委員会のほうで新たないろいろな

商品開発が行われておりまして、そちらのほうとも

タイアップも含めて、案内所内の売店機能をさらに

高めていきたいという意欲をお聞きしておりまし

て、観光協会だけで現在進めないということで、今

後の協議の中でいろいろな事業展開を図っていくと

いう観光協会側からの意欲はいただいております。

独自に動けないというところがあるということも

こちらで承知しておりますので、今後の経営に期待

したいと考えてございます。

以上です。

９番中村有秀君。○議長（西村昭教君）

課長の答弁で、観光協会の○９番（中村有秀君）

自主的な形では大変な状況ということは、私もこの

資料をずっと二日ほど目を通させていただいて理解

をいたしました。

ただ、考え方として、将来展望として、例えば

芝、花壇の管理と、それからもう一つは観光案内所

の関係と、やはり将来は課長の言うように３年、３

年、６年の経過ということになるので、将来として

はそうしていかなかったら、あそこで物品販売、も

う産直的な形はだめで、町の中に誘導ということに

なると、純粋な観光案内ということになればそうい

う形で進めざるを得ないのかなという気がしますの

で、その点はまた今後を見守りたいと思います。

最後に１点ですけれども、自己評価の関係で、私

はやはり単年度、単年度の評価をし、それで例えば

２２年度の評価をやって、そして２３年度の改善策

を出してもらう。それからもう一つは、その繰り返

しでトータル的に３年の関係ということで、ただ僕

はパークゴルフ場の関係からそういう指定管理者の

あり方として、やはり３年間全部任せるというので

はなくて、単年、単年の事業評価を私はしていって

トータル的に３年の評価ということにしていかなけ

ればならないのではないかと思いますけれども、そ

の点をちょっと確認をいたしたいと思います。

建設水道課長、答弁。○議長（西村昭教君）

９番中村議員の再○建設水道課長（北向一博君）

度の御質問にお答えいたします。

まず、評価の方法になりますけれども、現行の３

年間につきましては当初結んだ協定書に基づきまし

て、いろいろな提出書類、報告方法を規定してござ

います。ただ、この現行の協定書の中に自己評価と

いう要素がございませんでしたので、次期の３年間

につきましては単年度ごとの評価、それから指定管

理終了後の３年間の総合評価ということを協定書の

中にしっかり書き込みまして、評価制度を制度的に

固めてまいりたいと思っています。

事例として挙げられておりましたパークゴルフ場

につきましては、既に新しい協定書に切りかえられ

ておりまして、新しい協定書につきましては単年度

の評価項目をつけ加えて様式を改めてございます。

あと、先ほどの質問の中で評価書の資料、３年間

の自己評価と、それから町のほうで行った評価の資

料につきましては、議会の方で求めがあれば提出す

る準備がございます。

以上です。

ほかにございませんか。○議長（西村昭教君）

５番米沢義英君。

この指定管理の記した中で○５番（米沢義英君）

は、観光協会は幅広い事業の展開が期待できるとい

うふうになっているのですが、実際見てみますと期

待できないのです。

この評価自体がちょっとおかしいといつも思うの

ですけれども、この間、協議会の中で町長は、こう
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いう物品の販売だとかを町に誘導するという機能そ

のものが、ここには期待できないというようなこと

を言われていまして、この方針転換だと思うのです

が、この点は町長それにかわるような何か対案とい

うか、お持ちなのかどうなのかお伺いしたいという

ふうに思うのですが。

今、担当課長の説明でしたら、ここにも書いてあ

りますけれども物品販売についても制約はあるとい

うことで、なかなかそこは地元の関係ですからいろ

いろあるのだろうと思いますが、そうすると本当に

私から見れば公園管理だけしてもらって、それだっ

たら売店も要らないのではないかと。本当に２８０

万円も出して管理してもらうというお金自体の効果

そのものがどうなのかなと思うのだけども、設置し

た以上はそれをきちっと履行してもらわないとだめ

なので、その点は本当に割り切って地域誘導だけ、

案内だけという形の方向にするのかどうなのかとい

うことも含めた中で町長はどのように考えているの

か、これは担当者任せということだけでは済まない

話なので、これは町長の見解についてお伺いいたし

ます。

副町長、答弁。○議長（西村昭教君）

５番米沢議員の御質問に○副町長（田浦孝道君）

私のほうからお答えさせていただきたいと思いま

す。

事前の議論の中には種々御意見もいただきました

し、町としましても今の現状ではルート２３７号線

上の地の利はありますけれども、形状からすると難

があるということでございまして、関係の国にも改

善の求めをしているところであります。

そういうことからも含めまして、今この２２年度

から新しい３カ年間の活動の実績をしっかり踏まえ

て、本来の目的でございます町の中に国道を多く利

用されている方を導くという機能もしっかり果たせ

るように、この３年間の中で改善の要望なり活動の

検証をしていきたいというふうに考えてございます

ので、繰り返しになりますけれども、国道２３７号

線は夏を中心に非常に多くの方が往来してございま

すので、そういう地の利をしっかり生かして本来の

目的が果たせるような、そういうことがしっかり定

着できるような検証をこの３年間でしてまいりたい

と思いますので、もう少しお時間をいただきたいな

というふうに思ってございます。

５番米沢義英君。○議長（西村昭教君）

将来的にはそういった物品○５番（米沢義英君）

の販売も含めた中でやりたい、あとは地元に流れる

ような誘導体制もつくりたいということで、活用の

仕方によってはあそこは恐らく生きるのだろうと思

うのです。そういった点はもっと模索しながらやっ

ていかないと、ただ置いてあるということでは問題

なので、この点は全面的に見直して、時間もかかる

でしょうけれども改善をする。何が一番求められて

いるのか、何をしたらいいのかということで考えな

がら実行ある計画を打ち出す必要があると思います

が、この点を確認しておきたいと思います。

副町長、答弁。○議長（西村昭教君）

今、言われましたので、○副町長（田浦孝道君）

私どもも今の現状のままでいいということではござ

いません。課題認識を持っていますので、といいな

がら町内のいろいろな業としている方々の御理解、

御支援がないとなかなか目的も果たせませんので、

そういう議論の中で、多分しっかりした役割分担を

することも可能だと思います。

そういう意味では、しっかり関係の団体、関係の

方々との協議の中でそういうすり合わせをしながら

効果を上げられるように、その実現に向けた検証を

してまいりたいと思いますので御理解を賜りたいと

いうふうに思います。

ほかにございませんか。○議長（西村昭教君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって質○議長（西村昭教君）

疑を終了いたします。

討論を省略し、これより議案第１４号を採決いた

したいと思います。

本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、本件は、原案のとおり可決されました。

──────────────────

◎日程第１６ 議案第１５号

日程第１６ 議案第１５号○議長（西村昭教君）

南部地区土砂流出対策工事（ベベルイ川）（Ｈ２０

国債）請負契約変更の件を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

建設水道課長。

ただいま上程され○建設水道課長（北向一博君）

ました議案第１５号南部地区土砂流出対策工事（ベ

ベルイ川）（Ｈ２０国債）請負契約変更の件につき

まして、提案理由の御説明を申し上げます。

本工事は、防衛省の委託工事として平成１６年か

ら事業を実施しているものです。

現在、平成２０年国債事業として、大北土建工業

株式会社により施工中の魚道工１基及びダム魚道工

２分の１基整備におきまして、抜根及び現地すき取

り物が設計数量よりも少なかったため、契約金額を

５１万４,５００円減額変更するものでございま

す。
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以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。

議案第１５号南部地区土砂流出対策工事（ベベル

イ川）（Ｈ２０国債）請負契約変更の件。

南部地区土砂流出対策工事（ベベルイ川）（Ｈ２

０国債）請負契約の締結（平成２０年１２月１７日

議決を経た議案第１９号に係るもの）を、次により

変更するため、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得、または処分に関する条例第２条の規定によ

り議会の議決を求める。

記。

変更事項。

契約金額（変更前）６,７７２万５,０００円、

（変更後）６,７２１万５００円。

以上、説明を終わります。

御審議賜りまして、議決くださいますようよろし

くお願いいたします。

これをもって、提案理由の○議長（西村昭教君）

説明を終わります。

これより、質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって質○議長（西村昭教君）

疑を終了いたします。

討論を省略し、これより議案第１５号を採決いた

します。

本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、本件は、原案のとおり可決されました。

──────────────────

◎日程第１７ 議案第１６号

日程第１７ 議案第１６号○議長（西村昭教君）

北２４号排水路支線整備工事（Ｈ２０国債）請負契

約変更の件を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

建設水道課長。

ただいま上程され○建設水道課長（北向一博君）

ました議案第１６号北２４号排水路支線整備工事

（Ｈ２０国債）請負契約変更の件につきまして、提

案理由の御説明を申し上げます。

平成２０年国債事業として、株式会社アラタ工業

により施工中の排水路と床固工事において、築堤工

法の一部変更による費用増加の一方で、現地すき取

り物を演習場内で再利用できたため、処理費が大き

く減少したことなどにより、結果として契約金額を

１３９万６,５００円減額するものです。

以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。

議案第１６号北２４号排水路支線整備工事（Ｈ２

０国債）請負契約変更の件。

北２４号排水路支線整備工事（Ｈ２０国債）請負

契約の締結（平成２０年１２月１７日議決を経た議

案第１８号に係るもの）を、次により変更するた

め、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得また

は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決

を求める。

記。

変更事項。

契約金額（変更前）７,７６６万８,５００円、

（変更後）７,６２７万２,０００円。

以上、説明を終わります。

御審議賜りまして、議決くださいますようよろし

くお願い申し上げます。

これをもって、提案理由の○議長（西村昭教君）

説明を終わります。

これより、質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって質○議長（西村昭教君）

疑を終了いたします。

討論を省略し、これより議案第１６号を採決いた

します。

本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、本件は、原案のとおり可決されました。

──────────────────

◎日程第１８ 議案第１７号

日程第１８ 議案第１７号○議長（西村昭教君）

ヌッカクシ富良野川支流整備工事請負契約変更の件

を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

建設水道課長。

ただいま上程いた○建設水道課長（北向一博君）

だきました議案第１７号ヌッカクシ富良野川支流整

備工事請負契約変更の件につきまして、提案理由の

御説明を申し上げます。

本工事につきましては、防衛省所管の障害防止事

業として、高橋建設株式会社により、演習場内多田

廠舎近傍のヌッカクシ富良野川支流に砂だめ工１基

を施工中のものでございますが、抜根及びすき取り

量の増加、またバイパス水路工において、張り芝と

簡易ゲート費用が増額となったため、結果として契

約金額を１１５万５,０００円増額するものです。

以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。

議案第１７号ヌッカクシ富良野川支流整備工事請
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負契約変更の件。

ヌッカクシ富良野川支流整備工事請負契約の締結

（平成２１年７月２７日議決を経た議案第５号に係

るもの）を、次により変更するため、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条

例第２条の規定により議会の議決を求める。

記。

変更事項。

契約金額（変更前）５,０５０万５,０００円、

（変更後）５,１６６万円。

以上で、説明を終わります。

御審議賜りまして、議決くださいますようお願い

申し上げます。

これをもって、提案理由の○議長（西村昭教君）

説明を終わります。

これより質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって質○議長（西村昭教君）

疑を終了いたします。

討論を省略し、これより議案第１７号を採決いた

します。

本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、本件は、原案のとおり可決されました。

──────────────────

◎日程第１９ 議案第１８号

日程第１９ 議案第１８号○議長（西村昭教君）

北２４号排水路支線整備工事（Ｈ２１年国債）請負

契約締結の件を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

建設水道課長。

ただいま上程され○建設水道課長（北向一博君）

ました議案第１８号北２４号排水路支線整備工事

（Ｈ２１国債）請負契約締結の件につきまして、提

案理由の御説明を申し上げます。

本工事は、防衛省の補助事業として、平成１７年

度から事業を継続実施しているものです。平成２１

年国債の工事の内容につきましては、平成２０年国

債で２分の１基施工中の床固工について残りの２分

の１基を施工するとともに、ダム工１基を施工し、

当該継続事業の完了を目指すものです。

入札に当たりましては、町内業者を含む５社を指

名いたしまして、１２月８日に入札を行った結果、

株式会社アラタ工業が８,３８０万円で落札し、消

費税を加算いたしまして本議案の８,７９９万円で

ございます。落札率につきましては、９３.６６％

でした。

参考までに、２番札は新井建設株式会社の８,４

４０万円でございました。

以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。

議案第１８号北２４号排水路支線整備工事（Ｈ２

１国債）請負契約締結の件。

北２４号排水路支線整備工事（Ｈ２１国債）の請

負契約を次により締結するため、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得または処分に関する条例第

２条の規定により議会の議決を求める。

記。

１、契約の目的、北２４号排水路支線整備工事

（Ｈ２１国債）。

２、契約の方法、指名競争入札による。

３、契約金額、８,７９９万円。

４、契約の相手方、上富良野町北町２丁目、株式

会社アラタ工業、代表取締役荒田政一。

５、工期、契約の日から平成２２年１２月２４

日。

以上、説明を終わります。

御審議賜りまして、議決くださいますようよろし

くお願い申し上げます。

これをもって、提案理由の○議長（西村昭教君）

説明を終わります。

これより、質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって質○議長（西村昭教君）

疑を終了いたします。

討論を省略し、これより議案第１８号を採決いた

します。

本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、本件は、原案のとおり可決されました。

──────────────────

◎日程第２０ 認定第１号

◎日程第２１ 認定第２号

日程第２０ 認定第１号平○議長（西村昭教君）

成２１年第３回定例会で付託されました議案第４号

平成２０年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の

件及び日程第２１ 認定第２号平成２１年第３回定

例会で付託された議案第５号平成２０年度上富良野

町企業会計決算認定の件を関連がありますので一括

して議題といたします。

本件に関し、決算特別委員長の報告を求めます。

決算特別委員長長谷川徳行君。

決算特○決算特別委員会委員長（長谷川徳行君）

別委員会審査報告を、朗読をもって御報告申し上げ
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ます。

決算特別委員会審査報告書。

本委員会は、平成２１年第３回定例会において、

閉会中の継続審査に付された下記案件を審査した結

果、次の意見を付し認定すべきものと決定したの

で、会議規則第７７条の規定により報告する。

平成２１年１２月９日、決算特別委員長長谷川徳

行。

記。

付託事件名。

議案第４号平成２０年度上富良野町各会計歳入歳

出決算認定の件。

議案第５号平成２０年度上富良野町企業会計決算

認定の件。

１、審査の経過。

本委員会は、平成２１年１０月７日、８日、９日

の３日間開催し、正副委員長を選出後、委員会を公

開とし、直ちに２分科会による書類審査を行い、全

体による質疑応答を行った上、各分科会から審査意

見を求め、これをもとに全体で審査意見書を作成

し、理事者の所信をただし表決をした。

２、決定。

慎重に審査した結果、本決算は次の意見を付し、

原案のとおり認定するものとした。

監査委員の審査意見は、いずれも的確な判断によ

るものと認められるので、この指摘事項については

早急に改善、または対応し、執行に当たられるよう

強く要望する。

特に別記、平成２１年度上富良野町決算特別委員

会審査意見書について善処されたい。

なお、別記、平成２１年度上富良野町決算特別委

員会審査意見につきましては、説明を省略させてい

ただきます。

以上で、決算特別委員会審査の報告といたしま

す。

これをもって、決算特別委○議長（西村昭教君）

員長の報告を終わります。

これより、採決を行います。

最初に、認定第１号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第４号平成２０年度上富良野町各会計歳入歳

出決算認定の件に対する委員長の報告は、意見を付

し認定すべきとするものであります。

本決算は、委員長の報告のとおり認定することに

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、平成２１年第３回定例会で付託されまし

た議案第４号平成２０年度上富良野町各会計歳入歳

出決算認定の件は、委員長の報告のとおり認定する

ことに決しました。

次に、認定第２号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第５号平成２０年度上富良野町企業会計決算

認定の件に対する委員長の報告は、意見を付し認定

すべきとするものであります。

本決算は、委員長の報告のとおり認定することに

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、平成２１年第３回定例会で付託された議

案第５号平成２０年度上富良野町企業会計決算認定

の件は、委員長の報告のとおり認定することに決し

ました。

──────────────────

◎日程第２２ 発議案第１号

日程第２２ 発議案第１号○議長（西村昭教君）

サンルダム本体工事凍結解除を求める意見の件を議

題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。

３番岩田浩志君。

ただいま上程されました発○３番（岩田浩志君）

議案第１号サンルダム本体工事凍結解除求める意見

の件を朗読をもって提案にかえさせていただきま

す。

発議案第１号サンルダム本体工事凍結解除を求め

る意見の件。

上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。

上富良野町議会議長西村昭教様。

提出者、上富良野町議会議員岩田浩志。

賛成者、上富良野町議会議員谷忠。

裏面をごらんください。

サンルダム本体工事凍結解除を求める意見書。

北海道第二、国内第四の長大河川の天塩川は、北

海道北部における社会、経済、文化の基軸をなす重

要な河川であり、北海道遺産にも選定されておりま

す。

天塩川流域では、水系の恵みによって、主に稲

作、畑作、酪農のほか、河口部では漁業が盛んに行

われておりますが、開拓以来幾たびとなく洪水が発

生し、家屋や農地に甚大な被害をもたらしておりま

す。

また、近年では、まとまった雨と融雪による出水

が重なったこと、さらに発達した低気圧により山沿

いで多量の雨が降り、河川の水位が上昇し、天塩川

水系名寄川では危険水位を超過したのを初め、各地

で警戒水位に達するなど、年間二度も出水被害に見
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舞われ、また、異常渇水も起きており、地域住民に

とって多大な脅威となっています。

このような状況のもと、流域における住民の生活

安全と農業など経済活動の安定を期するためにも、

サンルダムは極めて重要な多目的ダムと位置づけら

れており、流域や地域の住民にとって安心安全な

日々の生活、安定した水利の拡大による生活向上に

大きな期待を寄せているところであります。

現在、道道下川雄武線の付け替え道路工事が鋭意

進められておりますが、昭和６３年の実施計画以来

２１年の歳月が経過している今、本体工事凍結の解

除並びにサンルダムを含む天塩川水系河川整備計画

の着実な実施を要望いたします。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出します。

意見書の提出先は、衆議院議長、参議院議長、内

閣総理大臣、内閣副総理大臣、総務大臣、財務大

臣、国土交通大臣にあてて提出したいと思います。

以上、御審議いただき、お認めいただきますよう

よろしくお願い申し上げます。

これをもって、提案理由の○議長（西村昭教君）

説明を終わります。

これより、質疑に入ります。

５番米沢義英君。

サンルダムの本体工事の凍○５番（米沢義英君）

結解除という意見書が出てきております。

皆さんも御存じのように、全国的にダム建設につ

いてはその効果を見きわめながら、必要な部分と必

要でない部分については中止にするという方向で動

いております。

この意見書にも書かれていますように、私たち日

本共産党は前からサンルダム等については環境破壊

の問題、ここにはヒメマスやヒメギフチョウとい

う、またヤマメなどの希少動物、生物がたくさん生

存するという形の中で、これは絶対まかり通らな

い、ならないということで主張してきました。

この意見書の中にも、北海道遺産にも選定されて

いるというだけあって、そこは自然の宝庫で本当に

貴重な自然がたくさん残されているという問題があ

ります。

そういった点で、意見書を提出された方にお伺い

いたしますが、こういったものを全く否定されるお

つもりなのかお伺いいたします。

二つ目には、稲作、畑作、酪農等をされている方

がおります。そういう意味では、非常に水利の確保

という点では重要になってきているかと思います。

また、ここで言われているのは、洪水等が発生し

た場合の対策のためにもダム建設は必要だというこ

とが言われておりますが、実際こういう問題につい

てその必要性があるのかどうなのかという点で、私

は非常に疑わしい状況があるというふうに考えてい

ますが、この点はどのようにお考えなのかお伺いい

たします。

また、国土交通省の資料を見ましたら、サンルダ

ムの位置づけというのは費用対効果でも１.６とい

う非常に低い位置にあるということを見ても、この

ダムの建設をしなくても十分洪水の調整機能も図れ

るような対策ができるのだと考えています。それは

従来から行われている調整池の設置、あるいはダム

の堤防のかさ上げ、あるいは床を下げるとか、そう

いう対策をやれば十分洪水等にも耐え得る対策がで

きるわけですから、そういうことを国は今まで行っ

てこなかったというところが問題だと思いますが、

私はこういう部分も含めて提案者がどのように考え

ているのかお伺いいたします。

３番岩田浩志君。○議長（西村昭教君）

ただいまの５番米沢議員の○３番（岩田浩志君）

御質問にお答えしたいと思います。

皆さん御承知のように、今回の事業仕分けにより

まして、このサンルダム本体工事凍結ということの

内容が国から示されたということで、確かに今回の

事業仕分けにつきましては多くの国民からは斬新的

で高い評価を受けている実態にありますけれども、

しかしながらそれに関係する自治体及び地域の住民

にとりましては、本当に死活問題となっているのが

現状でございます。

我が町においても、この事業仕分けにおいて既に

影響がありました。今後におかれましてもそういっ

たことが予想されますけれども、このサンルダムに

おいてもその事業仕分けの中で示されはしましたけ

れども、本来であれば事業凍結の前に当該自治体及

び地域住民としっかり協議した中でこういうことが

なされるべきというふうに考えております。

そんなことからも、まず凍結を解除していただい

て、それから十分な協議に入っていただきたいとい

うふうに考えています。

また、生態系の問題でありますけれども、確かに

そういった埋没するところでそういった生態系の問

題もありますけれども、サクラマス、ヒメマス等に

ついては既に魚道等の研究が十分なされて、そう

いった方向で進んでおりますし、このダムの形状を

とりましてもＣＳＧといった、これまでのコンク

リートだけのダムではなくて、砂れきを利用した表

面をコンクリートで覆うといったような内容で進め

られていると聞いています。

そんなことから、水の調整を図ることができると

いうことは、渇水期における水の調整によって下流

の生態系も保たれるというふうに考えております。
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それから、水利といった部分については、我が町

にも幾つものダムを有しておりますけれども、この

点についてもこれまでこの地域は何回も水害によっ

て家屋の浸水並びに農地の埋没ということでかなり

の被害を受けている実態にあります。

そんなことから、地域住民の安心安全を初めとし

て、農作物の確保をきちっとした栽培ができるとい

うことを踏まえますと、非常に重要なものだという

ふうに考えています。我が町でも、そういったこと

で大雨による水の調整は、農地をこれまでも保全し

てきているというふうに考えています。

それから、堤防のかさ上げをして対策してはとい

うお話がありましたけれども、堤防をかさ上げする

と、万が一かさ上げした堤防が崩壊すると、これま

で以上の被害があるといった事例もありますし、そ

ういった観点から、同じ上川でそういった問題を抱

える自治体に対して、我が町も凍結を解除していた

だいて、さらに十分協議していただくといった意味

も含めまして今回の発議に至りましたので、その辺

どうぞ御理解を賜りますようよろしくお願い申し上

げます。

５番米沢義英君。○議長（西村昭教君）

提案者は、この文書をよく○５番（米沢義英君）

読んでいるのかと思われるのですが、最後の末尾の

ほうに本体の工事凍結解除並びにサンルダムを含む

天塩川水系の河川整備の着実な実施を要望したいと

書いているのです。凍結だけではないのです、これ

は確実に建設をするという前提でこの文書が出てき

ているわけですから、その点きっちり文書を読んで

いただきたいと思います。

堤防のかさ上げについては、今までされている部

分もありますが、ほとんどといってされていないと

いうのが実態なのです。そういう意味では、そう

いった部分に対するかさ上げやしゅんせつも含めた

対策をとれば、専門家の話では十分洪水に耐えうる

ようなことが可能なんだということを言っているの

です。

例えば、国の基準は、どうして洪水が起きるのか

ということで積算した資料だとか文書を見ました

ら、いわゆる１００の水をためる機能があるとした

ら、７０％で洪水が起きるのだという設定なのです

よ、単純なことを言えば。そうすると、もう既にど

この区域でも洪水が起きる、だからダムが必要なん

だということで、ダム建設ありきを前提にしてい

て、そういうごまかしの数値を使ってやっていると

いうところに問題があるわけです。

もう一つは、雨が降るというのは、例えばダムを

つくった部分に雨が集中すれば、それは一定の効果

はあるでしょうけれども、今見ていましたらそこに

雨が降るという前提は想定されません。いろいろな

ところで集中的に豪雨になって雨が降るということ

も出てきますので、そういうことを考えたらダムの

役割はそれは必要だと思いますが、そういうことも

含めて考えたら、ダム建設ありきという根拠は全く

ないということが出てくるわけです。

もう一つ、住民に説明するという点では、私は今

の民主党政権における一方的なやり方については全

く同意ができません。また、事業仕分け等について

も、住民の切実な部分まで予算を削るという点では

見直しが必要だという点ではあなたと同じ立場であ

ります。

ただ、こういった無駄な事業を推進するというこ

と、また事実と道理に照らしてダムの建設を含めた

見直しを行うということが今求められています。そ

のためには、森林整備だとか、地域住民が長くから

行ってきた水をためる調整池の設置、堤防のかさ上

げなどを行い、十分その対応ができるわけですか

ら、これを徹底的に国に対して要望して改善を求め

れば、この洪水等が防げるという状況です。

また、サンルダムにおいては、いわゆる魚道を試

行的につくってあるのですが、結果どういうことが

起きたかというと、なかなか上にサケだとかマスが

遡上していかないという問題が起きました。そうい

う意味では、そういう問題も実際調査統計としてあ

りますので、そういうことも含めた場合に、いかに

ダムをつくることによって自然が壊されるかという

ことも実際証明されているわけですから、そういう

ものも含めて今回のサンルダムの本体工事凍結解除

を求めるこの意見書というのはいかがなものかと私

は考えますが、もう一度確認しておきたいと思いま

す。

３番岩田浩志君。○議長（西村昭教君）

ただいまの５番米沢議員の○３番（岩田浩志君）

質問にお答えしたいと思います。

事業仕分けという点では、議員も私と同じ意見だ

ということでありますけれども、このサンルダムが

果たして無駄か無駄でないかということは、そこに

関係する自治体及び地域の方々が一番問題になって

いる部分だと思います。

そこまで私が承知しているかといえば承知してい

ない実態にありますけれども、その部分においても

ぜひ凍結解除を見直して、新たに地域住民としっか

りと協議すべきだという観点からも、今回は意見書

の提出をしたいと考えています。

それから、堤防の問題等々さまざまな部分におい

ても、私がそこまで周知できているわけではありま

せんけれども、そういったことも含めましてしっか

りと解除した後この協議に入っていただきたいとい
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う思いから今回の意見書を提出したいと考えていま

す。

以上、よろしくお願いします。

ほかにございませんか。○議長（西村昭教君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって質○議長（西村昭教君）

疑を終了いたします。

それでは、これより討論を行います。

５番米沢義英君。

私は、今回のサンルダム本○５番（米沢義英君）

体工事凍結解除を求める意見書に反対の立場から討

論したいと思います。

第一番目には、今回のこの意見書は、もう既に本

体工事の着工ありきという形の中で進めるという点

で大きな問題を残しています。

二つ目には、あのサンルダムにおける天塩川水域

については、希少動物、生物が生息しているという

問題であります。アメマスやヤマメなど数多くの貴

重な植物、生態がおります。それがダムを建設する

ことによって、どんどん激減していくという大きな

問題をはらんでいます。

また同時に、魚道の仮設調査でも明らかになった

のは、サケ、あるいはサクラマス等が上に上がらな

いという問題が明らかになってきています。

また三つ目には、現在の洪水、あるいは対策等に

至っては、調整池等やあるいはしゅんせつ、堤防等

のかさ上げを行うなど、具体的な対策を行えば十分

それを改善できる余地があるということを主張して

おきたいというふうに思います。

また、利水においては、今全国的にも人口減とい

う形の中で、上富良野町でもそうですが、給水人口

がどんどん減るという傾向が見受けられ、名寄市等

においてもその傾向が見受けられております。そう

いう意味では、十分現状の対策でも水の確保や畑作

に係る水の供給は十分確保できるということであり

ます。また同時に、住民との対話というのは当然必

要でありますから、それは大いに行うべきだと考え

ます。

いずれにいたしましても、住民の理解を含めた中

でのこの問題という点では賛成できる部分はありま

すが、しかし、将来的な費用対効果も含めた場合に

ついては、今回の意見書提出については、私は反対

の立場で討論を終わらせていただきます。

次に、本案に賛成する討論○議長（西村昭教君）

の発言を許します。

６番今村辰義君。

私は、サンルダム本体工事○６番（今村辰義君）

凍結解除を求める意見につきまして、賛成の立場で

討論を行います。

サンルダムは、昭和６３年から実施計画に着手

し、平成５年に建設に着手しました。総事業費は５

２８億円で、平成２１年度末までの投資額は約２７

５億円であります。進捗率は５２％に達し、平成２

５年度に完成の予定であります。

サンルダムは、治水、利水、発電、河川環境改善

等の多目的ダムとして、北海道の天塩川流域住民に

とって非常に重要なダムであります。流域に住む

人々は、一日も早いダムの完成を願い、安全安心な

日々の生活と安定した利水の拡大による生活向上、

生産向上を強く願って今日に至っております。

しかしながら、近年においては、平成１８年５月

と１０月に年間二度に及ぶサンル川流域、名寄川流

域の洪水被害、また、平成１９年には異常渇水が起

きており、自然災害への対応が急務となっておりま

す。

このたび、国土交通省から示されたダム事業の見

直し方針に対して、流域に住む人々の安心で安全な

暮らしを守るために、国に対してサンルダム本体工

事凍結解除を求める意見書を提出することについて

の賛成討論といたします。

次に、本件に反論する討論○議長（西村昭教君）

の発言を許します。ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これをもって討○議長（西村昭教君）

論を終了いたします。

これより、発議案第１号を起立により採決いたし

たいと思います。

本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。○議長（西村昭教君）

よって、本件は、原案のとおり可決されました。

──────────────────

◎日程第２３ 閉会中の継続調査申出の件

日程第２３ 閉会中の継続○議長（西村昭教君）

調査申出の件を議題といたします。

議会運営委員長並びに各常任委員長から、会議規

則第７５条の規定により、各委員会において別紙配

付の申出書の事件について閉会中の継続調査の申し

出があります。

お諮りいたします。

各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。○議長（西村昭教君）

よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに決しました。

以上をもちまして、本定例会に付議された案件の



― 72 ―

審議は、すべて終了いたしました。

──────────────────

◎閉 会 宣 告

これにて、平成２１年第４○議長（西村昭教君）

回上富良野町議会定例会を閉会といたします。

午後 ０時１２分 閉会
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